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１．調査の目的と総合計画の体系 

本報告書は、三豊市第２次総合計画前期基本計画（2019～2023年度）に掲げた施策内容につ

いて、その達成状況及び今後の課題等を調査し、とりまとめたものです。また、基本計画を点

検・評価する資料とし、第２次総合計画後期基本計画（2024～2028年度）策定のための基礎資

料として活用します。なお、調査対象である三豊市第２次総合計画前期基本計画の体系は以下

のとおりです。 

 

豊市第２次総合計画前期基本計画の体系 

 

 

基本目標 政策 施策 

基本目標① 

【産業・交流】 

にぎわいが地域を元

気にするまち 

1-1.農業・林業 1-1-1.安定経営と稼ぐ力の向上 
1-1-2.担い手の確保と育成 
1-1-3.耕作放棄地対策の推進 
1-1-4.有害鳥獣対策の推進 
1-1-5.生産基盤の整備 

1-2.水産業 1-2-1.漁業者育成と経営支援 
1-2-2.水産資源の確保と基盤整備 

1-3.観光 1-3-1.魅力的な観光地域と商品づくり 
1-3-2.プロモーション力の強化 

1-4.商業・工業 1-4-1.経営力の向上・強化 
1-4-2.事業創出の環境整備・支援 
1-4-3.企業立地体制の強化 
1-4-4.雇用・就労支援 

1-5.交流 1-5-1.交流の推進 1-5-2.知名度向上 

基本目標② 

【教育・文化・人権】 

知・体・心を育み、

自分らしく暮らせる

まち 

2-1.就学前教育・保育 2-1-1.学びの芽生えを育む教育 
2-1-2.施設の充実と適正配置 

2-2.学校教育 2-2-1.確かな学力と豊かな心身を育む教育 
2-2-2.施設の充実と適正配置 

2-3.スポーツ 2-3-1.スポーツの振興 
2-3-2.スポーツの施設の充実 
2-3-3.アスリートの育成支援 

2-4.生涯学習 2-4-1.生涯学習の促進 
2-4-2.公民館活動の充実 

2-4-3.図書館機能の充実 

2-5.郷土歴史・文化 2-5-1.文化芸術活動の促進 
2-5-2.文化芸術イベントの充実 
2-5-3.文化財の保存と活用、歴史の継承 

2-6.青少年育成 2-6-1.青少年の健全育成  

2-7.人権尊重社会 2-7-1.人権尊重社会の形成 
2-7-2.人権教育の推進 

2-7-3.活動拠点の充実 

将来像 
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基本目標 政策 施策 

2-8.男女共同参画社会 2-8-1.女性活躍の推進 
2-8-2.あらゆる暴力の根絶 

基本目標③ 

【健康・福祉・医療】 

子どもが健やかに育

ち、生涯笑顔で過ご

せるまち 

3-1.子育て 3-1-1.出産・子育てへの支援 
3-1-2.母子の健康ケアの推進 
3-1-3.地域ぐるみの子育て支援 
3-1-4.家庭・職場における子育て環境づくり 

3-2.健康 3-2-1.疾病の発症・重症化予防 
3-2-2.正しい生活習慣の普及 
3-2-3.心と体の健康づくり 

3-3.児童福祉・地域福祉 3-3-1.要支援家庭・児童の保護 
3-3-2.子どもの貧困対策の推進 
3-3-3.地域福祉の推進 

3-4.高齢者福祉 3-4-1.在宅福祉サービスの充実 
3-4-2.介護予防・介護サービスの充実 
3-4-3.生きがいづくりと社会参加の促進 
3-4-4.高齢者を見守る地域づくり 

3-5.障がい者福祉 3-5-1.生活支援の充実 3-5-2.社会参画の促進 

3-6.生活困窮者支援 3-6-1.自立に向けた生活支援 

3-7.医療 3-7-1.地域医療の充実  

3-8.社会保障 3-8-1.社会保障制度の適正運営 

基本目標④ 

【暮らし】 

人と自然が守られる

定住のまち 

4-1.防災・消防 4-1-1.地域防災力の増強 
4-1-2.災害への備えと対応 
4-1-3.消防体制の充実 

4-2.生活 4-2-1.社会・ITインフラの整
備 

4-2-2.交通の利便性向上 
4-2-3.住環境の整備 
4-2-4.空き家対策の推進 
 

4-2-5.計画的な土地利用
と エ リア マ ネジ
メント 

4-2-6.離島・農山村の振興 
4-2-7.公園・緑地の整備 
4-2-8.墓地・斎場の維持管

理 

4-3.環境・衛生 4-3-1.環境・景観の保全 
4-3-2.循環型・省エネ社会の

形成 

4-3-3.ごみ・し尿の適正処
理 

4-3-4.生活排水の適正処
理 

4-4.移住・定住 4-4-1.移住・定住の促進と支
援 

 

4-5.安全・安心 4-5-1.交通安全対策の推進 
4-5-2.防犯対策の充実 

4-5-3.消費者保護の推進 
4-5-4.バリアフリー化の

推進 

 

基本方針 施策 

基本方針① 

市民が可能性を切り

開くまちづくり 

1-1.多様な人材による地域活動 

基本方針② 

効率的で健全な行財

政運営 

2-1.行政財産の適正管理 

2-2.民間活力の活用 

2-3.財源の確保と適正執行 

2-4.情報の公開と管理 

2-5.安定した行政サービスの提供 

2-6.行政運営と組織力の強化 
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２．調査方法 

三豊市第２次総合計画前期基本計画の施策内容について、「前期基本計画達成状況調査シー

ト」を作成し、担当職員による自己点検と評価を行いました。 

評価基準日は、令和５年３月31日（令和４年度終了時）とし、計画期間５年のうち、４年が

終了した時点での評価となっています。 

達成度については、以下の基準によりＡ～Ｅの５段階で評価しています。 

なお、施策内容によっては、評価の判断が困難なもの（意識の啓発など）や達成状況を把握

しづらいものもありますが、今回の調査では、施策内容が及ぼす“効果”ではなく、“実施状況”

（計画された施策内容をどの程度実施したか）を中心に各施策内容を評価しています。 

 

 

達成度基準表 

 

達成度 評価内容 達成状況 

Ａ 
個別施策の実施が順調に推移し、施策内容を達成した。

（ほぼ、100％実施した） 
ほぼ100％ 

Ｂ 
個別施策の実施によりほぼ順調に推移し、施策内容を概

ね達成した。（75％程度実施した） 
75％程度 

Ｃ 
施策内容の達成に取り組んでいるが、一部不調であるた

め改善の余地がある。（半分程度実施した） 
50％程度 

Ｄ 
施策内容の達成に取り組んでいるが、方針の見直しや改

善が必要である。（着手し、取り組み始めた） 
25％程度 

Ｅ 
現在、ほとんど手をつけておらず、方針の見直しや改善

が急務である。 
０％ 
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３．達成度評価一覧 

三豊市第２次総合計画前期基本計画に掲げた施策内容を評価した達成度（Ａ～Ｅ）を点数化

し、分類別に達成度の平均点を整理すると、以下のとおりです。 

（１）全体評価 

 

６９．７ 点 
 

※達成度の点数化：Ａ(100点)、Ｂ(75点)、Ｃ(50点)、Ｄ(25点)、Ｅ(０点)として、100点

満点で評価し平均点を算出した。 

 

（２）基本目標・方針別評価 

基本目標・方針 達成度（平均点） 

基本目標① 【産業・交流】 

にぎわいが地域を元気にするまち 
63.7 

基本目標② 【教育・文化・人権】 

知・体・心を育み、自分らしく暮らせるまち 
68.7 

基本目標③ 【健康・福祉・医療】 

子どもが健やかに育ち、生涯笑顔で過ごせるまち 
71.2 

基本目標④ 【暮らし】 

人と自然が守られる定住のまち 
72.0 

基本方針① 市民が可能性を切り開くまちづくり 75.0 

基本方針② 効率的で健全な行財政運営 76.4 
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（３）政策別評価 

基本目標 政策 達成度 
（平均点） 

①産業・交流 1-1.農業・林業 68.1 

1-2.水産業 60.0 

1-3.観光 65.0 

 1-4.商業・工業 60.7 

 1-5.交流 58.3 

②教育・文化・人権 2-1.就学前教育・保育 75.0 

2-2.学校教育 75.0 

2-3.スポーツ 68.8 

 2-4.生涯学習 56.8 

 2-5.郷土歴史・文化 71.4 

 2-6.青少年育成 70.8 

 2-7.人権尊重社会 65.9 

 2-8.男女共同参画社会 66.7 

③健康・福祉・医療 3-1.子育て 75.0 

3-2.健康 59.1 

3-3.児童福祉・地域福祉 75.0 

 3-4.高齢者福祉 68.8 

 3-5.障がい者福祉 75.0 

 3-6.生活困窮者支援 81.3 

 3-7.医療 58.3 

 3-8.社会保障 83.3 

④暮らし 4-1.防災・消防 77.3 

4-2.生活 71.7 

4-3.環境・衛生 71.2 

 4-4.移住・定住 75.0 

 4-5.安全・安心 67.9 
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（４）施策別評価 

基本目標①②③④ 73施策 

基本目標 政 策 施 策 担当課 
達成度 

(平均点) 

基本目標 

① 

産業・交流 

1-1.農業・
林業 

1-1-1.安定経営と稼ぐ力の向上 
農林水産課 60.0 

 1-1-2.担い手の確保と育成 農林水産課 83.3 

 1-1-3.耕作放棄地対策の推進 農林水産課 75.0 

  1-1-4.有害鳥獣対策の推進 農林水産課 75.0 

  
1-1-5.生産基盤の整備 

土地改良課・農林水
産課 

56.3 

 1-2.水産業 1-2-1.漁業者育成と経営支援 農林水産課 50.0 

  
1-2-2.水産資源の確保と基盤整備 

農林水産課・建設港
湾課 

75.0 

 1-3.観光 1-3-1.魅力的な観光地域と商品づく
り 

産業政策課・総務
課・都市整備課 

60.7 

  
1-3-2.プロモーション力の強化 

産業政策課・地域戦
略課 

75.0 

 1-4.商業・
工業 

1-4-1.経営力の向上・強化 
産業政策課 60.0 

  
1-4-2.事業創出の環境整備・支援 

産業政策課・地域戦
略課 

58.3 

  1-4-3.企業立地体制の強化 産業政策課 62.5 

  1-4-4.雇用・就労支援 産業政策課・人権課 62.5 

 1-5.交流 1-5-1.交流の推進 秘書課・地域戦略課 50.0 

  1-5-2.知名度向上 
地域戦略課・産業政
策課・財政経営課 

62.5 

基本目標 

② 

教育・文化・

人権 

2-1.就学前
教育・保育 

2-1-1.学びの芽生えを育む教育 
保育幼稚園課・学校
教育課 

75.0 

 2-1-2.施設の充実と適正配置 保育幼稚園課 75.0 

2-2.学校教
育 

2-2-1.確かな学力と豊かな心身を育
む教育 

学校教育課・学校給
食課・福祉課・人権
課 

75.0 

  2-2-2.施設の充実と適正配置 教育総務課 75.0 

  2-3-1.スポーツの振興 スポーツ振興課 50.0 

 2-3.スポー
ツ 

2-3-2.スポーツの施設の充実 
スポーツ振興課 75.0 

  2-3-3.アスリートの育成支援 スポーツ振興課 75.0 

 2-4.生涯学
習 

2-4-1.生涯学習の促進 
生涯学習課 56.3 
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基本目標 政 策 施 策 担当課 
達成度 

(平均点) 

  2-4-2.公民館活動の充実 生涯学習課 66.7 

  2-4-3.図書館機能の充実 生涯学習課 50.0 

2-5.郷土歴
史・文化 

2-5-1.文化芸術活動の促進 
生涯学習課 75.0 

 2-5-2.文化芸術イベントの充実 生涯学習課 75.0 

  2-5-3.文化財の保存と活用、歴史の
継承 

生涯学習課 68.8 

 2-6.青少年
育成 

2-6-1.青少年の健全育成 
少年育成センター 70.8 

 2-7.人権尊
重社会 

2-7-1.人権尊重社会の形成 
人権課 68.8 

  2-7-2.人権教育の推進 学校教育課・人権課 62.5 

  2-7-3.活動拠点の充実 人権課 66.7 

 2-8.男女共
同参画社会 

2-8-1.女性活躍の推進 
人事課・人権課 75.0 

  
2-8-2.あらゆる暴力の根絶 

人権課・子育て支援
課 

58.3 

基本目標 

③ 

健康・福祉・

医療 

3-1.子育て 
3-1-1.出産・子育てへの支援 

保育幼稚園課・子育
て支援課・健康課 

75.0 

 
3-1-2.母子の健康ケアの推進 

子育て支援課・みと
よ市民病院 

81.3 

 3-1-3.地域ぐるみの子育て支援 子育て支援課 75.0 

  3-1-4.家庭・職場における子育て環
境づくり 

子育て支援課・人権
課・産業政策課 

62.5 

 3-2.健康 
3-2-1.疾病の発症・重症化予防 

健康課・子育て支援
課 

50.0 

  
3-2-2.正しい生活習慣の普及 

健康課・子育て支援
課 

58.3 

  
3-2-3.心と体の健康づくり 

健康課・介護保険
課・福祉課・スポー
ツ振興課 

65.0 

 3-3.児童福
祉・地域福
祉 

3-3-1.要支援家庭・児童の保護 子育て支援課 75.0 

 3-3-2.子どもの貧困対策の推進 子育て支援課 75.0 

  3-3-3.地域福祉の推進 福祉課 75.0 

 3-4.高齢者
福祉 

3-4-1.在宅福祉サービスの充実 
介護保険課・福祉課 75.0 

  3-4-2.介護予防・介護サービスの充
実 

介護保険課 60.0 

  3-4-3.生きがいづくりと社会参加の
促進 

福祉課 75.0 

  3-4-4.高齢者を見守る地域づくり 介護保険課・福祉課 75.0 

 3-5.障がい
者福祉 

3-5-1.生活支援の充実 
福祉課 75.0 

  3-5-2.社会参画の促進 福祉課 75.0 
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基本目標 政 策 施 策 担当課 
達成度 

(平均点) 

 3-6.生活困
窮者支援 

3-6-1.自立に向けた生活支援 
福祉課 81.3 

3-7.医療 3-7-1.地域医療の充実 健康課 58.3 

3-8.社会保
障 

3-8-1.社会保障制度の適正運営 
健康課・介護保険
課・市民課 

83.3 

基本目標 

④ 

暮らし 

4-1.防災・
消防 

4-1-1.地域防災力の増強 危機管理課 83.3 

 4-1-2.災害への備えと対応 土地改良課・建設港
湾課・教育総務課・
危機管理課・建築住
宅課・都市整備課・
農林水産課 

80.0 

  4-1-3.消防体制の充実 危機管理課 66.7 

 4-2.生活 4-2-1.社会・ITインフラの整備 建設港湾課・総務
課・産業政策課 

66.7 

  4-2-2.交通の利便性向上 地域戦略課 56.3 

  4-2-3．住環境の整備 建築住宅課 75.0 

  4-2-4.空き家対策の推進 建築住宅課 66.7 

  4-2-5.計画的な土地利用とエリアマ
ネジメント 

都市整備課・農林水
産課 

75.0 

  4-2-6.離島・農山村の振興 産業政策課・みとよ
市民病院・地域戦略
課・介護保険課 

87.5 

  4-2-7.公園・緑地の整備 都市整備課・土地改
良課 

75.0 

  4-2-8.墓地・斎場の維持管理 環境衛生課 75.0 

 4-3.環境・
衛生 

4-3-1.環境・景観の保全 環境衛生課・農林水
産課 

66.7 

  4-3-2.循環型・省エネ社会の形成 環境衛生課 75.0 

  4-3-3.ごみ・し尿の適正処理 環境衛生課 68.8 

  4-3-4.生活排水の適正処理 環境衛生課 75.0 

 4-4.移住・
定住 

4-4-1.移住・定住の促進と支援 地域戦略課・建築住
宅課・保育幼稚園課 

75.0 

 4-5.安全・
安心 

4-5-1.交通安全対策の推進 総務課・建設港湾
課・福祉課・管財課 

70.8 

  4-5-2.防犯対策の充実 総務課・福祉課 75.0 

  4-5-3.消費者保護の推進 産業政策課 75.0 

  4-5-4.バリアフリー化の推進 福祉課・地域戦略
課・建築住宅課・教
育総務課・人権課 

50.0 
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基本方針①② 7施策 

基本方針 施策 担当課 
達成度 

(平均点) 
基本方針① 1-1.多様な人材による地域活動 総務課・地域戦略

課・人権課・秘書
課・教育総務課 

75.0 

基本方針② 2-1.行政財産の適正管理 管財課・建設港湾課 83.3 

 2-2.民間活力の活用 管財課・地域戦略課 75.0 

 
2-3.財源の確保と適正執行 

財政経営課・税務
課・会計課 

75.0 

 2-4.情報の公開と管理 総務課・秘書課 75.0 

 2-5.安定した行政サービスの提供 財政経営課・市民課 66.7 

 2-6.行政運営と組織力の強化 人事課・地域戦略課 83.3 
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Ⅱ 評価とりまとめ 
 

 

Ⅱ 評価とりまとめ 
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１．全体評価 

（１）全体評価 

三豊市第２次総合計画前期基本計画に掲げた施策内容を評価した達成度（Ａ～Ｅ）について、

それぞれＡを 100 点、Ｂを 75 点、Ｃを 50 点、Ｄを 25 点、Ｅを０点として点数化し、すべて

の施策内容の達成度から平均点を求めると、100点満点で、 

 

 

 

６９．７ 点 
 

 

となっています。 

今回評価した279の施策内容のなかには、さまざまな取組がハード・ソフトの両面にわたっ 

て盛り込まれており、正確な点数評価は極めて困難ですが、三豊市第２次総合計画前期基本

計画は計画期間５年のうち４年が経過した時点で、約７割の達成率となっております。 

しかし、５年前に実施した三豊市新総合計画後期基本計画の全体評価８０．２点と比べます 

と、１０ポイントほど減少しており、要因として、新型コロナウイルス感染拡大による、ヒ

ト・モノ・経済の動きの停滞があげられます。 

後期基本計画の計画期間中は、アフターコロナの中、再びヒト・モノ・経済の動きが活発に 

なることが予想されますが、前期計画期間中の教訓を踏まえ、どのような状況下においても

着実に施策を実施できるよう、施策の内容、実施方法等について検討を進めていく必要があり

ます。 
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（２）基本目標・方針別評価の比較 

三豊市第２次総合計画前期基本計画を基本目標・方針別に比較すると、「基本方針② 効率

的で健全な行財政運営」（76.4点）の評価が最も高く、全体平均69.7点を約７ポイント上回っ

ています。 

※詳細は整理中 

 

 

 

基本目標・方針別達成度（平均点） 

 

基本目標・方針 達成度（平均点） 

基本目標① 【産業・交流】 

にぎわいが地域を元気にするまち 
63.7 

基本目標② 【教育・文化・人権】 

知・体・心を育み、自分らしく暮らせるまち 
68.7 

基本目標③ 【健康・福祉・医療】 

子どもが健やかに育ち、生涯笑顔で過ごせるまち 
71.2 

基本目標④ 【暮らし】 

人と自然が守られる定住のまち 
72.0 

基本方針① 市民が可能性を切り開くまちづくり 75.0 

基本方針② 効率的で健全な行財政運営 76.4 
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（３）政策別評価の比較 

三豊市第２次総合計画前期基本計画を政策別に比較すると、評価が最も高い政策は「社会保

障（基本目標③ 健康・福祉・医療）」（83.3点）で、全体平均69.8点を約14ポイント、基本

目標③の平均71.2点を約12ポイント上回っています。 

※詳細は整理中 

 

政策別達成度（平均点） 

 

基本目標 政策 達成度 
（平均点） 

①産業・交流 1-1.農業・林業 68.1 

1-2.水産業 60.0 

1-3.観光 65.0 

 1-4.商業・工業 60.7 

 1-5.交流 58.3 

②教育・文化・人権 2-1.就学前教育・保育 75.0 

2-2.学校教育 75.0 

2-3.スポーツ 68.8 

 2-4.生涯学習 56.8 

 2-5.郷土歴史・文化 71.4 

 2-6.青少年育成 70.8 

 2-7.人権尊重社会 65.9 

 2-8.男女共同参画社会 66.7 

③健康・福祉・医療 3-1.子育て 75.0 

3-2.健康 59.1 

3-3.児童福祉・地域福祉 75.0 

 3-4.高齢者福祉 68.8 

 3-5.障がい者福祉 75.0 

 3-6.生活困窮者支援 81.3 

 3-7.医療 58.3 

 3-8.社会保障 83.3 

④暮らし 4-1.防災・消防 77.3 

4-2.生活 71.7 

4-3.環境・衛生 71.2 

 4-4.移住・定住 75.0 

 4-5.安全・安心 67.9 
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２．基本目標・方針ごとの評価 

（１）基本目標①【産業・交流】 

にぎわいが地域を元気にするまち 
基本目標①【産業・交流】のなかで評価が最も高い施策は、「1-1-2.担い手の確保と育成」

（83.3点）となっています。 

※詳細は整理中 

 

施策別達成度（平均点）【産業・交流】 

 

施策 達成度（平均点） 

1-1-1.安定経営と稼ぐ力の向上 60.0 

1-1-2.担い手の確保と育成 83.3 

1-1-3.耕作放棄地対策の推進 75.0 

1-1-4.有害鳥獣対策の推進 75.0 

1-1-5.生産基盤の整備 56.3 

1-2-1.漁業者育成と経営支援 50.0 

1-2-2.水産資源の確保と基盤整備 75.0 

1-3-1.魅力的な観光地域と商品づくり 60.7 

1-3-2.プロモーション力の強化 75.0 

1-4-1.経営力の向上・強化 60.0 

1-4-2.事業創出の環境整備・支援 58.3 

1-4-3.企業立地体制の強化 62.5 

1-4-4.雇用・就労支援 62.5 

1-5-1.交流の推進 50.0 

1-5-2.知名度向上 62.5 
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（２）基本目標②【教育・文化・人権】 

知・体・心を育み、自分らしく暮らせるまち 
 

基本目標②【教育・文化・人権】のなかで評価が最も高い施策は、「2-1-2.施設の充実と適正

配置」（87.5点）となっています。 

※詳細は整理中 

 

施策別達成度（平均点）【教育・文化・人権】 

 

施策 達成度（平均点） 

2-1-1.学びの芽生えを育む教育 75.0 

2-1-2.施設の充実と適正配置 75.0 

2-2-1.確かな学力と豊かな心身を育む教育 75.0 

2-2-2.施設の充実と適正配置 75.0 

2-3-1.スポーツの振興 50.0 

2-3-2.スポーツの施設の充実 75.0 

2-3-3.アスリートの育成支援 75.0 

2-4-1.生涯学習の促進 56.3 

2-4-2.公民館活動の充実 66.7 

2-4-3.図書館機能の充実 50.0 

2-5-1.文化芸術活動の促進 75.0 

2-5-2.文化芸術イベントの充実 75.0 

2-5-3.文化財の保存と活用、歴史の継承 68.8 

2-6-1.青少年の健全育成 70.8 

2-7-1.人権尊重社会の形成 68.8 

2-7-2.人権教育の推進 62.5 

2-7-3.活動拠点の充実 66.7 

2-8-1.女性活躍の推進 75.0 

2-8-2.あらゆる暴力の根絶 58.3 
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（３）基本目標③【健康・福祉・医療】 

子どもが健やかに育ち、生涯笑顔で過ごせるまち 
 

基本目標③【健康・福祉・医療】のなかで評価が最も高い施策は、「3-8-1.社会保障制度の適

正運営」（83.3点）となっています。 

※詳細は整理中 

 

施策別達成度（平均点）【健康・福祉・医療】 

 

施策 達成度（平均点） 

3-1-1.出産・子育てへの支援 75.0 

3-1-2.母子の健康ケアの推進 81.3 

3-1-3.地域ぐるみの子育て支援 75.0 

3-1-4.家庭・職場における子育て環境づくり 62.5 

3-2-1.疾病の発症・重症化予防 50.0 

3-2-2.正しい生活習慣の普及 58.3 

3-2-3.心と体の健康づくり 65.0 

3-3-1.要支援家庭・児童の保護 75.0 

3-3-2.子どもの貧困対策の推進 75.0 

3-3-3.地域福祉の推進 75.0 

3-4-1.在宅福祉サービスの充実 75.0 

3-4-2.介護予防・介護サービスの充実 60.0 

3-4-3.生きがいづくりと社会参加の促進 75.0 

3-4-4.高齢者を見守る地域づくり 75.0 

3-5-1.生活支援の充実 75.0 

3-5-2.社会参画の促進 75.0 

3-6-1.自立に向けた生活支援 81.3 

3-7-1.地域医療の充実 58.3 

3-8-1.社会保障制度の適正運営 83.3 
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（４）基本目標④【暮らし】 

人と自然が守られる定住のまち 
 

基本目標④【暮らし】のなかで評価が最も高い施策は、「4-2-6.離島・農山村の振興」（87.5

点）となっています。 

※詳細は整理中 

 

施策別達成度（平均点）【暮らし】 

 

施策 達成度（平均点） 

4-1-1.地域防災力の増強 83.3 

4-1-2.災害への備えと対応 80.0 

4-1-3.消防体制の充実 66.7 

4-2-1.社会・ITインフラの整備 66.7 

4-2-2.交通の利便性向上 56.3 

4-2-3．住環境の整備 75.0 

4-2-4.空き家対策の推進 66.7 

4-2-5.計画的な土地利用とエリアマネジメント 75.0 

4-2-6.離島・農山村の振興 87.5 

4-2-7.公園・緑地の整備 75.0 

4-2-8.墓地・斎場の維持管理 75.0 

4-3-1.環境・景観の保全 66.7 

4-3-2.循環型・省エネ社会の形成 75.0 

4-3-3.ごみ・し尿の適正処理 68.8 

4-3-4.生活排水の適正処理 75.0 

4-4-1.移住・定住の促進と支援 75.0 

4-5-1.交通安全対策の推進 70.8 

4-5-2.防犯対策の充実 75.0 

4-5-3.消費者保護の推進 75.0 

4-5-4.バリアフリー化の推進 50.0 
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（５）基本方針① 市民が可能性を切り開くまちづくり 

 

基本方針①は、地域コミュニティ及び地域活動の活性化を図る施策で構成されており、「多

様な人材による地域活動」の評価は、全体平均69.8点を約5ポイント上回っています。 

※詳細は整理中 

 

 

 

施策別達成度（平均点）【基本方針①】 

 

施策 達成度（平均点） 

1-1.多様な人材による地域活動 75.0 
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（６）基本方針② 効率的で健全な行財政運営 

 

基本方針②のなかで評価が最も高い施策は「2-1.行政財産の適正管理」「2-6.行政運営と組

織力の強化」（83.3点）となっています。 

※詳細は整理中 

 

 

施策別達成度（平均点）【基本方針②】 

 

施策 達成度（平均点） 

2-1.行政財産の適正管理 83.3 

2-2.民間活力の活用 75.0 

2-3.財源の確保と適正執行 75.0 

2-4.情報の公開と管理 75.0 

2-5.安定した行政サービスの提供 66.7 

2-6.行政運営と組織力の強化 83.3 
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Ⅲ 施策内容ごとの達成状況 

・達成度・課題等 
 

 

Ⅲ 施策内容ごとの達成状況・達成度・課題等 
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１．総括的評価 

基本目標 

基本目標 政策 施策 まちづくり目標 総括的評価 

基本目標① 
産業・交流 

1-1.農業・林業 1-1-1.安定経営
と稼ぐ力の向上 
 
 
 
 
農林水産課 
 

 高い収益性を確保した
生産体制・流通の仕組
みを構築するとともに、
新しい技術を積極的に導
入し、暮らしの安定や豊
かさを実現できる魅力と
やりがいのある農業をめ
ざします。 

 農業者への経済的支援や農産物
の販売促進については概ね順調に
進行中である。 
 しかし、ICT技術を利用した有害
鳥獣捕獲など課題が残る点もある
ため、導入にあたっては新たな方
法を模索していく必要がある。 

  1-1-2.担い手の
確保と育成 
 
 
 
 
 
 
 
農林水産課 
 

 次世代の後継者となる
多様な担い手を確保・育
成し、地域農業の将来に
わたる継続と新たな挑戦
による発展をめざしま
す。 

 農家数や農業従事者が減少して
いる状況ではあるが、農業を一つ
の産業としてとらえ、就農相談や
農業体験を実施し、担い手の確保・
育成に取り組んだ。多様な担い手
の育成活動においては、集落営農
組織を地域の担い手と位置づけ、
昨年新たに集落営農組織が 1 組織
設立された。引き続き、農産物の販
売促進や農業の啓発を行い、地域
の担い手確保に努める。 

  1-1-3.耕作放棄
地対策の推進 
 
 
 
 
 
農林水産課 
農業委員会 
 

 耕作放棄地・遊休農地
の拡大防止及び再生に向
けた取り組みによって、
地域の農地を守り、将来
に継承することで、安全・
安心な農作物の安定供給
と農業の活性化をめざし
ます。 

 担い手への農地集積を支援する
とともに、担い手等により耕作放
棄地解消に向けた荒廃農地の再生
利用が図られた。 
 香川県農地機構を通じて担い手
に農地をまとめて貸付けるなどし
た方に支援金を交付し、農地の集
積・集約化に一定の効果が得られ
た。 

  1-1-4.有害鳥獣
対策の推進 
 
 
 
 
 
 
 
農林水産課 
 

 農業経営に大きな経済
的打撃を与え、耕作意欲
減退の要因となりうる鳥
獣被害に対し、より効果
的な対策による早急な解
決を進め、農業に集中し
て取り組むことができる
環境を整備します。 

 実施隊員（有害捕獲許可者）への
罠具等購入費用補助による有害捕
獲頭数の増加や、農業者への金網
等設置費用補助による農作物被害
の減少等、概ね順調に推移してい
る。 
 しかし、各種ランニングコスト
の増加や狩猟者・農業者の高齢化
等による問題も多いため、引き続
き支援を行っていく必要がある。 

  1-1-5.生産基盤
の整備 
 
 
 
土地改良課 
農林水産課 
 

 農業及び林業を営む上
で、基盤となる施設の整
備及び維持管理を適正に
行うことで、持続的な産
業として維持します。 

 農業に必要な施設の整備を行
い、農業用水の安定供給を行った。
農業従事者による積極的な活動を
支援することにより、地域農業の
活性化を促すことができた。また、
森林組合等と協力しながら、森林
整備・造林事業に取り組み、環境保
全に努めることができた。 
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基本目標 政策 施策 まちづくり目標 総括的評価 

基本目標① 
産業・交
流 

1-2.水産業 1-2-1.漁業者育
成と経営支援 
 
 
 
 
 
農林水産課 
 

 次世代における水産業
の担い手の育成と経営支
援により、安定的で生産
性の高い産業への成長を
めざします。 

 担い手の育成により、意欲ある
漁業者や組織等が漁業を継続でき
るよう、漁業経営の安定と生産力
の確保を図り、漁食文化の向上と、
漁業の持つ多面的機能の維持を図
ります。また、環境保全及び漁場の
生産力の向上並びに水産業の推
進を図る。 

  1-2-2.水産資源
の確保と基盤整
備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
農林水産課 
建設港湾課 
 

 水産資源の確保と漁港
施設・漁港海岸等の点検・
管理を通じて、安定的に
水産物を供給できる水産
業経営をめざします。 

 三豊市燧灘海域への稚仔放流や
漁港施設・海岸施設の点検・管理が
実施し、ヒラメ、キジハタ、ガザミ、
クルマエビ、タケノコメバル、あさ
り、真蛸などの稚仔の放流が行わ
れ、漁獲量の拡大が実現した。ま
た、国庫補助事業や単独県費補助
事業を活用し、漁港施設の機能保
全計画書や海岸施設の長寿命化計
画に基づく定期点検や維持管理な
どを適切に進めた。これにより、背
後集落の安全性向上や漁業者の生
産性向上に寄与した。 

 1-3.観光 1-3-1.魅力的な
観光地域と商品
づくり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
総務課 
産業政策課 
都市整備課 
 

 観光資源を豊富に有す
る市内北部エリアの魅
力を生かし、明確な統一
コンセプトのもと公民連
携による環境整備や観光
地化を進めることで、国
内外から本市を訪れる人
が高い満足を感じ、何度
も足を運んでもらうこと
ができるまちをめざしま
す。さらに、市内に点在
する資源をつなぎ合わ
せ、磨き直した「三豊な
らでは」の観光商品を地
域から発信し、継続的に
稼ぐ仕組みをつくりま
す。 

 市内北部エリアを中心に宿泊施
設が増加しており、「1棟貸しゲス
トハウスのまち」としてブラン
ディングが定着しつつある。また、
紫雲出山が米紙ニューヨークタイ
ムズ、仏紙ル・フィガロにて掲載さ
れるなど、国内のみならず、世界的
な観光スポットとして三豊市が注
目されている。詫間支所周辺エリ
アの整備については、土壌汚染や、
残置工作物の撤去など諸問題を解
決しながら進める必要がり、完成
には時間を要する。 

  1-3-2.プロモー
ション力の強化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域戦略課 
産業政策課 
 

 海外を含む地域外に向
けて、三豊市の知名度や
イメージの向上、誘客促
進及び消費拡大につなが
る効果的なプロモー
ション※を展開するとと
もに、地域内への情報発
信により、ふるさとに対
する誇りや郷土愛にあふ
れるまちをめざします。 

 シティプロモーションのキャッ
チコピーとしての「ミトヨでやっ
てミヨ。」を提唱し、市単独ではな
く民間企業、市民ともに協働して
産業・観光・教育等広い分野で様々
な取組を試みてきた。 
 コロナ禍であったが、成果指標
の市内宿泊者数が前年度比で
約200％増加。第二次観光基本計画
の 2024 年までの目標値を達成し
た。また、市内観光入込客数につい
ても前年度比で約25％増加。父母
ヶ浜海水浴場については約45％増
加となり、コロナ前の2019年の客
数を上回った。 
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基本目標 政策 施策 まちづくり目標 総括的評価 

基本目標① 
産業・交
流 

1-4.商業・工業 1-4-1.経営力の
向上・強化 
 
 
 
 
 
 
 
 
産業政策課 
 

 商工会、金融機関等と
連携し、経営指導体制の
強化や金融支援制度の活
用促進を図り、経営の改
善や効率化を進めます。
また、市内での消費拡大・
地域内経済循環を促進す
るとともに、企業・地域
の「強み」を生かした商
品の情報発信・販路拡大・
新分野進出を支援しま
す。 

 商工会との連携により、市内事
業者の経営相談・販路開拓・事業承
継等の様々な課題に対して、支
援を行うことが出来ている。また、
創業者に対しても、創業塾の開講、
創業支援事業補助金の申請サポー
トから活用相談まで、ワンストッ
プでの支援を行うスキームを構築
できている。 

  1-4-2.事業創出
の環境整備・支援 
 
 
 
 
 
地域戦略課 
産業政策課 
 

 創業や新分野への進
出を促進するため、事業
に必要な知識や技能を習
得するセミナーや異業種
交流による新商品の開発
などへの支援を行いま
す。また、商工業を担う
後継者の確保や人材育成
に取り組み、円滑な事業
承継を促進します 

 創業者に対する支援としては、
事業計画から創業補助金の活用
等を商工会がワンストップ窓口と
しての役割を担い、市はその案内
等の情報提供を担う体制が整って
いる。また、販路拡大や事業承継等
の課題に対しても、商工会を通じ
て専門家に相談できる体制が整っ
ている。 

  1-4-3.企業立地
体制の強化 
 
 
 
 
 
 
 
産業政策課 
 

 時代に即した企業立地
支援による新規参入の促
進と、地域企業の設備投
資支援により、地域にお
ける経済活動の拡大及び
活性化をめざします。 

 企業誘致については、雇用対策
また移住定住対策等、市の人口減
少対策に非常に大きな影響があ
る。現在、市内に製造業用の広大な
空き地等が無い状態ではあるが、
県の民間企業による工業団地整備
助成金や事務系業種の企業誘致
等、国や県と情報共有しながら、企
業立地体制の強化に努めたい。 

  1-4-4.雇用・就労
支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
産業政策課 
人権課 
 

 市内で働くことを希望
する人と人材確保を希望
する市内企業とのマッ
チング機会をつくること
で、地域産業の人手不足
の解消や若者等の地元就
職を促進します。また、
多様化するライフスタイ
ルに合わせた働き方の実
現を図り、働くことを通
じて、誰もが活躍できる
まちをめざします。 

 インターンシップ支援事業補助
金対応や観音寺市との合同就職説
明会を実施した。対面での就職説
明会は約 3 年ぶりの開催となった
が、一定の学生数を確保できた。併
せて、経営者向け女性活躍推進セ
ミナーの開催や企業人権・同和推
進協議会の活動により企業経営者
や人事担当者向けの啓発活動を実
施した。 
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基本目標 政策 施策 まちづくり目標 総括的評価 

基本目標① 
産業・交
流 

1-5.交流 1-5-1.交流の推
進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
秘書課 
地域戦略課 
 

 市民主導による国内外
との多様な交流を通じ、
人・モノ・情報・文化の交
流を促進することで地域
活性化に努めます。また、
学官連携に向けた機会の
創出を図り、大学と市民・
市民団体との連携を促進
します。 

 友好都市提携を結んでいる都市
への訪問団派遣、また相手方から
の訪問団受入れを通じて交流活
動を実施したが、2020年以降は、
コロナ禍により予定していた交流
事業の多くが中止になった。香川
大学、香川短期大学、香川高等専門
学校、高瀬高校、笠田高校とは、連
携協力に関する協定に基づき、各
種取組実施。 
 また、大学・地域共創PF香川で
は、高校生の県内大学への進学率
向上、大学生の県内就職率の向上
に向けた今後の取組を検討するた
め、アイデアソンなどで意見交
換を行った。 

  1-5-2.知名度向
上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域戦略課 
財政経営課 
産業政策課 
 

 三豊市を知ってもら
い、ファンになってもら
う取り組みを実践し、交
流人口・関係人口の拡
大をめざします。 

 地域活性化起業人を中心に情報
発信を行うとともに、事業者同士
が意見交換できる環境を構築し
た。また、市公式ツールを活用した
魅力情報発信事業を運用。観光交
流局公式 HP のリニューアルや多
言語整備を進めた。 
 ふるさと会では、関東・関西に在
住する三豊市出身者のネットワー
クを持つことができ、市の取り組
みに関心が高いため、市内外にア
ピールしたい案件については、ふ
るさと会が一つの受け皿として機
能している。ふるさと大使におい
ては、存在自体が話題性のあるも
のであり、県外の人に三豊市を
知ってもらう際にも、PRのポイン
トとなっている。 

基本目標② 
教育・文化・
人権 

2-1.就学前教
育・保育 

2-1-1.学びの芽
生えを育む教育 
 
 
 
 
保育幼稚園課 
学校教育課 
 

 教育内容の充実や指導
者の育成により、幼児が
生涯にわたる人格形成の
基礎を身につけ、心身と
もに健やかに成長するこ
とができる幼児教育・保
育の実現をめざします。 

 コロナ禍により、地域交流・保護
者参加行事の中止や規模縮小、ま
た職員対象の講演会・研修等が対
面ではなくオンラインとなるなど
したが、それぞれ思考を凝らして
取組むことが出来た。 
 研修等をすすめることで、職員1
人ひとりの資質向上が図られ幼児
教育・保育の充実に繋がった。 

  2-1-2.施設の充
実と適正配置 
 
 
 
 
保育幼稚園課 
 

 施設等の適正な管理に
より、幼児が安全で快適
に教育・保育を受けられ
る環境づくりに努めま
す。また、ニーズに沿っ
た施設配置によって、通
いやすい施設づくりを実
現します。 

 予算の制約などにより実施でき
ていない個所もあった中、すべて
の施設において、安全・安心な環境
整備を心掛けてきた。そして、施設
の配置については、部局で定めた
計画による最適な配置となるよう
事業を実施した。 
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基本目標 政策 施策 まちづくり目標 総括的評価 

基本目標② 
教育・文
化・人権 

2-2.学校教育 2-2-1.確かな学
力 と 豊 か な 心
身を育む教育 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学校教育課 
学校給食課 
福祉課 
人権課 
 

 児童・生徒が人格形成
の基礎と生きる力を身に
つけ、本市の未来を担う
人材として成長できるよ
う、包括的かつ公平で質
の高い教育を提供しま
す。また、新学習指導要
領に基づく学習活動にお
けるＩＣＴの積極的な活
用や、学校給食における
食育、地産地消の充実を
図ります。また、不登校
児童・生徒の学校復帰を
支援するため、相談等が
できる環境を整備すると
ともに、いじめ等の問題
行動の早期発見・早期対
応や未然防止のため、校
内の教育相談体制の充
実を図ります。 

 児童生徒の主体的・対話的で深
い学びの実現を目指した授業改善
や ICT の活用により、確かな学力
の育成において一定の成果を得る
ことができた。また、学校行事や特
別活動、ボランティア活動におい
て、児童生徒自らが提案・計画・運
営を行うなど、児童生徒の主体
性を大切にした活動が一層充実し
てきた。 
 不登校やいじめ等問題行動につ
いてはチームで関わり、早期発見・
早期対応に努める。 
地産地消の推進は生産者の高齢化
等の問題もあるが、概ね順調に図
られている。北部学校給食セン
ターの整備については、設置場所、
整備の方針、財源等、多くの問題を
抱えたまま進捗が図られていな
い。 

  2-2-2.施設の充
実と適正配置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
教育総務課 
 

 学校施設の総合的な維
持管理を実施すること
で、安全・安心を確保し、
生きる力を育むための教
育環境を実現します。 

 児童・生徒が快適に過ごせる教
育環境を整備するため、学校施設
の総合的な維持管理に務めた。市
内の学校施設は、建築から長期間
経過した施設が多く、経年劣化に
よる修繕が必要な施設が年々増加
傾向にある。安心・安全な教育環
境を整えられるよう、限られた予
算の中で、適切な維持管理を行っ
た。 
 また、大規模な改修については
年次計画を立て、計画的に国庫補
助を活用した施設整備や長寿命化
に取り組んだ。 

 2-3.スポーツ 2-3-1.スポーツ
の振興 
 
 
 
 
 
スポーツ振興課 
 

 スポーツの普及に向け
て、その中心となるス
ポーツ推進委員会と体育
協会による自主的な活
動を支援することで、ス
ポーツによる体力・健康
づくりや地域づくりに努
めます。 

 コロナ禍によりスポーツ推進委
員やスポーツ協会によるさまざま
な活動が中止・縮小を余儀なくさ
れ、スポーツへの取り組みは大き
な影響を受けた。そのような中で
も感染症対策を行い、活動を継続
したことで、スポーツによる体力・
健康づくりに一定の効果は得られ
た。 
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基本目標 政策 施策 まちづくり目標 総括的評価 

基本目標② 
教育・文
化・人権 

2-3.スポーツ 2-3-2.スポーツ
の施設の充実 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
スポーツ振興課 
 

 スポーツ・レクリエー
ション活動を通じた健康
増進、世代間交流、仲間
づくりの拠点となるよ
う、施設の機能強化と利
便性の向上をめざしま
す。 
 また、民間の経営・運
営手法を活用する指定管
理制度の導入施設の拡
大を図り、民間手法によ
る健康・体力づくりプロ
グラムが提供できる機
会・場所を増やしていき
ます。 

 主要な施設の改修整備により、
施設の機能強化と利便性の向上を
図ることができ、平日の稼働率が
上昇につながった。 

  2-3-3.アスリー
トの育成支援 
 
 
 
 
 
スポーツ振興課 
 

 トップアスリートが活
躍することは、市民に夢
や感動、勇気を与えます。
優れた素質を持つジュニ
ア期の選手を早期に発掘
し、組織的・計画的に育
成に取り組みます。 

 市総合体育館や宝山湖公園の改
修整備により、プロスポーツ選手
との交流機会が増加することで、
夢を持ってトップアスリートを目
指す子どもたちの育成につなが
る。一般社団法人三豊市文化・ス
ポーツ振興事業団の設立により、
地域スポーツの活性化及び地域ク
ラブチームの育成が見込まれる。 

 2-4.生涯学習 2-4-1.生涯学習
の促進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生涯学習課 
 

 市民一人ひとりが豊か
な人生を実現できる生涯
学習社会の形成に向け
て、「第２期三豊市生涯学
習推進計画」に基づき、
各種講座・教室の開催や、
社会教育団体の活動支援
などを行います。また、
市民による自主的な生涯
学習活動を促進するとと
もに、今ある生涯学習関
連施設の有効活用、適正
な管理運営を行いなが
ら、安全で快適な学習空
間の提供に努めます。 

 新型コロナウイルス感染症の流
行により、各種講座や教室の開催
が活動停止となった。現在は、講座
等の回数や参加者も回復傾向にあ
るものの、生涯学習の裾野を広げ
るという活動は進んでいない。 
 施設が老朽化し、修繕費用の財
源額保などの課題がある。 

  2-4-2.公民館活
動の充実 
 
 
 
生涯学習課 
 

 公民館の生涯学習及び
地域コミュニティ拠点機
能を強化するとともに、
関係団体と連携して、生
涯学習を実践する市民の
“すそ野”を広げます。 

 コロナ禍において制限があった
講座も段階的に再開でき、公民館
に人が戻ってきたように思われ
る。昨今の教育事情に絡んで、子ど
もの居場所つくりなど家庭教育や
親子教室を増やせることができ
た。 

  2-4-3.図書館機
能の充実 
 
 
 
 
 
生涯学習課 
 

 市民が本とふれあい、
自由に学べるよう、図書
資料や施設を充実させる
とともに、人と人とが交
流し、地域の活性化を図
るコミュニティ拠点とし
ての図書館をめざします 

 みとよ未来図書館に中央図書館
機能を持たせ、各館の特色に応じ
た図書資料の充実を図った。新型
コロナウイルス感染症の影響によ
りワークショップやイベントの実
施が困難な時期もあったが、様々
なテーマで展示や企画などを実施
し本の魅力を発信することができ
た。 
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基本目標 政策 施策 まちづくり目標 総括的評価 

基本目標② 
教育・文
化・人権 

2-5.郷土歴史・
文化 

2-5-1.文化芸術
活動の促進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生涯学習課 
 

 市民が文化芸術活動へ
積極的に参加し、地域交
流が活性化し、豊かな感
性が育成されるまちをめ
ざします。 

 市や各地区の文化祭を開催する
ことで、文化芸術に関心が高まっ
ていったように思う。コロナ禍に
おいては、参加者、来場者は減少傾
向だったが、昨年は、コロナ前の状
況に回復して、交流の場として
盛んに情報交換等行われていた。
また香川県美術展覧会の入賞、入
選した三豊市出身の作品を展示し
た。来場者も多く関心の高さがう
かがえた。より一層芸術に興味関
心を持っていただく機会となっ
た。 

  2-5-2.文化芸術
イベントの充実 
 
 
 
 
 
 
生涯学習課 
 

 市民の文化芸術への興
味・関心を高めるため、
多様な文化芸術を鑑賞す
る機会の拡充に取り組み
ます。 

 新型コロナウイルス感染症の影
響により講座やイベントの中止・
延期があったが、感染対策の徹底
と自主事業を積極的に実施した結
果、利用者をコロナ前の水準にま
で戻すことができた。また、効率的
な管理運営や独自のパイプを活か
した自主文化事業の企画催行な
ど、民間のノウハウを積極的に活
用した運営が行えている。 

  2-5-3.文化財の
保存と活用、歴史
の継承 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生涯学習課 
 

 地域の貴重な文化財を
適切に保護するととも
に、その価値を市民に広
く周知し、文化財保護意
識の高揚を図ります。ま
た、地域の大切な財産で
ある伝統・風習が次代に
継承されるよう、市民・
地域・学校・関係機関と
連携し、より多くの人が
みたりふれたりする機会
の拡充を図るとともに、
担い手の育成に取り組み
ます。 

 適切な文化財保護を行うため、
指定・登録を進めた結果、目標値は
達成することができた。開発工事
によって壊される遺跡について
は、事前に発掘調査を行うことで
記録保存を行うことができた。文
化財保護協会に協力してもらい、
文化財の看板の設置状況を確認
し、適宜修繕作業を進めている。 

 2-6.青少年育成 2-6-1.青少年の
健全育成 
 
 
 
 
 
 
少 年 育 成 セ ン
ター 
 

 青少年が次世代の担い
手として心身ともに健や
かに育成されるよう、学
校・地域・警察や青少年
健全育成に携わる各種団
体等との連携・情報の共
有化を図り、全市的な体
制整備のもと、「地域の少
年は、地域で守り育て
る。」を活動目標に青少年
の健全育成を図ります。 

 少年育成センターは、多くのボ
ランティア団体と協力しながら青
少年の健全育成を図ってきた。そ
の一人一人の献身的な取り組みが
現在の三豊市を作ってきた。基本
的には人と人とのつながりを重視
した活動の方針は変わらないが、
活動方法については常に工夫と改
善を重ねていく。 

 2-7.人権尊重社
会 

2-7-1.人権尊重
社会の形成 
 
 
 
人権課 
 

 多様化する人権問題に
向き合い、相互の理解を
もって、一人ひとりの人
権が等しく尊重される社
会の実現をめざします。 

 ５年ごとの市民意識調査にて現
状を把握・分析し、効果的な啓発・
研修活動を実施した。 
 限られた予算・人員の中である
が、出先機関を含め、コロナ禍にお
いても、できる限りの活動を実施
した。 
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基本目標 政策 施策 まちづくり目標 総括的評価 

基本目標② 
教育・文
化・人権 

2-7.人権尊重社
会 

2-7-2.人権教育
の推進 
 
 
 
 
 
人権課 
学校教育課 
 

 学校や家庭、地域、職
場等での人権教育を推進
することにより、人権問
題に関する理解を促進
し、人権が尊重される社
会の実現をめざします。 

 全体的には年間計画どおりに事
業を進めることができており、今
後も継続して取り組んでいくこと
が必要である。なお、施策のよって
は課題もあるため、その原因を把
握するための現状調査を行い、中
長期的視点に立って効果的な対
策を講じていく必要がある。 

  2-7-3.活動拠点
の充実 
 
 
 
人権課 
 

 地域における拠点を中
心に、交流や人権啓発活
動が活発に行われること
で、多様な人たちが共生
できるまちをめざしま
す。 

 地域における人権施策推進の拠
点と位置付けられる隣保館におい
て、コロナ禍のため、施設利用者数
の落ち込みがみられたものの、地
域との連携を保ちつつ、交流活動
や啓発活動が実施できた。 

 2-8.男女共同参
画社会 

2-8-1.女性活躍
の推進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人事課 
人権課 
 

 男女が互いにその人
権を尊重しつつ、責任を
分かち合い、性別にかか
わりなくその個性と能
力を発揮できる社会の実
現をめざします。特に、
それぞれのワーク・ライ
フ・バランスの重要性を
広く市民に知ってもらう
ことで家庭・地域生活と
職業の両立を促します。 

 男女共同参画社会の理念に基づ
き、経営者向け女性活躍推進セミ
ナーの実施や広報紙への掲載等に
よる啓発・広報活動を実施した結
果、ポジティブ・アクションを取り
組む企業の割合をはじめ、各指標
が増加したことから、一定の効果
が表れたと認められる。また、職員
のワーク・ライフ・バランス向上の
ため、各種休暇取得の促進や多様
な働き方の導入を実施した。また、
性別にとらわれない政策提言を取
り入れるため、女性管理職を計画
的に配置した。 

  2-8-2.あらゆる
暴力の根絶 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
子育て支援課 
人権課 
 

 ＤＶやセクシュアル・
ハラスメント、パワー・
ハラスメントなど、あら
ゆる暴力の根絶に向け、
啓発活動の推進や相談の
充実に努めるとともに、
関係機関との連携のも
と、被害者の保護及び自
立に向けた支援を図るた
めの対策に取り組みま
す。 

 広報紙や HP での広報・啓発活
動、また企業経営者や人事担当対
象のセミナーを実施し、改善に取
り組んできた。しかしながら指標
において、５年前の調査からほぼ
横ばいであることから、ＤＶ被害
の窓口については一層の広報・啓
発を行う必要がある。また、ＤＶ等
問題に直面している市民に対し、
相談や一時保護施設への入所措
置を行い、問題解決を図る。併せ
て、被害者を取り巻く地域全体が
様々な暴力の根絶について正しい
知識を持ち、理解を深めることで
関係機関が協働し、必要なネット
ワーク構築及び重層的な取り組
みを継続させる。 
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基本目標 政策 施策 まちづくり目標 総括的評価 

基本目標③ 
健康・福祉・
医療 

3-1.子育て 3-1-1.出産・子育
てへの支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
保育幼稚園課 
子育て支援課 
健康課 
 

 妊娠前から子育て期に
わたる、様々な時期・角
度からの切れ目のない支
援により、子どもを生み
育てやすいまちをつくり
ます。 

 子どもを望む夫婦への経済的支
援としては高額で継続的に必要と
なることも多い、一般及び特定不
妊治療費用の一部助成を行ってい
る。 
 また、子育てにかかる経済的負
担の軽減や子育て支援サービスを
提供するとともに、子育てに関す
る相談体制(なないろ)を拡充する
ことで、子育てしやすい環境整備
に努めている。また、子どもの疾病
の早期発見、治療促進を目的とし
た。医療費の助成については、対象
年齢の引き上げを行った。 

  3-1-2.母子の健
康ケアの推進 
 
 
子育て支援課 
みとよ市民病院 
 

 心身のきめ細やかなケ
アにより、妊娠期から乳
幼児期にかけての母子の
健康を安定的に保ちま
す。 

 令和元年度に「子育て世代包括
支援センター」を開設後母子保健
事業を通じて「皆支援」「伴走支
援」を意識し妊娠期から母子の心
身の健康づくりを行うことができ
た。きめ細やかな支援体制は年々
充実してきている。 

  3-1-3.地域ぐる
みの子育て支援 
 
 
子育て支援課 
 

 地域による子育ての協
力体制を整え、子育て拠
点施設や交流の場の充実
により、地域ぐるみでと
もに支え合い、助け合え
るまちをめざします。 

 地域における子育て支援サービ
スとして、地域子育て支援拠点事
業やファミリー・サポート・セン
ター事業、放課後児童クラブ等を
実施し、地域ぐるみで子育てでき
る環境整備に取り組んでいる。 

  3-1-4.家庭・職場
における子育て
環境づくり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
子育て支援課 
人権課 
産業政策課 
 

 家庭の子育て力の向上
に向けた取り組みを進め
るとともに、職場におけ
る子育てに対する協力・
支援体制の強化を促し、
前向きに子育てに向き合
える社会をつくります。 

 職場における子育て環境づくり
について、国や県からの情報を発
信した。子育て世代の仕事と家庭
の両立は、国も取り組むべき課題
としてとらえており、市としても
国・県等と連携して取り組んでい
く。 
 また、妊娠期に開催している各
種講座については、コロナ禍によ
り医療機関での講座が中止してい
る中、感染防止対策を行い、内容を
縮小する等し開催した。産前から、
夫婦のより良いパートナーシッ
プを築くことは、産後の夫婦関係、
親子関係への好ましくない影響を
少なくできる可能性があり、穏や
かな子育て環境を継続するために
一定の効果が得られた。 

 3-2.健康 3-2-1.疾病の発
症・重症化予防 
 
 
 
健康課 
子育て支援課 
 

 疾病発症の未然防止
や、早期発見による迅速
な対応により、市民が健
康を保持した暮らしを送
ることができるまちをめ
ざします。 

 コロナ禍により、事業の縮小や
中止が続き、受診率が低下してい
る。2022年には徐々に増加してい
るが、目標値までには到達してい
ない。感染防止に配慮しながら検
診等を実施し、疾病の早期発見・予
防に努める。 
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基本目標 政策 施策 まちづくり目標 総括的評価 

基本目標③ 
健康・福
祉・医療 

3-2.健康 3-2-2.正しい生
活習慣の普及 
 
 
 
 
 
 
 
健康課 
子育て支援課 
 

 正しい生活習慣の普及
により、市民が健康寿
命を延ばし、生涯を通じ
て健康でいきいきと暮ら
すことができるまちをめ
ざします。 

 コロナ禍により、食生活改善推
進協議会の活動が制限され、市民
に対する生活習慣病予防に関した
普及啓発の取組が低下している。
乳幼児健診時には、保護者全員と
１対１で会話し、個別の悩みを聞
くことで解決策を考え、アドバイ
スをしている。 
 離乳食調理教室は、昨年度の調
理実習はほとんと実施できなかっ
たが、調理動画や食べさせ方の動
画を見て学んでもらった。 

  3-2-3.心と体の
健康づくり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康課 
介護保険課 
福祉課 
スポーツ振興課 
 

 心と体の健康づくりを
促し、市民が丈夫な体と
安定した心を手に入れ、
心身ともに健康でバラン
スのとれた生活を送るこ
とができるまちをめざし
ます。 

 スポーツ推進委員による運動教
室の開催、スポーツ協会によるス
ポーツ大会の開催などにより、市
民の運動不足を解消し健康増進に
取り組むことができた。 
 また、高齢者や障害者を対象に
した取り組みについては、継続的
に実施し、一定の参加者を確保で
きたが、国保加入者に向けた取組
については、参加者が伸びておら
ず、周知方法などに課題が残る。 
 また、関係機関と連携し、相談
先を持たない市民に対し、こころ
の相談に関する支援や自殺予防や
ひきこもりなどの相談窓口の紹介
などを実施した。 

 3-3.児童福祉・
地域福祉 

3-3-1.要支援家
庭・児童の保護 
 
 
 
 
 
 
子育て支援課 
 

 支援を求める家庭や児
童を適正に保護し、子ど
もを取り巻く問題の解決
に努め、子どもの安定的
で健やかな成長をめざし
ます。 

 妊娠期から子育て期の切れ目な
い支援を行う体制で、多様化する
子育ての相談に応じながら、要支
援家庭や児童保護への支援を行っ
ている。子ども家庭支援拠点の役
割を果たし関係機関と連携し、虐
待予防・早期発見ができるよう、時
代変遷に応じた情報発信手段を活
用し、今後もさらに充実させてい
く。 

  3-3-2.子どもの
貧困対策の推進 
 
 
 
 
 
 
子育て支援課 
 

 子どもの成長の妨げと
なる貧困問題を解消し、
地域の支えにより子ども
の成長を促進します。 

 経済的な面で子どもの育ちが左
右されないよう、こどもの貧困問
題解消のため、児童扶養手当や遺
児年金の支給などの経済的支援を
実施した。あわせて、市内 NPO 等
が実施する子どもの居場所づくり
や子ども食堂といった取り組みに
対して、社会福祉協議会を通して
運営支援を行い、一定の効果を得
られた。 

  3-3-3.地域福祉
の推進 
 
 
 
福祉課 
 

 市民や関係団体等が
「我が事」として主体的
に参画する地域福祉の仕
組みをつくり上げ、「地域
共生社会」の実現をめざ
します。 

 民生委員・児童委員、社会福祉協
議会、保護司会等の各団体は、地域
社会の礎となり、住みやすい地域
福祉づくりのため、それぞれの団
体が連携し「地域共生社会」の実現
に努めている。 
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基本目標 政策 施策 まちづくり目標 総括的評価 

基本目標③ 
健康・福
祉・医療 

3-4.高齢者福祉 3-4-1.在宅福祉
サービスの充実 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
介護保険課 
福祉課 
 

 多面的・多角的なサ
ポートにより、高齢者が
自分らしく過ごすことが
できる日常生活の実現を
めざします。 

 重度要介護者を在宅で介護する
家族や民生委員に対し、市が行う
在宅サービスの周知を郵送物や定
例会への参加により行ってきた。 
 特に一人暮らし高齢者への緊急
通報システムの提供に係る事業を
制度改正し、より地域住民のニー
ズに沿った運用を行えるようにし
た。在宅での生活が一時的に困難
となる方や、同居家族より虐待を
受けている方に対し、緊急的な措
置として養護老人ホームへの短期
入所等による支援を行ってきた。 
 また、自力での生活能力が低い
と認められる方に対し、管理指導
員を派遣し、生活環境を整理、体調
管理等についての支援を行った。 

  3-4-2.介護予防・
介護サービスの
充実 
 
 
 
介護保険課 
 

 高齢者が健康を保ち、
自立した生活を送るとと
もに、介護が必要な状態
になっても、適切なサー
ビスを受けながら、安心
して暮らし続けられるま
ちの実現をめざします。 

 コロナ禍による行動制限があっ
た前年に比べ、教室や講座の再開
に合わせて参加者が戻りつつある
が、全体では閉じこもりによりフ
レイルが進行した高齢者が増えて
いることから、市民に身近な場所
での介護予防事業を展開していく
必要がある。 

  3-4-3.生きがい
づくりと社会参
加の促進 
 
 
福祉課 
 

 高齢者の豊富な経験と
知識・能力を有効活用し
た積極的な地域活動等を
促進し、社会的孤立感の
解消や自立力の強化、生
きがいづくり、健康の維
持を促します。 

 高齢者人口が増加する中、老人
クラブの活動やシルバー人材セン
ターでの就労機会を通じて、豊富
な経験と知識・能力を地域活動の
促進に活かしている。 

  3-4-4.高齢者を
見守る地域づく
り 
 
 
 
介護保険課 
福祉課 
 

 高齢者が住み慣れた地
域で安心して暮らし続け
ることができるよう、地
域全体で高齢者を支える
まちづくりを行います。 

 高齢者あんしん見守りネット
ワーク推進協定を通じて行方不明
高齢者の早期発見・保護、認知症に
対する正しい知識の普及・啓発、高
齢者の見守り・安否確認を行った。
また、民生委員・児童委員が、一人
暮らしの高齢者や高齢者夫婦な
どを定期的に訪問し、安否確認を
するとともに相談に応じた。 

 3-5.障がい者福
祉 

3-5-1.生活支援
の充実 
 
福祉課 
 

 暮らしにおける様々な
支援を通して、障がい者
が地域社会の一員として
自立し、いきいきと暮ら
せるまちづくりを行いま
す。 

 関係機関との連携強化により、
障害のある人が必要としている各
種サービスを提供することができ
た。 

  3-5-2.社会参画
の促進 
 
福祉課 
 

 一人ひとりが特性や状
況に応じた働き方を選択
し、生きがいが得られる
ことをめざします。 

 関係機関との連携を強化し、障
害のある人の就労について総合的
な支援を行うことにより、社会参
加や生きがいづくりを促進するこ
とができた。 

 3-6.生活困窮者
支援 

3-6-1.自立に向
けた生活支援 
 
福祉課 

 生活困窮者への包括的
な支援を行い、誰もが安
定的で健康的な暮らしを
送ることができるまちを

 コロナ禍においては生活困窮に
かかる様々な内容の相談が増加し
たが、関係機関と連携して適切な
支援に取り組んだ。 
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基本目標 政策 施策 まちづくり目標 総括的評価 

 めざします。 

基本目標③ 
健康・福
祉・医療 

3-7.医療 3-7-1.地域医療
の充実 
 
 
 
 
 
 
健康課 
みとよ市民病院 
 

 地域において、安心し
て必要な医療サービスが
受けられるよう、公的医
療機関の充実を図りま
す。また、第７次香川県
保健医療計画、香川県地
域医療構想を踏まえ、機
能分化と連携促進による
地域医療体制の確立を図
ります。 

 みとよ市民病院は、長年の懸念
である老朽化した永康病院の建替
えを行い、地域において必要な医
療を提供できる施設を整備でき
た。しかし、西香川病院は施設の老
朽化が著しく、改修などによって
施設の長寿命化が必要である。 
 両病院とも医師不足の課題は解
消できておらず、新興感染症への
対応や施設・設備の最適化、経営の
効率化など抱える課題は大きい。 

 3-8.社会保障 3-8-1.社会保障
制度の適正運営 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市民課 
健康課 
介護保険課 
保育幼稚園課 
子育て支援課 
 

 各種社会保障制度の正
しい理解の浸透に努める
とともに、適正な運営に
努め、暮らしに安定と安
心をもたらすセーフティ
ネットを確立します。 

 国民健康保険事業は、収納率も
高い基準で推移し、財政的にも安
定した運営が継続できている。利
用者に対し、使用した介護サービ
スの内容及び発生した料金を確認
するための通知を発行することに
より、給付費の可視化を行ってき
た。 
 また、介護サービスの一部につ
いては、専門職を含めた複数人で
申請内容を精査し、適正な給付を
行った。また、利用者本人の心身の
状態に見合った認定を行い、要介
護認定の適正化に努めた。 
 国民年金制度については広報に
記事を掲載するなどして制度周知
に努めた。 

基本目標④ 
暮らし 

4-1.防災・消防 4-1-1.地域防災
力の増強 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
危機管理課 
 

 地域を最もよく知る市
民は、非常時には迅速か
つ的確な初動体制が可能
となることから、市民の
防災意識と防災力を高
め、自分や小さな共助で
ある家族だけではなく、
防災における自助・共助
機能を備えたまちをつく
ります。 

 コロナ禍により、ここ数年は活
動が思うようにできなかったが、
防災訓練や講座は規模を縮小する
等の対応により可能な限り実施
し、広報等では自主防災組織の結
成促進や防災意識向上に努めるこ
とができた。 
 災害時要援護者登録制度の推進
については、毎年度、登録者へ内容
変更の確認を行い、避難行動要支
援者名簿を更新し、自治会長や民
生委員・児童委員など避難支援等
関係者へ情報を提供している。 

  4-1-2.災害への
備えと対応 
 
 
 
危機管理課 
管財課 
農林水産課 
土地改良課 
建設港湾課 
建築住宅課 
都市整備課 
教育総務課 

 災害発生時において、
しっかりと人命を守るこ
とができる環境を整備
し、被害を最小限にとど
められるまちづくりをめ
ざします。 

 耐震に関する施策として民間住
宅耐震対策事業は、大きな地震の
発生報道等により、問い合わせや
申請件数が流動的であったが、耐
震無料相談会等の啓発方法の見直
しにより問い合わせ件数が増加し
ている。 
 今後は更なる啓発方法の見直し
と財源の確保に努める。また、大規
模災害を事前に防止するため、重
点ため池の改修を計画的に実施し
ている。また、被災した農業用施設
等についても、早急に復旧できる
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基本目標 政策 施策 まちづくり目標 総括的評価 

 よう努めている。 

基本目標④ 
暮らし 

4-1.防災・消防 4-1-3.消防体制
の充実 
 
 
 
 
 
 
 
 
危機管理課 
 

 消防施設の計画的な整
備や消防団の組織力の強
化により、地域の消防
力を向上させ、非常時に
おける消防・防災体制が
整ったまちをつくりま
す。 

 消防屯所の建築や消防車両の更
新による消防施設・設備の整備を
計画的に進めることで、迅速な消
防防災活動ができるよう体制の強
化を図ることができた。 
 訓練等については、コロナ禍で
実施できない時期もあったが、感
染防止対策を徹底した上で、消防
署の協力を得て可能な限り実施
し、一定の効果を得ることができ
た。 

 4-2.生活 4-2-1.社会・IT
インフラの整備 
 
建設港湾課 
総務課 
産業政策課 

 道路・河川・橋梁など
の社会インフラとＩＴ
インフラの整備を行い、
安全性や利便性を備えた
まちをつくります。 

 適切な施設整備による安全性・
利便性、、施設管理による周辺環
境、衛生面また、防災における効果
が出た。 

  4-2-2.交通の利
便性向上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域戦略課 
 

 市民の日常生活におけ
る移動手段の確保や利便
性の向上により、人が地
域内外を自由に行き来で
きるまちをつくります。 

 公共交通空白地における移動手
段の確保のための実証事業を推進
した。財田町デマンド型乗合タク
シーの実証開始、粟島グリーンス
ローモビリティの実証継続を進
め、ニーズの把握及び分析に努め
ながら、有償による実装化に向け
た制度設計も合わせて実施した。 
 市民の移動の選択肢を広げるこ
とで利用者の利便性の向上に繋が
るとともに、バスロケーションシ
ステムを活用したリアルな運行情
報によるダイヤ改正により、運行
効率の向上が達成できた。 

  4-2-3．住環境の
整備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建築住宅課 
 

 居住環境の整備・支援
により、市民が快適で安
心して生活できるまちを
つくります。 

 市営住宅の管理においては、「三
豊市市営住宅長寿命化計画」の団
地別実施方針に沿った、老朽団地
のリフォーム改修及び除却等を計
画的に実施した。また既存団地の
適切な改善・維持修繕に取り組む
ことで、入居者の快適性・安全性確
保に努めた。 
 今後も市民の生活を守るセーフ
ティネットとしての役割を維持し
ていくとともに、需要に応じた適
切な供給・管理運営を推進してい
く。 
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基本目標 政策 施策 まちづくり目標 総括的評価 

基本目標④ 
暮らし 

4-2.生活 4-2-4.空き家対
策の推進 
 
 
 
 
 
 
 
建築住宅課 
 

 人口減少による空き家
問題に対し、現状を把握・
管理し、空き家を資源と
して利活用することで課
題解決をめざします。 

 空家等対策事業として、市内の
空家の状況を把握するための実態
調査とその調査結果を基にした施
策をとっている。状態の良い空家
は利活用、劣化の著しい空家は除
却支援の啓発を行い、かつ実態調
査結果で状態の悪い空家の所有者
等を抽出して適正管理依頼から除
却補助につなげられたケースが
あった。 

  4-2-5.計画的な
土地利用とエリ
アマネジメント 
 
 
 
 
 
 
 
 
都市整備課 
農林水産課 
 

 市全体をとらえたグ
ランドデザインに基づ
き、総合的な土地利用を
推進し、豊かな自然環境
と市民生活、産業活動が
調和した魅力あるまちづ
くりを行います。 

 都市計画区域を再編し、「三豊都
市計画区域」として立地適正化計
画を都市計画マスタープランと一
体的に策定することで、コンパク
トシティとネットワークのまちづ
くりを実現する計画とすることが
できた。 
 また、令和 5 年度末に三豊農業
振興地域整備計画を見直し、長期
的に優良農地を計画的に確保・保
全し、持続可能な地域農業の振興
に貢献するため、新たな計画の策
定を行う。 

  4-2-6.離島・農山
村の振興 
 
 
 
 
地域戦略課 
産業政策課 
みとよ市民病院 
介護保険課 
 

 離島や農山村につい
て、生活支援や域外との
交流等により振興を図り
ます。 

 医療機関がない財田町や粟島・
志々島へは診療所を設け、三豊圏
域医療機関の医師により必要な医
療の提供を行うとともに、瀬戸内
国際芸術祭 2022 や６月に開村す
る粟島芸術家村事業のサポートや
情報発信、タラオセアンジャパン
の環境学習のアンバサダー活動を
通じ、域外交流による振興を図っ
た。 

  4-2-7.公園・緑地
の整備 
 
 
 
 
 
 
都市整備課 
土地改良課 
 

 都市公園及び農村公園
等を適正に維持管理し、
市民のいこいの場をつく
ります。 

 都市公園については、管理委
託を通じて管理体制が構築できて
いるほか、保守点検等により計画
的な公園整備が行えた。また、農村
公園については、地域住民で構成
する団体と相互協力し、日常の維
持管理をいていただきながら、異
常発生時の連絡及び相互協力によ
り、適切な公園管理を行えた。 

  4-2-8.墓地・斎場
の維持管理 
 
 
環境衛生課 
 

 市内の墓地の状況や市
民ニーズを勘案し、墓地・
斎場の適正な維持管理に
努めます。 

 広報・三豊市HPを活用し、積極
的に墓地の利用を促進した。また、
斎場については定期点検、施設整
備・清掃を行うことにより、適正な
維持管理を行えた。 
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基本目標 政策 施策 まちづくり目標 総括的評価 

基本目標④ 
暮らし 

4-3.環境・衛生 4-3-1.環境・景観
の保全 
 
 
 
 
環境衛生課 
農林水産課 
 

 本市が誇る豊かな自然
環境を保全し、人と自然
が共生するまち「環境都
市みとよ」をつくります。 

 公害防止対策として、水質・騒
音・臭気等の定点における定期的
測定や、工場や事業場の規制・指
導を行った。また、耕作放棄地解消
に向けた荒廃農地再生事業を支援
した。引き続き、関連する補助制
度を総合的に活用し、耕作放棄地
の発生抑制と再生利用に努める必
要がある。 

  4-3-2.循環型・省
エネ社会の形成 
 
 
 
 
 
環境衛生課 
 

 市民とともにクリーン
エネルギーの活用や資源
の再利用を積極的に進
め、環境にやさしいま
ちをつくります。 

 クリーンエネルギーの活用につ
いては、住宅用太陽光発電システ
ム等設置補助金制度を普及促進す
ることにより、継続して Co2 の削
減効果を得ることができた。また、
公共施設等からの温室効果ガス排
出量についてもコロナ禍により施
設の管理運営に制限がかかる中、
削減できた。 

  4-3-3.ごみ・し尿
の適正処理 
 
 
 
 
環境衛生課 
 

 「ごみはすべて資源で
ある」という理念のもと、
市民や事業者の意識の高
揚を図りながら、３Ｒ運
動※を促進し、環境負荷
の少ない循環型社会の形
成をめざします。 

 地区衛生組織（自治会）を中心
に、ごみの減量・分別収集・清掃活
動・不法投棄対策に関する市民へ
の啓発を継続して実施している。
その結果、リサイクル率は県内 1
位(全国でも指折り)の64％前後を
維持している。また、更なる資源
化を進めるため、新たな回収品
目を増やしている。 

  4-3-4.生活排水
の適正処理 
 
 
 
環境衛生課 
 

 河川・海域等の水質保
全と美しく快適な生活環
境づくりに向け、浄化槽
の普及促進及び集落排水
施設等の利用促進に努め
ます。 

 補助金制度により合併処理浄化
槽の設置と適正な維持管理を促進
することで、生活雑排水による公
共用水域の水質汚濁防止を図り、
水環境の保全に努め汚水処理人口
普及率は前年度より若干上昇し
た。 

 4-4.移住・定住 4-4-1.移住・定住
の促進と支援 
 
 
 
 
 
 
 
地域戦略課 
保育幼稚園課 
建築住宅課 
 

 本市が持つ魅力を最大
限にアピールすること
で、移住希望者から選ば
れ、住んでよかったとい
われるまちをつくりま
す。 

 移住・定住に関する取組はコロ
ナ禍による制限があり、対面で行
う予定だった移住フェアやイベン
ト等に参加できない年もあった
が、オンラインを活用し、新たな取
り組みもできた。 
 移住・定住支援制度はスクラッ
プアンドビルドによる見直しを
行っているが、制度を利用した移
住者も増え、一定の効果が見られ
た。移住ポータルサイトもリ
ニューアルし、分かりやい情報発
信の体制ができた。 
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基本目標 政策 施策 まちづくり目標 総括的評価 

基本目標④ 
暮らし 

4-5.安全・安心 4-5-1.交通安全
対策の推進 
 
 
 
 
総務課 
管財課 
建設港湾課 
福祉課 
 

 市民が交通事故などの
被害者・加害者とならな
いよう、安全なまちづく
りを進めるとともに、交
通安全への高い意識が広
がるまちをめざします。 

 新型コロナウイルス感染症拡大
防止対策により実施できない取組
もあったが、オンラインによる交
通安全教室やのぼり旗を掲げる無
言キャンペーンなど代替の活動を
実施し、三豊警察署や関係団体と
連携して啓発活動を行ったこと
で、交通事故発生件数の減少が見
られるなど、交通ルールの遵守や
交通安全意識の高揚が図られた。 

  4-5-2.防犯対策
の充実 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
総務課 
福祉課 
 

 関係機関・団体との連
携のもと、地域ぐるみの
防犯体制の確立・強化を
進め、犯罪のない安全・
安心なまちをつくりま
す。 

 防犯活動の促進については、啓
発活動の実施により防犯意識の高
まりに繋がっている。 
 防犯設備の充実については、自
治会からの要望や設置場所の環境
に応じて防犯灯の新設・移設の対
応ができている。今後は灯数の増
加による充実だけでなく、すでに
設置されている防犯灯を含めて適
切に維持管理することで充実させ
ていきたい。 
 また、犯罪の未然防止のため、毎
年 7 月に社会を明るくする運動の
出発式を実施し、三豊市内で街頭
キャンペーン、パレード、広報車に
よる啓発活動を実施している。 

  4-5-3.消費者保
護の推進 
 
 
 
 
 
産業政策課 
 

 関係機関と連携し、消
費者トラブルの防止に向
けた啓発や情報提供、相
談体制の充実を図り、安
心して暮らせるまちをつ
くります。 

 「三豊市消費者友の会」において
くらしのセミナーを 3 回実施し、
市民に向けた情報提供を行った。
また、産業政策課内に「消費者相談
窓口」を設け、市民からの消費者相
談対応や、県くらし安心安全課か
らの情報をもとに HP やチラシな
どで注意喚起を行った。 

  4-5-4.バリアフ
リー化の推進 
 
 
地域戦略課 
人権課 
建築住宅課 
福祉課 
教育総務課 
 

 交通環境や公共施設等
のバリアフリー化、心の
バリアフリー化を進め、
誰もが安心して自分らし
く暮らすことができるま
ちをつくります。 

 市有施設の整備に際して、設計
内容にバリアフリー化を盛り込む
ことで「バリアフリー法」「香川県
福祉のまちづくり条例」等の基
準を踏まえた施設となるよう、施
設担当部署と協議を行えている。 
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基本方針 

基本目標 施策 まちづくり目標 総括的評価 

基本方針① 
市民が可能性を切り開くまち
づくり 

1-1.多様な人材
による地域活動 
 
 
 
 
 
 
 
 
総務課 
秘書課 
地域戦略課 
人権課 
教育総務課 
 

 市民一人ひとりの活躍
や自治会・地域コミュニ
ティ組織などによる地域
活動の活性化により、市
民がまちづくりへの参加
意欲を持ち、自らの知恵
と行動で未来への可能
性を切り開くまちをめざ
します。 

 まちづくり推進隊事務局を中心
に、市民自らが考え行動する自主
事業と、市からの移譲業務を行う
ための活動資金として包括交付
金を交付し、団体による各種事業
が実施された。市は推進隊の活動
に対する助言・指導を適宜実施し
た。 
 地域おこし協力隊については、
退任後 8 割の隊員が市内に定住
し、各分野で活躍を続けている。 
 また、自治会活動の支援や選挙
啓発については、すぐに効果が表
れるものではないが、地域社会の
基盤となるものであり、継続的な
支援と啓発事業を続けていく。 

基本方針② 
効率的で健全な行財政運営 

2-1.行政財産の
適正管理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
管財課 
建設港湾課 

 公共施設や土地などの
市有財産の利活用によっ
て、事業の効率性を高め、
満足度の高い行政サービ
スの提供をめざします。 
 また、公共施設数のス
リム化により、公的負担
の軽減を図り、持続可能
なまちをつくります。 

 公共施設等総合管理計画の改
定、個別施設計画や財産処分等事
務取扱マニュアルの策定を行い、
職員の公有財産についての意識統
一を図り、同計画等に基づき、再配
置を進めた。公有財産管理審査
会を毎月開催し、公有財産の管理、
処分等に関し、適正な維持管理、有
効活用に努め、目的を終了した公
共施設については、順次売却を進
めることで、その後の維持管理経
費等の削減に努めた。 
 また、法定外公共物の管理につ
いては、土地所有者（代理人：土地
家屋調査士等）からの申請に基づ
き、境界確認を行い、必要に応じて
公共用地の寄附及び用途廃止、売
払いの説明を行っている。 



 

39 

基本目標 施策 まちづくり目標 総括的評価 

基本方針② 
効率的で健全な行財政運営 

2-2.民間活力の
活用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域戦略課 
管財課 
 

 公民の連携・協力によ
り、高水準のサービス提
供や行政の負担軽減を図
ることができるよう、公
共事業の実施や公共施設
の整備・運営において、
民間の手法や知見を積極
的に採用します。 

 総合政策アドバイザーとして
計 10 名のアドバイザーから専門
的なアドバイスをいただいた。さ
まざまな政策的課題に対するアド
バイスを各業務に反映することが
できた。 
 指定管理者制度の導入、開始及
び廃止に関しては、三豊市公有財
産管理審査会の所掌事務としてお
り、それぞれの担当課より提出さ
れる案件について、審査会におい
て審査している。 
 また、その適正管理について、施
設の業務改善やサービスの質の向
上を目指すため、管理運営状況を
中立的な立場で評価する指定管理
者評価委員会を設置し、中間評
価を行った。 

 2-3.財源の確保
と適正執行 
 
 
 
 
 
 
 
 
財政経営課 
税務課 
会計課 
 

 人口減少に伴う財源縮
小と合併算定替の縮小段
階を踏まえ、市民ニーズ
や社会情勢に沿ったまち
づくりを進めるため、安
定的な財源の確保と無駄
のない財務管理に取り組
みます。 

 財政収支計画に基づき予算編
成を行った。財源確保に関しては、
ふるさと納税を充実させ寄附額の
増額につなげた。 
 行政改革においては、新行政改
革大綱を策定し重点事業を確実に
実施できるよう取り組んでいる。 
 また、市税以外の債権管理につ
いて、税務課に窓口を設置し、適正
な債権管理が行えるよう、債権管
理条例を制定し、税務課との共同
回収により、回収が滞っていた債
権の一部を回収することができ
た。 

 2-4.情報の公開
と管理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
総務課 
秘書課 
 

 情報の管理や公開・発
信に努め、市民の「知る
権利」を守りながら行政
の説明責任を全うし、市
政運営への市民の理解を
深めます。 

【情報公開/個人情報】 
 徹底したセキュリティ対策及び
公開制度の実施による透明性の確
保により、市民の個人情報を適切
に守りながら行政の説明責任を果
たすことができた。 
[文書館] 
 現用文書は保存期限満了によ
り、適切に評価選別を行った上で、
円滑に歴史公文書として文書館に
移管することができた。また、歴史
公文書の整理・目録作成を行い、市
民向けの利用(閲覧)に供するとと
もに展示や講座を開催することが
できた。 

 2-5.安定した行
政サービスの提
供 
 
 
 
財政経営課 
市民課 
 

 行政が担うべきサービ
スを正確かつ効率的に提
供し、安定的な市民生活
の実現をめざします。 

 住民異動窓口支援システム（死
亡後の行政手続き）・コンビニ交付
マルチコピー機導入により、窓口
の混雑緩和が図れ市民サービス向
上につながった。また、市民がマイ
ナンバーカードの申請・交付を受
けやすい環境を整備することによ
り、交付率を大幅に上げることが
できた。 
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基本目標 施策 まちづくり目標 総括的評価 

基本方針② 
効率的で健全な行財政運営 

2-6.行政運営と
組織力の強化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人事課 
 

 行政組織としての環境
整備や能力向上、効率
性を追求した事業展開に
より、高水準の行政サー
ビス提供の実現をめざし
ます。 

 職員研修などを通じて、行政課
題への対応能力と業務効率を向上
させるため、新しい勤務体系を導
入し、職務環境を整備した。また、
市民の複雑で高度化するニーズに
対応しつつ、職員の能力向上を通
じて行政サービスのレベルを維持
している。事前評価、事中評価、事
後評価に関しては、三豊市事務事
業評価実施要綱に基づいて適切に
運用されている。また、毎年の実施
計画は、基本計画に基づいて具体
的な事業内容と財源・事業費が明
示されている。 
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２．施策ごとの実施内容・達成度・課題等 

（１）基本目標①【産業・交流】 

にぎわいが地域を元気にするまち 

1-1.農業・林業 

施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

1-1-1.安定
経営と稼ぐ
力の向上 

1 先端技術の導
入促進 
【重点】 
 
 
 
農林水産課 
 

香川高等専門学校と連
携を行った。 
既存の箱罠に赤外線カ

メラを設置してイノシシ
の生息状況等の調査を実
施した上で、センサーに
より作動する捕獲ワナの
作成を行った。 

Ｄ 

 タヌキ（イノシシよ
り小さいためセン
サーに反応しない）が
ワナ内部に侵入し、エ
サを食べてしまう等
のアクシデントがあ
り、捕獲実績が振るわ
なかった。 

 既存罠に多くの電
子機器を設置する関
係上メンテナンス等
の手間が多く、実施
隊員からは使用に抵
抗を感じるという声
が多かった。 

 2 経営負担の軽
減支援 
 
 
 
 
農林水産課 
 

認定農業者等への担い
手へ補助事業に関する周
知を行い、制度の活用を
推進した。国が実施して
いる補助事業を積極的に
案内し、農業用機械等導
入費用の補助を行った。 

Ｂ 

 補助金上限を超え
るような機械導入を
希望する経営体へ国
の補助事業活用を推
進し、採択に向けて関
係機関とともに支
援を行い、国の事業採
択が得られた。 

 多様な経営体が活
用できる補助事業が
少なく、支援が難し
い。 

 3 経営体育成と
法人化の促進 
 
農林水産課 
 

 法人化や経営の高度化
などについて相談があれ
ば関係機関と連携し、支
援を行う。 

Ｃ 

 法人化や経営の高
度化の相談がなかっ
た。 

 経営体と接する際
には各経営体が抱え
る課題を聞き取りす
るように取り組む。 

 4 農産物の高付
加価値化の促進 
【重点】 
 
 
 
農林水産課 
 

 ６次化加工品の「みと
よのみ」認定制度を開始
させ、WEB や SNS などの
広報活動や販売促進シー
ルによる「みとよのみ」
認定品や農林水産物の販
売促進を行い、高付加価
値化をすすめた。 

Ｂ 

 広報活動や販売促
進シールによる「みと
よのみ」認定品や農林
水産物の販売促進を
行うことで、三豊市の
認知度向上につな
がった。 

 農業者の所得向上
のため、引き続き、
地域農産物の付加価
値づくりに取り組む
必要がある。 

 5 地域農産品の
消費拡大の促進 
 
 
農林水産課 
 

 地域おこし協力隊を採
用し、HPやSNSを活用し
ながら農産物の販売促
進、販路拡大を行った。 

Ｂ 

 地域おこし協力隊
の活動により、一次産
業における「稼ぐ力」
の向上に向けた農林
水産物の消費拡大を
図ることができた。 

 引き続き地域おこ
し協力隊の活動によ
り販売促進、販路拡
大をすすめていかな
くてはならない。 

1-1-2.担い
手の確保と
育成 

1 新規就農の促
進と支援 
 
 
農林水産課 
 

 関係機関と連携し、新
規就農を志す人材からの
相談は丁寧に対応し、就
農に関する制度を説明
し、活用可能な事業を提
案した。 

Ａ 

 認定新規就農者数
が増加傾向にある。 

 就農継続にむけた
経営が安定するまで
の継続的な支援が不
十分であった。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

1-1-2.担い
手の確保と
育成 

2 認定農業者の
育成 
 
 
農林水産課 
 

 関係機関と連携し、女
性農業者への研修会を行
い、情報交換とともに知
識の向上に資することが
できた。 

Ａ 

 新型コロナウイル
ス感染症により対面
での研修開催が難し
いなか、オンライン方
式で研修会を開催し
た。 

 新たな参加者が少
なく、担い手の高齢
化も懸念される。 

 3 集落営農組織
の設立促進 
 
農林水産課 
 

 地域の農地を守ってい
くため、集落営農組織の
重要性を説明し、組織の
設立に向けて集落座談会
で丁寧に説明した。 

Ｃ 

 順調に集落営農組
織が設立されており、
機械の共同利用に関
する相談も柔軟の対
応できた。 

 集落営農組織の高
齢化やオペレーター
の偏りなど組織の設
立後にも課題があ
る。 

1-1-3.耕作
放棄地対策
の推進 

1 現存農地の適
正管理と保護 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
農林水産課 
 

 遊休農地は年々増える
傾向にあるが、「三豊市農
業振興整備計画」に基づ
く農地利用を進めなが
ら、解消に努めてきた。
また、農業委員会が毎年
実施している農地パト
ロール等により、優良農
地の適正管理と確保も同
様に実施している。（公
財）香川県農地機構を通
じた貸借を進めながら、
農地の集積・集約化も進
めている。 

Ｂ 

 農地利用や農地パ
トロールを適正に実
施しながら、遊休農地
の利活用を促進でき
た。認定農業者等の担
い手に農地を集積す
る上でも、（公財）香川
県農地機構を通じた
貸借を進め、担い手へ
の農地の集約も図れ
た。 

 農地パトロールや
意向調査を実施して
いるが、遊休農地が
増加しているのが現
実である。限られた
農地を守るため、今
後も積極的に農地利
用や農地パトロー
ルを実施し、優良農
地の適正管理と確保
に努めていく。 

 2 農地利用の最
適化 
 
 
 
 
 
 
 
農林水産課 
 
 

 荒廃農地の発生は、周
辺景観の悪化、病害虫の
発生、有害鳥獣の生息範
囲の拡大など、農業のみ
ならず農村環境にも大き
く悪影響を及ぼすことか
ら、その解消が急務であ
る。 
 そこで、担い手等が行
う耕作放棄地解消に向け
た荒廃農地の再生事業を
支援した。 

Ｂ 

 担い手等により耕
作放棄地解消に向け
た荒廃農地の再生利
用が図られた。農地の
持つ水源の涵養や自
然環境の保全などの
多面的な機能の効果
が発揮された。 

 荒廃農地等利活用
促進事業の推進の
他、担い手への利用
集積や中山間直接支
払制度の活用等を促
進し、総合的な遊休
農地の発生を防止す
る。 

 3 中山間地域へ
の支援 
 
 
 
 
農林水産課 

 中山間地域における多
面的機能の維持・増進と、
自立的かつ継続的な農業
生産活動の体制整備に向
けた取り組みを支援する
ため、協定集落に対して
支援金を交付し支援し
た。 

Ｂ 

 農業の生産条件が
不利な地域における
農業生産活動を継続
するため、国の支援制
度を活用することに
より、集落内の適正な
農地保全と共同取組
の推進が図られた。 

 中山間直接支払制
度の推進の他、担い
手への利用集積を促
進し、総合的な遊休
農地の発生を防止す
る。 

1-1-4.有害
鳥獣対策の
推進 

1 被害の未然防
止策の推 
 
 
 
 
 
 
農林水産課 
 

 農地へ金網や電気牧
柵を設置する際の補助事
業を実施した。 
 またイノシシ等有害鳥
獣の被害相談を受けた場
合、県農業改良普及セン
ターと共に現地を確認
し、被害防止のための指
導や地元漁師への橋渡し
等を実施している。 

Ｂ 

 農業者の間で、有害
捕獲に頼り切るので
はなく、自分の農地は
自分で守る意識が醸
成されてきている。 

 対策をしていない
農地へ被害が集中し
ている。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

1-1-4.有害
鳥獣対策の
推進 

2 地域による鳥
獣対策の強化 
 
 
農林水産課 
 

集落ぐるみでイノシシ
被害対策に取り組む農業
者集落に対し、金網など
の設置費用を助成し、被
害対策のための勉強会を
実施する。 

Ｂ 

事業に取り組む集
落が増加傾向にある。 
 地域が一丸となっ
て取り組むため被害
対策の効果も高い。 

 集落における話し
合いのまとめ役がお
らず、事業に取り組
みにくい集落が存在
する。 

 3 有害鳥獣捕獲
者の支援と確保 
【重点】 
 
 
 
 
農林水産課 
 

ICT技術（センサーによ
る侵入管理）を導入した
捕獲ワナを導入。 
また狩猟免許の取得補

助についても、被害対策
実施隊への加入を条件に
費用の全額を補助してい
る。 

Ｂ 

捕獲状況やセン
サー異常などがメー
ルで通知が行われる
ため、現地確認の手間
が減っている。 

 通信費用や維持管
理費などが比較的高
額なため、新たな方
法を模索する必要が
ある。 
 また実施隊員につ
いては高齢化が進ん
でおり、人員が暫減
傾向にある。 

1-1-5.生産
基盤の整備 

1 土地改良施設
の適正管理 
 
 
 
 
土地改良課 
 

老朽化した農道、ため
池、用排水施設について、
受益者から長期間安全に
使用できるよう要望を受
け、国及び県の補助金を
活用して、計画的に修
繕を行った。 

Ｃ 

 限られた予算の中
で、適正な維持管理が
できるよう、受益者と
協議しながら計画的
に事業を実施してい
る。 

 人口減少により、
受益者が少なくなっ
てきているため、農
業用施設修繕等の地
元負担が発生する案
件について、事業が
思うように進まな
い。 

 2 森林機能の保
全 
 
 
 
 
農林水産課 
 

森林所有者の自助努力
によっては適切な整備が
期待できない森林におい
て、実施する人工造林
等を支援し、森林所有者
の自己負担を軽減するこ
とによって、林業の振興、
環境保全に努めた。 

Ｃ 

 森林環境譲与税を
活用した造林事業に
対する上乗せ補助に
より、森林整備が促進
されており、今後も森
林整備が進むことが
期待できる。 

 森林環境譲与税を
活用した造林事業に
対する上乗せ補助に
おいて、香川県意欲
と能力のある林業経
営体と協力して取り
組む体制を整える。 

 3水源の確保 
 
 
 
 
土地改良課 
 

灌漑時における香川用
水の配水を維持できるよ
う、地元水利組合、香川
用水土地改良区と協力し
て、配水計画の作成、組
合員への賦課金徴収等を
実施した。 

Ｃ 

 香川用水の配水を、
灌漑期に安定供給を
維持できた。 

 耕作放棄の増加に
より、香川用水の賦
課金が減少し、配水
施設も老朽化してき
ているため、将来安
定供給をできなくな
る可能性がある。 

 4 多面的機能の
維持・発揮 
 
 
 
 
 
 
土地改良課 
 

 農業者及びその他の者
（農業者団体、子ども会
など）で構成した組織で、
地域資源の保全活動や防
災・減災力の強化、遊休
農地の有効活用や老朽化
した農業施設の補修・更
新など施設の長寿命化の
ための活動等を行ってい
る。 

Ｃ 

 地域農業活動を支
援すると同時に、人と
人との繋がりができ、
地域農業が活性化し
た。 

 各組織において、
高齢化や後継者不足
等に苦慮してしる。 
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1-2.水産業 

施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

1-2-1.漁業
者育成と経
営支援 

1 漁業従事者の
確保・育成 
 
 
 
 
 
農林水産課 
 

就業希望者への積極的
なアプローチ等通じ、漁
業の新規就業者数の増
加を図る。 

Ｃ 

意欲のある漁業
者を確保し、担い手と
して育成していくこ
とは、水産物の安定供
給のみならず、漁業・
漁村の持つ多面的機
能の発揮や地域の活
性化の観点からも重
要。 

漁業就業に関する
推進組織である「か
がわ漁業塾」を通じ、
就業支援フェア等に
より、漁業の魅力を
PRするとともに、漁
業の担い手の掘り起
こしが必要。 

 2 漁業活動への
支援 
【重点】 
 
 
 
 
農林水産課 
 

従来、経験や勘に基づ
き行われてきた漁業の漁
場の探索を支援する為、
ＩＣＴを活用して、水温
や塩分、潮流等の漁場環
境を予測しスマート
フォンに表示するシステ
ム等、新技術の導入に向
けて模索中。 

Ｄ 

データに基づく効
率的な漁業や、省人・
省力化による収益性
の高い漁業の実現が
期待できるが、漁師と
のヒアリングにより、
システム導入に対す
る技術革新の賛同が
得られなかった為。 

民間企業等で様々
な技術開発や取り組
みが進められていま
すが、、その成果を導
入・普及させていく
とともに、更なる高
度化を目指して検
討。 

 3 消費拡大の促
進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
農林水産課 
 

学校給食等で提供促進
による漁食習慣の定着
や、販売促進PRにより、
水産物の消費拡大を図
る。 

Ｂ 

ほぼ目標を達成し
ているが、引き続き付
加価値向上と消費拡
大に向けて取り組め
ている。 

「魚離れ」と言わ
れるように水産物の
消費は減少傾向にあ
り、需給バランスの
崩れなど、魚価への
影響が懸念されるこ
とから、消費の拡大
に向けた対策が必要
である。また、近年
における海洋環境の
変化に伴う漁業生産
の変動など、状況に
応じた取り進めが必
要。 

1-2-2.水産
資源の確保
と基盤整備 

1 水産資源の確
保 
 
 
 
農林水産課 
 

三豊市燧灘海域へヒラ
メ、キジハタ、ガザミ、ク
ルマエビ、タケノコメバ
ル、あさり、真蛸等の稚
仔を放流。県費補助事業
により、稚仔放流を計画
的に実施する。 

Ｂ 

漁業資源の確保を
目的とする稚魚の放
流を継続して実施し、
漁獲量の拡大が図れ
た。 

海域の高水温化、
貧栄養化、貧酸素化
により、魚種が減り
つつある。 

 2 漁港施設等の
維持管理 
 
 
 
 
 
建設港湾課 
 

漁港施設は機能保全計
画書、海岸施設は長寿命
化計画に基づき、定期点
検や計画的な維持管理に
努めることで背後集落の
安全性向上、漁業者の生
産性向上等をもって水産
業の振興を図っている。 

Ｂ 

国庫補助事業や単
独県費補助事業を活
用し適切に、整備を実
施しているが、物価高
騰によるコスト増大
や施設数の多さによ
り遅れがでている。 

三豊市管理の施設
数が多く、さらに物
価高騰による維持管
理コストの増大が課
題となっている。 
また、高齢化、後継

者不足による漁業者
（施設利用者）の減
少も課題である。 
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1-3.観光 

施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

1-3-1.魅力
的な観光地
域と商品づ
くり 

1 観光地とし
ての魅力創造 
【重点】 
 
 
 
 
 
 
 
産業政策課 
 

指定管理施設に RV
パーク5カ所と父母ヶ浜
海水浴場にキャンプサ
イトを整備（2022・23
年）。市内の観光コン
テ ン ツ を ま と め た
「MITOYO GUIDE」を発
刊。（2022・23年）離島
振興事業である瀬戸内
国際芸術祭と連携した
マーケティング、プロ
モーションを実施（2022
年）。 

Ｂ 

市内北部エリアを中心
に宿泊施設が増加してお
り、「1棟貸しゲストハウ
スのまち」としてブラン
ディングが定着しつつあ
る。 

宿泊施設は増加
しているが、観光入
込客数に対して宿
泊施設が少ないた
め、観光地として通
過されるケースが
多い。 

 2 インバウン
ド対策の推進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
産業政策課 
 

 県観光協会の補助
金を活用し、名部戸海水
浴場のトイレを洋式化
（2020年）。翻訳機（ポ
ケトーク）を父母ヶ浜海
水浴場と仁尾マリーナ
に導入。また、観光交流
局公式 HP が英語・繁体
字対応に(2021年)。日英
対応した市コミュニ
テ ィ バ ス の ロ ケ ー
ションシステム『バス予
報』導入（2022年）。イン
バウンド観光客向け現
地調査を実施（2023年）。 

Ｃ 

 HP や新システム導入
などデジタル面での多言
語化は推進された。 

 デジタル面での
多言語化は推進さ
れたが、観光案内
パンフレットや案
内表示などの環境
整備が積み残しと
なっている。 

 3 通信環境の
整備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
総務課 
産業政策課 
 

 県が実施する「かがわ
Wi－Fi アクセスポイン
ト」の設置に係る補助
金を市内事業者に案内
し設備導入の促進を
行った。また、生涯学習
施設の通信環境向上(生
涯学習のＤＸ)として
「みとよ未来創造館・図
書館」「市民交流セン
ター」「豊中町図書館」
の3か所に無料Wi-Fiを
設置した。(生涯学習課) 

Ｃ 

 設備導入後の月々の通
信代など運用経費が事業
者の負担となっており、
コロナ禍以降の厳しい経
営環境の中、負担が増し
たことと、外国人観光客
の減少による利用者の減
少、4G、5G通信を利用す
るスマートフォンが普及
する中、固定Wi-Fiの必
要性が相対的に下がって
きていることなどが要因
となり、撤退する事業者
が発生した。 

 現在、外国人観光
客の多くがより利
便性の高いモバイ
ル Wi－Fi やプリペ
イドSIMを利用して
いることや 2023 年
に県の補助金が終
了する予定である
ことから、事業者の
費用対効果を鑑み、
今後は積極的な推
進は行わない方針
である。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

1-3-1.魅力
的な観光地
域と商品づ
くり 

4 詫間地区造
船跡地におけ
るにぎわい創
出 
【重点】 
 
 
 
 
 
 
 
都市整備課 
 

グランドデザインを
より具体化するため、詫
間庁舎周辺整備基本構
想を策定した。 
また、当該地における

土壌汚染の可能性を把
握するため、地歴調査を
実施している。 

Ｄ 

整備に向けては諸問
題を解決しながら進めて
いく必要があると認識す
ることができた。 
しかしながら、完成に

は時間を要し、また、に
ぎわいの創出には課題が
残る。 

当該地について
は土壌汚染や残置
工作物等、法令順守
のもと進めていか
なければならず、場
合によっては多額
の費用を要する可
能性もあることか
ら、整備費の財源確
保は課題である。 
また、整備後の利

活用にも課題は残
る。 

 5 商材の掘り
起こしと販売 
 
 
 
 
 
 
 
 
産業政策課 
 

 父母ヶ浜と紫雲出山
に続き、志々島の「天空
の花畑」がメディアでの
紹介やコンクール受
賞をきっかけにブレイ
ク。シーズン中に情報発
信や現地での交通整理
等対応を行った。 

Ｂ 

 紫雲出山が2019年に
米紙ニューヨークタイム
ズ、2023年に仏紙ル・
フィガロにて掲載。ま
た、父母ヶ浜が
JAPANTRAVELAWARDS 2023
観光開発部門賞を受賞。
国内のみならず、世界的
な観光スポットとして三
豊市が注目されている。 

 オーバーツーリ
ズム対策や受入環
境整備等。 

 6 連携体制の
構築・強化 
 
 
 
 
 
 
 
 
産業政策課 
 

 広域連携で観光戦略
に取り組めるよう、2022
年より周辺自治体（三好
市、観音寺市、琴平町）
と観光連携に向けた協
議を開始したほか、四国
ツーリズム創造機構の
「四国持続可能な観光
推進ネットワーク」へ加
盟。また、市内事業者を
つなぐ交流会やイベン
トを実施した。 

Ｂ 

 新たに周辺自治体と協
議を開始し、2023年中に
パンフレットを制作予
定。四国ツーリズム創造
機構とは 2025 年大阪万
博を活用した誘客へ向け
たマーケティングを共同
で実施。 

 2025 年大阪万
博を活用した誘客
と瀬戸芸開催へ向
けて計画的に準
備を進める。 

 7 着地型観光
の推進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
産業政策課 
 

 県や観光庁の補助金
情報を積極的に事業者
へ発信し相談対応を
行ったところ、2021 年
に 1 件（魅力あるコン
テ ン ツ 造 成 支 援 事
業）、2022年に2件（魅
力あるコンテンツ造成
支援事業・関係人口創出
事業）、2023 年に 2 件
（インバウンド観光
コンテンツ造成支援事
業）が採択された。 

Ｂ 

 民間事業者が積極的に
補助金を活用した事業を
計画し、市は相談対応や
地元調整、情報発信など
で協力。 

 今後、2025年大阪
万博開催へ向けて
インバウンド需要
が更に高まること
が予想される。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

1-3-2.プロ
モーション
力の強化 

1 国内への情
報発信 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
産業政策課 
 

地域活性化企業人を
中心に、積極的に情報発
信を実施。また魅力情報
発信事業では、2022年に
プラットフォームを
noteに移管。新たにSNS
や市公式LINEを活用し、
SEOやアナリティクスで
対策を講じながら、効果
的な運用を努めた。 
また、CM、テレビドラ

マ、映画等多数のロケー
ション撮影を誘致した。 

Ｂ 

魅力情報発信事業
は 2022 年度から委託料
減額のため、記事数は 2
割減となったが、KPI で
ある PV 数は同等を維持
し成果を上げている。 

ガイドブックの
見直し等。 

 2 インバウン
ド 向 け プ ロ
モーションの
実施 
 
 
 
産業政策課 

2021 年に観光交流局
がプロモーションビデ
オを作成。2022年に観光
交流局公式 HP に英語、
繁体字のページを整備
した。 

Ｂ 

紫雲出山が 2019 年に
米紙ニューヨークタイム
ズ、2023 年に仏紙ル・
フィガロにて掲載。国内
のみならず、世界的な観
光スポットとして三豊市
が注目されている。 

今後、更なるイン
バウンド観光客の
増加が見込まれる
ことから、多言語に
よる観光案内パン
フレットや HP の整
備が求められる。 

 3 三豊の顔づ
くりとシビッ
クプライドの
醸成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域戦略課 
産業政策課 
 

シ テ ィ プ ロ モ ー
ションのキャッチコ
ピーとしての「ミトヨで
やってミヨ。」を提唱し、
市単独ではなく民間企
業、市民ともに協働して
産業・観光・教育等広い
分野で様々な取組を試
みてきた。また、市公式
LINEを活用し、シビック
プライドの醸成を目的
にイベント情報や新店
情報など、データ解析
し、市民のニーズに合わ
せたコンテンツを積極
的に発信するとともに、
新しいみとよの発見を
テーマに、ゆめタウン三
豊にて「みとよマル
シェ」を実施した。 

Ｂ 

SNS ブレイクに端を発
した観光産業の誕生以
来、若者や移住者、異業
種での起業が続くととも
に、クラウドファン
ディングによる資金取得
など好循環を生み出して
いる。一方でその効果を
測定する指標が明確とは
言えないため、この評価
とした。コロナ禍におい
て、飲食店をはじめとす
る地域事業者を支えたの
は、地元消費であった。
シビックプライドの醸
成を通して「地元の人々
が地域を支える」形に
もっていくことが、安定
的な観光地の経営に関し
て重要である。 

シビックプライ
ドの醸成を図る指
標が十分ではない
ため、定期的な調査
が必要ではないか
と思われる。また、
子ども世代への影
響（U ターン、郷土
愛の形成）について
も同様と考えられ
る。また、情報発
信を行う観光交流
局と役割分担し、さ
まざまなニーズに
応えられる体制を
構築する市民間で
の成功事例の共有
や市外からの視
点を入れる意味合
いで外部人材を積
極的に登用するこ
とにより、さらなる
地域の活性化とブ
ランディングが見
込めると考える。 
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1-4.商業・工業 

施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

1-4-1.経営
力の向上・
強化 

1 商工会運営の
支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
産業政策課 
 

商工会に運営事業補助
金を交付し、事業者の
ワンストップ窓口の設
置をサポートするととも
に、新たな取組を図る事
業者や創業者向けには、
中小企業・小規模企業支
援業務委託において、み
とよ創業塾の開講や販路
開拓相談支援等を行い、
企業のフェーズに応じた
サポート体制の構築を支
援した。 

Ｂ 

創業者や老舗企業、
また農業者や製造業
者等、様々な市内事業
者に対し、広く支援を
実施する支援策・体制
作りができている。 

経営者の高齢化が
進み、事業承継問題
が露呈している中、
具体的な取り組みが
できていない。一方
で、創業者は毎年一
定数いるため、この
マッチング支援が課
題としてある。 

 2 先端設備等の
導入促進及び支
援 
【重点】 
 
 
 
 
 
 
 
産業政策課 
 

中小企業の生産性向
上を目的として認定業
務を行い、認定された計
画における設備投資を実
施した企業に対しては、
固定資産税の減免を実施
し、企業支援を行ってき
た。申請にあたっては、
認定支援機関である金融
機関・商工会等からの相
談を柔軟に受け付け、事
業者の負担軽減にも努め
た。 

Ｂ 

昨今の経営環境の
変化を乗り越えるた
めに設備投資を行っ
た中小企業に対し、有
効な支援策として取
り組みができている。 

税制改正により、
制度の変更があり、
その周知が市内中小
企業に行き渡ってい
るかどうかが課題で
ある。 

 3 中小企業等経
営改善資金の支
援 
 
 
 
産業政策課 
 

商工会メンバーズ
ローンを活用して設備投
資を実施した市内中小企
業者に対し、融資開始か
ら 5 年間(計 60 か月分)
利子の 1/2 の補給を行っ
た。 

Ｃ 

中小企業者への設
備投資等に対する支
援が少ない中、商工会
と連携して、継続した
支援ができている。 

該当の融資を活用
し、設備資金である
ことが補給要件とし
てあるが、設備の種
類等は定めがなく、
確実に事業に要する
ものかどうか不透明
な点が課題。 

 4 経営と販路拡
大の支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
産業政策課 
 

販路拡大・知的財産権
取得の支援として、県設
置の専門機関のサテライ
トを月に 1 回設けてい
る。また、展示会出展・知
的財産権取得支援補助金
の交付による支援も継続
して実施した。本市情報
発信サイトについては、
令和 3 年度をもって運
用を終了。市HP等、その
他媒体を用いて、情報発
信による支援を行った。 

Ｃ 

知的財産権の取得
においては、サテライ
ト窓口での支援と補
助金の組み合わせに
よる一体的な支援体
制が構築できた。情報
発信においては、HP内
に事業者向けペー
ジを作成し、随時発信
ができている。 

展示会出展補助金
においては、経営基
盤の確立した企業の
みが申請する傾向に
あるため、要件の再
考が必要。情報発信
においては、市HPで
はリーチしない企業
への発信方法の検討
が必要。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

1-4-1.経営
力の向上・
強化 

5 資金調達の支
援 
【重点】 
 
 
 
 
 
産業政策課 
 

新型コロナウイルス感
染症等の影響で国・県等
が実施する融資や補助金
の創設が多くなされたこ
ともあり、これらの情報
発信に注力を行った。そ
のため、地域ファンドの
創設については、検討を
見送っていた。 

Ｃ 

行政主導でなく、地
域金融機関等が主導
となって創設する環
境が整うかどうかの
調査・分析段階。新型
コロナウイルス感染
症拡大により設置さ
れた補助金等の周知
の発信はできている。 

市も後押しすべき
特定分野での支援に
つ い て は 、 地 域
ファンド等を活用し
た支援体制が必要に
なる場合がある。他
所属での動きも把握
のうえ、創設の検
討を継続することが
必要。 

1-4-2.事業
創出の環境
整備・支援 

1 創業支援 
 
 
 
 
産業政策課 
 

「みとよ創業塾」を 8
月と2月の計2回開催。
延べ 42 人の参加者がお
り内 13 人が年度内に創
業した。創業補助金は11
件 278 万円を採択し創業
者の支援を行った。 

Ｂ 

みとよ創業塾・補助
金ともに定員・定数を
確保したことにより
「Ｂ」評価とした。 

市創業補助金以外
の情報提供や企業間
のマッチングなど、
創業後の経営基盤の
確立に寄与する支援
策が必要である。 

 2 円滑な事業承
継への支援 
 
 
 
 
産業政策課 
 

香川県事業引継ぎ支援
センターと三豊市商工会
との共催で事業承継相談
会を開催し、合計 6 社の
相談を実施した。 

Ｃ 

継続して、関係機関
との連携による相談
会を実施しているが、
創業者と承継者の
マッチングやその後
のフォローにおいて
は、もう1歩踏み入っ
た支援が必要である。 

相談会に来られる
企業は事業承継を検
討している段階の企
業であるため、その
前段階の企業に働き
かける施策が必要で
ある。 

 3 ＡＩ研究・人
材育成拠点の整
備 
【重点】 
 
 
 
 
 
 
地域戦略課 
 

市内企業が抱える課題
解決をするためのマッ
チングは実施できていな
いが、MAiZMや高専、広域
自治体等人工知能活用推
進協議会等と連携し、小
学生から社会人まで幅広
い年代を対象にした、プ
ログラミング体験会を実
施。令和４年度末時点で
延べ 2,542 名の参加が
あった。 

Ｃ 

AI 活用による課題
解決について、三豊市
又は近隣に本社を置
く企業の多くが「AI導
入の費用対効果が合
わない」「AI 導入のた
めの人材不足」等の理
由で AI の導入に踏み
切れない状況の中、AI
人材育成の取組にシ
フトしたため。 

急速な拡大を見せ
つつある生成型 AI
の活用方法について
具体的な支援策を検
討する必要がある。 

1-4-3.企業
立地体制の
強化 

1 企業立地支援
の充実 
 
 
 
 
 
産業政策課 
 

県や市の制度につい
て、HPのほか大阪での展
示会でのPR活動など、情
報提供に努めた。 

Ｂ 

大阪での展示会で
は、県と協力し動向調
査を行ったほか、誘致
に向けての PR 活動も
おこなった。また、市
内 10 社目となる敷地
面積 5 ㏊以上の企業の
立地が決定したため。 

市内に大規模企業
用地が、存在しない。
今後は、県の民間企
業による工業団地造
成助成金や事務系企
業の誘致等、県等と
情報共有しながらの
企業立地支援が必
要。 

 2 工業用水道の
整備 
【重点】 
 
 
 
産業政策課 
 

大規模製造業事業所の
維持を目的として、工業
用水道の検討を行った。 

Ｃ 

工業用水道整備の
対象となる大規模製
造業事業所について
は、住民の雇用や生活
の維持、ひいては税収
の確保上大きな意
味を持つため。 

現在、対象となる
企業が使用している
水を全て地下水等で
賄うには水量が足り
ていない。企業の行
う海水淡水化等、必
要水量等との調整が
不可欠である。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

1-4-4. 雇
用・就労支
援 

1 若者の地元就
職支援 
 
 
 
産業政策課 
 

人材確保支援事業補助
金(インターンシップ支
援事業補助金)として、1
件 7 千円の補助を実施し
た。 

Ｃ 

1 事業者に対し、補
助金による支援を実
施した。予算には満た
していないため、周知
の強化や内容の精査
が必要である。 

若者に市内企業を
まずは知ってもらう
ことが必要であり、
本補助金のみでな
く、異なる形での若
者の地元就職支援が
必要である。 

 2 就職説明会の
開催 
 
 
 
 
産業政策課 
 

2022 年 4 月及び 2023
年 3 月に就職説明会を実
施。企業側の予定以上の
出展希望に対し、共催の
観音寺市と連携して参画
できるよう調整した。 

Ｂ 

新型コロナウイル
ス感染症により、中
止を余儀なくされて
いた合同就職説明
会を開催することが
でき、目標に近い参加
者に来場いただくこ
とができた。 

参加を希望される
企業が今まで以上と
なることが予測され
るため、予定企業数
や日程、会場等の再
考が必要である。 

 3 ハローワー
ク・企業との連
携による働き手
確保支援 
【重点】 
 
産業政策課 
 

ハローワーク観音寺の
ほか、令和 4 年度では香
川労働局と雇用対策協
定を締結した。 
また、UIJターン就職説

明会を、共同で主催し働
き手の確保に努めた。 

Ｃ 

働き手の確保につ
いては、近隣市町や
県・ハローワーク等、
各種機関と協力が不
可欠である。締結した
雇用対策協定を基に、
雇用対策を進めてい
く。 

人口の減少ととも
に、各企業の人手不
足は顕著となってい
る。働き手の確保は
市としても積極的に
取り組んでいく。 

 4 ワーク・ライ
フ・バランスの
支援 
 
 
人権課 
 

経営者向け女性活躍推
進セミナーの開催や企業
人権・同和推進協議会の
活動により企業経営者や
人事担当者向けの啓発活
動を実施した。 

Ｂ 

男女共同参画ネッ
トワーク協議会の毎
月開催など精力的に
活動を実施した。 

男性の家事・育児
に関する啓発活動 
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1-5.交流 

施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

1-5-1.交流
の推進 

1 友好都市交流
活動の推進 
 
秘書課 
 

友好都市提携を結んで
いる都市への訪問団派
遣、また相手方からの訪
問団受入れを通じて交流
活動を実施した。 

Ｃ 

2020年以降、コロナ
禍により予定してい
た交流事業の多くが
中止になった。 

コロナ禍で中断し
ていた交流事業を再
開し、交流を促進す
る。 

 2 学官連携の推
進 
【重点】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域戦略課 
 

香川高等専門学校と
は、連携協力に関する協
定に基づき、発明クラブ
の開催、ロボコン、理科
離れ対策事業などの取
組を行った。また、令和4
年度に設立された大学・
地域共創PF香川では、地
域活性化部会に参加し、
高校生の県内大学への進
学率向上、大学生の県内
就職率の向上に向けた今
後の取組を検討するた
め、アイデアソンなどで
意見交換を行った。香川
大学とは、地域コミュニ
ティにおける移動に関す
る意見交換、コミュニ
ティバスの路線最適化の
研究協力、高齢者の運転
認知教室の開催、香川短
期大学とは、交通政策に
関するフィールドワー
ク、コミュニティバスの
の乗り方動画の作成、コ
ミュニティバスのダイヤ
分析、プロモーションポ
スターの製作を実施し
た。更に、高瀬高校とは、
みとよ未来塾により市の
各施策への学生提言を受
け、意見交換を行った。
また、笠田高校と連携し
て薬用作物の栽培研究を
進めている。 

Ｃ 

地域課題の解決に
向けて学官が連携し
ながら継続的な活動
はできているが、新産
業の創出といった大
きな成果は出せてい
ないため。 

地域課題の解決に
向けて、学習し、考
えた学生たちが将来
地元に残って就職を
するために、学官連
携の中に地元企業と
の連携を加える事も
今後の課題である。 

1-5-2.知名
度向上 

1 魅力を伝える
情報発信 
 
 
 
 
 
 
 
 
産業政策課 
 

 地域活性化企業人を中
心に積極的に情報発信を
行うとともに、事業者か
らのヒアリングや事業者
同士の交流会を実施。活
発な意見交換ができる環
境を構築した。また、市
公式ツールを活用した魅
力情報発信事業を運用。
観光交流局公式 HP のリ
ニューアルや多言語整
備を進めた。 

Ｂ 

 紫雲出山が 2019 年
に米紙ニューヨーク
タイムズ、2023年に仏
紙ル・フィガロにて掲
載。また、父母ヶ浜が
JAPAN TRAVEL AWARDS 
2023 観光開発部門
賞を受賞。国内のみな
らず、世界的な観光ス
ポットとして三豊市
が注目されている。 

 今後、更なるイン
バウンド観光客の増
加が見込まれること
から、多言語による
観光案内パンフレッ
ト・案内表示などの
環境整備が求められ
る。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

1-5-2.知名
度向上 

2 ふるさと納税
の充実 
 
 
 
 
 
 
財政経営課 
 

ふるさと納税利用者の
増加等により全国的に規
模が拡大しており、三豊
市においても返礼品の拡
充や掲載サイトの充実等
により寄附額を増加させ
てきた。定期的に寄附し
ていただける寄附者もお
り、本市を知ってもらう
きっかけになっている。 

Ｂ 

ふるさと納税の寄
附件数・寄附額が増加
傾向にあり、本市を
知ってもらう機会に
なっている。 

一層の寄附者との
関係づくり行い、本
市へ足を運んでもら
えるような対策を講
じていくことが課題
である。 

 3 ふるさと会等
のつながりの強
化 
 
 
 
 
 
 
地域戦略課 
 

関東及び関西のふるさ
と会会員に向けて、毎月
広報紙の発送とともに、
ふるさと納税や市内の物
産・観光・移住関連の情
報など、県外の人でも関
わりやすい三豊市の取り
組みを発信している。 
また、年 1 回の総会を

実施（R2～4 年はコロナ
禍で書面決議）。 

Ｃ 

コロナ禍の影響で、
総会等が対面開催で
きなかったため、会員
との直接的な交流の
機会が減少したため。 

設立時から年月が
経ち、会員全体の年
齢層が高く、新規会
員の獲得にも苦労し
ている。事務局は地
域戦略課職員が担っ
ているが、いつまで
この体制で運営して
いくのか、見直す必
要もいずれ出てくる
と思われる。 

 4 ふるさと大使
によるＰＲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域戦略課 
 

令和 2 年 9 月にバド
ミントンの桃田賢斗選
手を委嘱し、現在は、要
潤さん、馬渕英里何さん
の計 3 人にふるさと大使
に就任いただいている。 
桃田選手には就任の

メッセージをもらうな
ど、PRの一翼を担っても
らった。JR構内や、高速
インター付近のウエルカ
ムボード設置により、帰
郷者・来訪者への PR を
行った。 

Ｃ 

桃田選手の委嘱以
後は、コロナ感染拡大
もあり、ふるさと大使
としての活動がな
かったため。 

ふるさと大使活用
時にかかる費用のこ
ともあり、一時期に
比べ、効果的な活用
ができていないこと
と併せて、新たなふ
るさと大使の発掘に
ついても今後の課題
である。 
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（２）基本目標②【教育・文化・人権】 

知・体・心を育み、自分らしく暮らせるまち 

2-1.就学前教育・保育 

施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

2-1-1.学び
の芽生えを
育む教育 

1 教育内容の充
実 
 
 
 
 
 
 
 
 
保育幼稚園課 
 

日々の教育・保育活動
や行事を通じて、地域住
民との積極的な交流を進
めるとともに多世代交流
の促進、保護者参加の機
会づくりに努める。また、
地域住民などの理解を得
て、豊かな自然環境を生
かした園外（所外）保育を
充実させる。 

Ｂ 

コロナ禍で行事の
中止はあったが、それ
以前には地区の文化
祭や体育祭、盆踊りに
参加したり、介護施設
等を訪問するなど地
域交流が出来ていた。
また、どんぐり拾いや
農作物の収穫体験な
ど地域特性を生かし
た園外保育を実施し
た。 

コロナ禍で得られ
た気づきや工夫を,
地域交流や行事等に
生かした取り組みが
必要である。 

 2 教職員の資質
向上 
 
 
 
 
 
 
 
 
保育幼稚園課 
 

三豊市就学前教育・保
育推進研究事業におい
て、会計年度任用職員を
含めた保育所・幼稚園・
こども園職員を対象とし
た研修を計画的に実施
し、職員一人ひとりの資
質向上及び教育環境の充
実を図る。 

Ｂ 

コロナ禍で中止に
なった研修もあった
が、香川大学の先生方
に実際の保育をみて
いただき指導を受け
たり、特別支援員に特
化した研修を開催す
るなど、それぞれの立
場にあった研修を受
講することにより資
質向上を図ることが
出来た。 

三豊市就学前教
育・保育推進事業の
研修内容を検討し、
子どもに関わる多く
の保育者が参加でき
るように工夫する必
要がある。 

 3 幼保連携の強
化 
 
 
 
 
 
 
 
 
保育幼稚園課 
 

保育所・幼稚園・こども
園の垣根を超え、保育者
間での共通意識を持ち一
体感を育むため、乳幼児
理解研修会における公開
保育、事例検討、講演会
など実施する。 

Ｂ 

コロナ禍で大きな
講演会等の開催は難
しい状況だったが、保
育所・幼稚園・こども
園職員が合同で事例
研修等においてグ
ループワークを行い
情報交換することに
より、自らの保育につ
なげるなど資質向上
及び交流を図ること
が出来た。 

保育所・幼稚園・こ
ども園の保育者間で
研修を重ねること
で、乳幼児理解につ
いて共通理解をして
いく必要がある。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

2-1-1.学び
の芽生えを
育む教育 

4 特別支援教育
の推進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保育幼稚園課 
学校教育課 
 

発育・発達が気になる
子どもや外国人の子ども
など、特に配慮が必要な
子どもを受け入れ、一人
ひとりの心身の状況やそ
の国々の文化、家庭環境
に沿ったきめ細かな教
育・保育を行う。また、保
護者のニーズだけでな
く、保健師や病院等から
の情報を踏まえ、子ども
の実態に応じた支援員を
配置し、支援を行う。 

Ｂ 

関係機関との情報
連携を深め、子ども一
人ひとりの状況を的
確にとらえた個別支
援計画を作成し、その
子に応じた支援を
行った。また、支援員
の経験等により、効果
的な支援が難しい場
合もあるため、療育・
発達支援の専門機関
や保健師等の協力・訪
問支援を得たり研修
等に参加することで、
知識・技術の向上を
図った。 

三豊市の支援員に
おける資格保持者
は、約 3 割である。
資格保持者不足のた
め採用が厳しい状況
であったが、今後は
資格保持者の採用に
努めるとともに、正
しい知識をもち、見
通しをもって支援を
行うために、支援員
の資質向上が望まれ
る。 

2-1-2.施設
の充実と適
正配置 

1 施設の適切な
維持管理 
 
 
 
 
 
保育幼稚園課 
 

令和 2 年度に作成した
「三豊市就学前教育・保
育施設長寿命化計画」を
もとに、施設の現状と今
後の市の教育・保育施設
再編整備計画を勘案しな
がら、改築・長寿命化を
行う施設を選定し、順次
実施していく。 

Ｂ 

現状を踏まえつつ、
計画に基づき必要な
施設の修繕を行って
いるが、施設数が多い
ため、すべての施設に
手を入れることが難
しい状態である。 

現施設の改修計画
については、園児数
減少や予算規模の縮
小など、不明確な要
素が多いため、具体
的な計画を策定して
いくことが難しい。 

 2 認定こども園
の設置推進 
【重点】 
 
 
保育幼稚園課 
 

施設建替、統合等の計
画のある幼稚園について
は、三豊市就学前教育・
保育総合計画に基づき、
同地域内の幼稚園と統合
し認定こども園の設置を
推進する。 

Ｂ 

令和元年度に策定
した「三豊市就学前教
育・保育総合計画」に
基づいた、幼稚園の統
合及び認定こども園
化を実施できている。 

子どもの減少に伴
う各施設の園児数の
格差があるが、小学
校との連続性を保つ
ためにこの格差がで
きた状態をいつまで
継続させるか。 
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2-2.学校教育 

施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

2-2-1.確か
な学力と豊
かな心身を
育む教育 

1 小・中学校で
の教育内容の充
実 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学校教育課 
 

対話と自問自答がある
学びを通して、多様な他
者と協働し、探究し続け
る力の育成を目指してい
る。確かな学力について
は、学びのトライアング
ルモデル（対話と自問自
答を伴う学習活動・振り
返りの設定、習得・活用・
探究を意識した授業展
開、言語能力・論理的思
考力・批判的思考力の育
成）を意識した授業づく
りを推進している。 

Ｂ 

各教科において生
徒の主体的・対話的な
学びを柱とした授業
づくりに取り組んで
いる。また、居場所づ
くり・絆づくりの推進
と家庭と連携した個
別支援を行っている。 

不登校児童生徒数
が増加傾向にあるた
め、魅力的な学校づ
くりを推進していく
とともに、学校と家
庭、関係機関と連携
した組織的な支援を
行っていく必要があ
る。 

 2 教職員の資質
向上 
 
 
 
 
 
 
 
 
学校教育課 
 

ICT 活用研修や総合的
な学習時間の充実に向け
た研修を行っている。学
校においては、教職員間
で ICT の活用頻度や活用
レベルについて差がある
ため、児童生徒の能力や
特性に応じた学びを行い
つつ、相互に学び合う協
働的な学習を進めていけ
るよう、実態に応じた研
修を実施している。 

Ｂ 

ICT 活用研修を実施
する中で、授業におけ
るICTの活用頻度が高
くなっている。また、
プログラミングやオ
リジナルWebサイト制
作等、実践的な研修を
実施することができ
た。 

実施した研修以外
にも、教職員の実態
やニーズに応じた研
修を実施していく。 

 3 ＩＣＴを積極
的に活用した学
習 
 
 
 
 
 
 
 
 
学校教育課 
 

学校においては、ICT環
境を整備している。また、
タイピング練習やプログ
ラミングの授業、総合的
な学習の時間における探
究学習において ICT 操作
能力の向上を図ってい
る。授業で活用できるア
プリや教材の選定、導
入を行い、その操作方法
や活用方法についての研
修や情報発信をしてい
る。 

Ｂ 

アプリや教材の選
定、導入を行い、その
操作方法や活用方法
についての研修や情
報発信を行い、児童生
徒のICT操作能力の向
上を図っている。 

教職員間で ICT の
活用頻度や活用レベ
ルについて差がある
ため、今後も引き続
き、研修の実施や情
報発信を行ってい
く。また、情報モラ
ル教育の充実を図
る。 

 4 母国語教育の
推進 
【重点】 
 
 
 
 
 
 
 
 
学校教育課 
 

明確な見通し、課題意
識に対して、知識・技能を
活用しながら、課題解決
に取り組んだ。確かな学
力の向上に向けた「学び
のトライアングルモデ
ル」を推進し、授業のあ
らゆる場面で対話が行わ
れることで自問自答する
姿を通して、子どもたち
の情報活用能力や論理的
思考力を育成に向けて取
り組んでいる。 

Ｂ 

授業の中に子ども
たち同士の対話の時
間は設定されること
が多くなったが、論理
的思考力・批判的思考
力を育成する指導が
さらに必要である。 

子どもたちの思考
力をさらに育てるた
めに、ICT を活用し
たプログラミング的
思考の習得を行う。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

2-2-1.確か
な学力と豊
かな心身を
育む教育 

5 外国語教育の
推進 
 
 
 
 
 
 
 
 
学校教育課 
 

中学校での英語に対す
る苦手意識を少なくする
ために、小学校３年生か
ら総合的な学習の中に外
国語活動を位置づけ、5・6
年生の外国語へとつない
でいる。そのために ALT
や英語の非常勤講師、中
学校英語教諭と連携し、
中学校英語に必要な素
地を学ぶ授業を進めてい
る。 

Ａ 

学級担任だけでな
く、関係職員と連携し
ながら授業をするこ
とで、児童生徒は楽
しんで学習をするこ
とができている。 

基本的な知識・技
能は少しずつ身に付
いているが、「書くこ
と」「聞くこと」につ
いての思考力・判断
力・表現力には課題
が見られる。 

 6 理科等教育環
境の充実 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学校教育課 
 

香川県の「学びの支援
隊」制度を活用し、理科
の授業の充実に取り組ん
でいる。 
算数についても、

ティームティーチング指
導や習熟度別少人数指導
など、学力向上に向けて
工夫して取り組んでい
る。 
理科教育設備整備費等

補助金を活用して、理科・
算数・数学設備を計画的
に整えている。 

Ｃ 

香川高等専門学校
との包括協力協定に
基づいた取組が十分
に行われていない。 

香川高等専門学校
との連携を密にし
て、取組を行ってい
く必要がある。 

 7 学校給食の充
実 
【重点】 
 
学校給食課 
 

学校給食における地場
産農産物の消費拡大を図
り、地産地消の推進に取
り組んだ 

Ｄ 

・地産地消の推進率 
 54.3%（県産） 
 10.7％（市産） 
・北部学校給食セン
ター整備の目途が
立っていない 

北部学校給食セン
ターの整備 

 8 学校図書館機
能の充実 
 
 
 
学校教育課 
 

学校司書が中心とな
り、学校図書館の環境整
備を行い、児童生徒の豊
かな読書活動と学びを支
える学校図書館機能の充
実を進めている。 

Ｂ 

読み聞かせや各教
科等の学習支援、委員
会活動等に対する支
援や助言、図書館だよ
りの発行を行い、読書
活動推進に向けた取
組を行っている。 

学校司書配置につ
いて、引き続き、配
置促進に努める。 

 9 不登校対策教
育支援センター
の運営 
 
 
 
 
学校教育課 
 

教育支援センターの活
用を通じて、不登校児童
生徒の学びの保障ができ
るよう学校と連携を図り
ながら支援を行ってい
る。 

Ａ 

学校と教育支援
センターが連絡を密
に取ることで、新学期
に学校復帰すること
ができるようになっ
た児童生徒がいたり、
問い合わせも増えた
りしている。 

教育支援センター
は不登校児童生徒へ
の支援の中核的な役
割を果たせるよう、
社会的自立に向けた
支援や学校復帰のた
めの支援をする場だ
ということを広く知
らせていく。 



 

57 

施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

2-2-1.確か
な学力と豊
かな心身を
育む教育 

10 小学校 ス
クールカウンセ
ラーの派遣 
 
 
 
 
 
 
学校教育課 
 

各小学校にスクールカ
ウンセラーを配置し、児
童、保護者に対してカ
ウンセリングを行ってい
る。必要に応じて関係職
員と情報共有を行ってい
る。 
また、児童を対象に「こ

ころの授業」を行い、児
童の心のサインに気付け
るようにしている。 

Ｂ 

保護者の相談件数
も増えてきているこ
とに加えて、教職員か
らの相談も増えてき
ている。 

保護者の相談件数
は増えてきている
が、学校によって差
がみられる。 

 11 特別支援教
育の推進 
 
 
 
 
学校教育課 
 

各学校に特別支援教育
支援員を配置し、教職員
と連携しながら、個に応
じた支援を行っている。 

Ｂ 

特別支援教育支援
員の配置によって、
個々の児童生徒に応
じた適切な支援を
行っているが、支援員
の経験等により、効果
的な支援が難しい場
合もある。 

小・中学校に対し
て必要な特別支援教
育支援員を配置し、
支援員の資質向上の
ため、研修会に参加
する機会を増やし、
個に応じた支援がで
きるようにする。 

 12 小・中学校教
育扶助の実施 
 
 
 
 
 
学校教育課 
 

学校または学校教育課
が窓口となり、認定要
件を満たし、申請した保
護者に対して認定を行っ
た。また、リーフレット、
HP等での周知や、学校や
子育て支援課と連携して
個別に案内するなど、制
度周知を行った。 

Ａ 

受給申請について
は、年度当初だけでは
なく通年受付を行っ
ている。また、就学援
助費については入学
前申請の割合も増加
している。 

周知については、
何度もリーフレット
配布等を行うなど、
周知に努めることが
できたが、今後はさ
らなる周知徹底を目
指す。   

 13 貧困家庭の
学習支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福祉課 
人権課 
 

「低学歴による低所得
が差別を再生産する」こ
とを踏まえ、隣保館及び
児童館において児童・生
徒に高校進学までの実
力を付けさせるととも
に、教室とは別環境によ
る学習で交流を深めるこ
とを目的として、地元小
中学校の協力のもと、実
施した。また、市内在住
の中学生及び市内中学校
に在籍する中学生を対象
に参加費無料の学習支援
教室を開催。教室はＮＰ
Ｏ法人や社会福祉協議
会、教員ＯＢ、学生スタッ
フ等と連携して年間３０
回程度を実施しており、
学業の習熟度に応じた個
別指導を行っている。 

Ｂ 

現役の教諭に教え
ていただくことがで
き、より学校の授業に
即した内容での学習
会ができた。学習支援
教室については、当初
中学３年生のみ対象
としていたが、現在は
全学年に拡充。コロナ
禍においてもオンラ
イン授業を実施する
など、関係機関と連携
して参加者に寄り
添った支援ができて
いる。 

参加者数の減少に
よる今後のあり方や
参加者の習熟度に差
異が大きく、身体面
や精神面で問題を抱
えている児童もいる
ことから、指導が困
難な場合があるこ
と。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

2-2-2.施設
の充実と適
正配置 

1 学校施設の適
切な維持管理 
 
 
 
 
 
 
 
 
教育総務課 
 

経年劣化した学校施設
が多い中、長寿命化計画
により優先順位をつけ、
子どもたちの安全安心の
ため、国庫補助を活用し
た施設修繕工事等に務め
た。 

Ｂ 

限られた予算の中
で国庫補助金を活用
して、児童・生徒の安
心・安全な教育環境の
確保に努めることが
できた。一方、トイレ
洋式化率が目標を下
回った事から B とす
る。 

トイレ洋式化につ
いては目標値を下
回っているが、必要
箇所の施工が完了し
たため一旦終了とす
る。年数が経過した
学校施設が多いこと
から、児童生徒の安
心・安全な教育環境
の整備が遅れないよ
う迅速な対応が必要
である。 

 2 学校の再編整
備 
 
 
 
 
 
 
 
 
教育総務課 
 

コロナ禍で豊中地区の
地元説明会の開催や協議
が延期になったが、令和8
年 4 月の統合に向けて再
編整備を進めた。また、
予定より遅くなったが、
適正規模・適正配置検討
委員会からの答申を受
け、『三豊市立学校再編整
備基本方針（改訂版）』を
策定中である。 

Ｂ 

新型コロナウイル
ス感染症の影響によ
り、豊中地区の地元説
明会や協議が延期と
なったが、地域と真摯
に向き合い再編整備
の重要性などを丁寧
に説明するなど理
解を求め、統合に向け
て進むことができた。
目標値を下回った事
からBとする。 

『三豊市立学校再
編整備基本方針（改
訂版）』を策定し、必
要な地域の再編整
備を進めなければな
らない。 

 3 スクールバス
の運行 
 
 
 
 
 
教育総務課 
 

学校の統廃合により遠
距離通学となる児童・生
徒について、通学支援策
としてスクールバスの運
行を行った。今年度、新
たな統廃合によるスクー
ルバスの運行は行ってい
ない。 

Ｂ 

児童・生徒の通学支
援策として、コロナ禍
においても消毒を実
施するなどして安全
安心なスクールバス
の運行に務めたこ
とを評価する。新たな
統廃合もなかったこ
とからBとする。 

統廃合を行ってい
ない地域でも、遠距
離通学の児童・生徒
がいることから、通
学支援策の要否につ
いて検討する必要が
ある。 
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2-3.スポーツ 

施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

2-3-1. ス
ポーツの振
興 

1 スポーツ人口
増加の促進 
 
 
 
 
 
 
 
 
スポーツ振興課 
 

市民向けにウォーキン
グイベントを開催した
り、市子ども会と協力し、
子ども会のイベントの際
にニュースポーツ体験を
実施した。 
コロナ禍以降は、活動

が軒並み中止となった。 

Ｃ 

2020年度以降は、コ
ロナ禍によりスポー
ツ活動全般が中止、縮
小となり、ニュース
ポーツの普及に向け
た教室の開催が十分
に行えなかった。 

ウォーキングイ
ベントや体力測定
会、ニュースポーツ
出前教室など、数年
かけて市民に根付い
てきたものが、数年
間中止を余儀なくさ
れた。コロナ前のよ
うに、多くの市民に
参加いただけるよう
取り組む必要があ
る。 

 2 体育協会によ
る自主的活動の
促進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
スポーツ振興課 
 

コロナ禍で、スポーツ
関係事業は軒並み中止・
縮小を余儀なくされた
が、開催が可能になると、
感染対策をとりながら各
種大会が行われるように
なった。各町での大会や
専門部の市民を対象とし
た会長杯や市民スポーツ
フェスティバル、初心者
教室などが開催された。 
また、幼い頃から体を動
かすことの楽しさを発見
してもらえるよう、幼児
～低学年を対象に遊びな
がら多様な体の動きを身
につけることができる運
動教室（アクティブチャ
イルドプログラム）など
も開催された。 

Ｃ 

2020年度以降は、コ
ロナ禍によりスポー
ツ協会所属の各団体
による活動の多くが
中止、縮小となったた
め、十分な活動が行え
なかった。 

コロナ禍による長
期間の活動休止を余
儀なくされたスポー
ツについては、これ
まで行われてきた活
動に対するモチベー
ションの低下が危惧
される。 

2-3-2. ス
ポーツ施設
の充実 

1 施設利用の促
進 
 
 
 
 
 
スポーツ振興課 
 

2021年度に改修工事を
実施した市総合体育館に
ついて、ランニングコス
トの低い空調を整備した
という特徴を活かし、市
民に利用しやすい料金設
定としたことで、平日も
含めて稼働率が非常に上
昇した。 

Ｂ 

市総合体育館につ
いて平日の稼働率が
大幅に上昇した。 

他の施設について
も、多額の費用を伴
わないやり方で、平
日の稼働率を上げて
いく方策を考える必
要がある。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

2-3-2.スポ 
ーツ施設の
充実 

2 計画的な施
設・設備の整備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
スポーツ振興課 
 

老朽化した宝山湖公園
グラウンドの改修工
事を、2021年度から2022
年度の 2 か年で実施し、
ハイレベルなスポーツ施
設として整備した。 

Ｂ 

グラウンドの改修
整備により、プロサッ
カークラブの練習拠
点として利用される
予定であり、今後は地
方創生拠点施設の整
備も行われ、民間活
力を活用した「教育」、
「健康」、「ツーリズ
ム」など多角的な事業
展開による地域のに
ぎわい創出が期待で
きる。 

宝山湖公園の施設
用地が、水資源機構
の所有地であるた
め、用地の取得に向
けて協議を進める必
要がある。 

 3 指定管理者制
度の導入 
 
スポーツ振興課 
 

緑ヶ丘総合運動公園、
たくまシーマックスにつ
いて、指定管理者制度を
活用し管理・運営を行っ
ている。 

Ｂ 

指定管理者制度に
より、民間のノウハ
ウを活用した各種取
り組みが実施できて
いる。 

宝山湖公園につい
て、指定管理者制度
の導入を進める必要
がある。 

 4 施設の安全性
の確保 
 
スポーツ振興課 
 

2020年度に、仁尾町体
育センターの耐震改修そ
の他改修工事を実施し
た。 

Ｂ 

計画通り、円滑に改
修工事を実施するこ
とができた。 

未耐震施設が残っ
ている。 

2-3-3.アス
リートの育
成支援 

1 地域クラブ
チームの育成と
支援 
【重点】 
 
 
スポーツ振興課 
 

2022 年度に、地域ス
ポーツの活性化、地域ク
ラブチームの支援や人材
育成、部活動の地域移行
などを行うことを目的と
して一般社団法人三豊市
文化・スポーツ振興事業
団を設立した。 

Ｂ 

三豊市文化・スポー
ツ振興事業団が設立
されたことで、校区や
市域を越えた地域ク
ラブチームの支援や
人材育成を行うこと
ができる。 

事業の実施主体と
なる三豊市文化・ス
ポーツ振興事業団の
組織体制の充実が必
要である。 

 2 地域プロス
ポーツ団体や地
元出身選手との
交流 
【重点】 
 
 
 
 
 
 
 
 
スポーツ振興課 
 

地域プロスポーツ団体
による学校訪問及びホー
ムタウンデーを行った。 
インターハイ男子バ

レーボールの会場となっ
たことから、地元スポー
ツ少年団を招待し、全国
レベルのアスリートの技
術・パワーを目の前で感
じてもらった。 
プロバスケットボール

の試合を開催し、市内ス
ポーツ少年団・中学校バ
スケットボール部を招待
した。 

Ｂ 

ホームタウンデー
やスポーツ教室を定
期的に開催すること
で、多くの子どもたち
にスポーツへの興味
や関心を持ってもら
えた。 

財政面の問題もあ
り、開催回数を増や
すことが難しい。ま
た、競技の偏りもあ
る。 
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2-4.生涯学習 

施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

2-4-1.生涯
学習の促進 

1 生涯学習活動
の支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生涯学習課 
 

三豊市子ども会育成連
絡協議会は、年間３回の
「子ども広場」の実施と
各町子ども会育成連絡協
議会・各校区子ども会連
絡協議会の活動支援を行
う。 
三豊市ＰＴＡ連絡協議

会は各町のＰＴＡ活動を
支援するとともに、母親
代表委員会・広報編集委
員会・健全育成委員会の
３委員会が自主的に活
動を行う。また、市民会
議と共催で教育講演会
等を実施する。 

Ｂ 

市子連主催の子ど
も広場を３回開催し、
延べ２７２名の参加
があった。また、３町
子連１７校区子連の
活動支援を行った。 
市Ｐ連の活動は、当

初計画通り実施する
ことができた。また、
指導者研修会には８
７名、教育講演会には
約３００名の参加が
あった。 

市子連・市Ｐ連と
もにコロナ禍以降、
団体不要論が多くの
保護者や学校関係者
から聞かれるととも
に、活動の縮小や廃
止等、活性化を図る
のが難しい。また、
加入が任意であるた
め、加入会員は減少
傾向にある。 

 2 家庭教育活動
の充実 
 
 
 
 
 
生涯学習課 
 

幼稚園、小学校、中学校
において家庭教育学級を
実施し、保護者への啓発
活動を行うことで、家庭
における教育力の向上を
図る。 

Ｂ 

家庭教育学級開講
数は、１中学校、３小
学校、１２幼稚園の計
１６学級であった。教
育講演会や親子体験
活動を多く取り入れ
ることで、子育てにつ
いての知識等を高め
ることができた。 

市内全幼稚園で実
施している状況であ
るが、小・中学校で
の開講数が少ない。 
予算の大幅な削減

により、十分な活動
支援が行えていな
い。 

 3 生涯学習関連
施設の有効活用 
 
 
 
 
 
生涯学習課 
 

老朽化した社会教育施
設の修繕を計画的におこ
なった。 
大浜地区、大見地区に

おいて、複合型又は機能
集約をすることで新たな
地域コミュニティの場の
整備を計画、実施してい
る。 

Ｃ 

未耐震施設の廃止
に向けた調整をする
一方で、既存団体との
調整がうまく進めら
れていない。 

施設の老朽化によ
る修繕費用が年々増
えている。地域ごと
の特性があるため、
画一的なルールで事
業をすすめることが
難しい。 

 4 未来の夢をか
なえる人材育成 
【重点】 
 
生涯学習課 
 

土曜日教育支援体制等
構 築 事 業 に つ い て
は、2020年から実施して
いない。 

Ｄ 

現在は実施してい
ない。 
 

 

2-4-2.公民
館活動の充
実 

1 幅広い年代の
学習活動の促進 
 
 
 
 
 
 
生涯学習課 
 

各地区公民館の特色を
活かした講座・公民館活
動を実施した。年度初め
に公民館だよりを発行し
講座の周知を行い、HPや
LINEにも掲載し受講生を
募集した。また、活動内
容は HP に掲載し多くの
人の目に留まるよう心が
けた。 

Ｂ 

子どもの居場所づ
くりや家庭教育を含
めた子どもに対する
講座を実施した。新型
コロナウイルス感染
対策により制限され
ていた活動も再開で
き男の料理教室や
コーラス活動ができ
た。 

日中の講座が多い
ため働いている現役
世代の参加が少な
い。親子講座は学校・
園への周知ができる
がそれ以外はなかな
か難しい。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

2-4-2.公民
館活動の充
実 

2 交流活動の充
実 
 
 
 
生涯学習課 
 

公民館活動に地域の人
や各種団体、放課後児童
クラブ等を巻き込みなが
ら、環境学習や、防災教
室、人形浄瑠璃教室等に
取り組んだ。 

Ｂ 

放課後子ども教室
により、地域の大人と
子どもがつながる
きっかけづくりにな
るとともに、伝統芸能
の後継者育成にも繋
がっている。 

市内で１箇所しか
実施していないた
め、開催箇所を増や
す必要がある。 

 3 地区公民館の
機能集約 
 
 
 
 
 
 
 
生涯学習課 
 

詫間地区・大浜地区・大
見地区については、市民
センター詫間、及び各地
域交流館への公民館機能
の集約を進めている。 

Ｃ 

他部局との連携に
より、未耐震の施設の
利用停止と併せて、機
能集約を進めている。 

地域ごとの特性が
あり、画一的な整備
は難しい。 
学校統廃合や支所

機能、コミュニティ
センターなど関係部
局との連携が必要で
ある。 
また、ハード整備

に当たっては財源確
保が課題となる。 

2-4-3.図書
館機能の充
実 

1 中央図書館機
能の整備 
 
 
 
 
 
生涯学習課 
 

選書の一元化（1 次選
書：各館司書⇒2次選書：
みとよ未来司書）を実施。
複本数を制限し、幅広く
蔵書資料の拡大（タイト
ル数の増）を図る。 

Ｃ 

みとよ未来図書館
において蔵書構成の
検討や選書の一元
化を実施することは
できたが、中央図書
館を中心とした体制
づくりを計画的に進
めることができな
かった。 

中央図書館の役割
や各館の業務分担に
ついての取り決めが
確立できていないの
で、例規、マニュア
ル等による明文化が
必要である。 

 2 子どもの読書
活動の推進 
 
 
 
 
 
 
 
生涯学習課 
 

ブックスタート事業
（ファーストブック）は
４ヶ月検診時に絵本の配
布を行っており、配布率
はほぼ１００％である。
また、令和２年にはみと
よこども図書館を開館し
た。 

Ｃ 

アンケート結果等
から、現状は絵本の配
布にとどまっており、
事業の意義・効果等に
ついての発信が十分
に実施できていない。 

幼少期からの家庭
での取り組みが、児
童・生徒の読解力・
表現力の育成に重要
であることを広く認
識してもらう施策が
必要である。財政面
から見送っているセ
カンドブックについ
ても積極的に検討し
なければならない。 

 3 レファレンス
機能の強化 
 
 
生涯学習課 
 

各館の特色を規定した
三豊市図書館資料収集方
針及び除籍基準を制定
し、各館の特色に応じた
資料収集を行っている。 

Ｃ 

各館の特色に合わ
せたレファレンスは
できているが、全体的
な計画性を持った実
施が十分に進められ
ていない。 

引き続き各館の特
色に応じた資料収
集を続けながらも、
総合的なレファレン
スが可能な方法を模
索する必要がある。 

 4 市民ニーズの
把握 
 
 
 
生涯学習課 
 

ご意見箱の設置や図書
館主催のイベント、ブッ
クスタート等でアンケー
ト調査を行い、市民ニー
ズの把握に努めた。開館
時間延長を試験的に行っ
た。 

Ｃ 

新型コロナの影響
等もあり、ワーク
ショップの継続的な
開催ができていない。 

イベントやワーク
ショップの開催や、
時勢にあわせた市民
ニーズの把握方法を
検討する必要があ
る。 
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2-5.郷土歴史・文化 

施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

2-5-1.文化
芸術活動の
促進 

1 自主的な文化
協会活動の促進 
 
 
 
 
生涯学習課 
 

会報誌「文化みとよ」を
発行、配布することで、
広く市民に活動を知らせ
ることができた。 
特に、俳句部門の交流

が盛んに行われ、定期的
に情報交換等を行ってい
る。 

Ｂ 

会報誌を発行する
ことにより、会員獲得
につながっている。俳
句部門でクラブ間の
交流が活発に行われ、
市民も巻き込んだ事
業への発展を目指せ
ている。 

文化協会の会員や
指導者の高齢化によ
り、会の存続が危ぶ
まれるクラブがあ
る。 

 2 文化祭の活性
化 
 
 
 
 
生涯学習課 
 

文化協会会員の高齢化
が進む中、文化祭の活性
化を図るため、運営方法
の見直し、来場者の獲得
方法を検討し、新規の催
し物を企画して開催し
た。 

Ｂ 

地区文化祭は、会員
の負担を軽減できる
よう一部を業者に委
託し実施した。また、
子どもの作品やダン
ス等の発表の場を設
けることで、賑わいを
生むことができた。 

市の文化祭におい
ては、開催場所が固
定しているため、遠
方の人にとっては参
加しづらいとの声が
ある。 

2-5-2.文化
芸術イベン
トの充実 

1 文化会館にお
ける事業の充実 
【重点】 
 
 
 
 
 
生涯学習課 
 

音楽・映画・伝統芸能な
ど多彩な自主文化事業を
開催した。コロナ禍にお
いても国・県の指針をは
じめ、感染対策ガイドラ
インを遵守しつつ、創意
工夫をしながら市民に対
し文化芸術活動の機会を
提供した。 

Ｂ 

施設の老朽化や、周
辺環境の変化が大き
い中、年齢層や地域
性を考慮した自主文
化事業を行うことで、
効率的かつ有効な管
理運営ができている。 

大規模改修工事・
周辺整備等、館の運
営に制限がかかる期
間が続く。また、市
民センター完成後に
は、支所や団体が移
転することで、市民
の往来が減りイベン
ト等の周知の機会が
減少する。 

2-5-3.文化
財の保存と
活用、歴史
の継承 

1 発掘調査の実
施 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生涯学習課 
 

紫雲出山遺跡は発掘調
査を行ったことにより、
学術的価値が認められ、
国指定史跡となった。 
開発工事が行われる船

越遺跡は発掘調査によ
り、記録として保存する
ことができた。 
市内遺跡で調査ができ

ていないものについて
は、年に２～３箇所調
査を行うことで、調査事
例の蓄積が進んでいる。 

Ｂ 

紫雲出山遺跡を史
跡にすることで、文化
財保護法による保護
に万全を期すことが
できた。 
船越遺跡は調査・記

録により、後世に伝え
る資料を得た。 
市内遺跡の状況把

握が進んだことで、各
種工事等による連絡
調整が以前よりもス
ムーズに行えるよう
になった。 

開発工事に伴う発
掘調査が増加してい
るが、人員が不足し
ているため、出土品
の整理や報告書の作
成に遅延が生じてい
る。 
三豊市全体の文化

財保護の今後のあり
方を示すため、文化
財保存活用地域計
画を策定する必要が
ある。 

 2 文化財保護の
推進 
 
 
 
生涯学習課 
 

文化財保護協会の協
力を得て、市内に点在す
る文化財の看板の現状を
把握し、その情報を元に、
傷みのひどいものについ
て、計画的に修繕を進め
ている。 

Ｂ 

市内のすべての看
板を文化財保護協会
と連携し、確認するこ
とで、地域の文化資源
の価値の再認識につ
ながっている。 

文化財保存活用地
域計画を策定するに
は、市域の文化財を
正確に把握する必要
がある。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

2-5-3.文化
財の保存と
活用、歴史
の継承 

3 文化財を活用
した生涯学習の
充実 
 
 
生涯学習課 
 

コロナ禍により、各種
講座の開催は制限された
が、市内小・中学生を対
象に、庁舎内で連携し桜
の保全と紫雲出山遺跡に
ついての学習会を開催し
た。 

Ｂ 

国内外から注目さ
れている紫雲出山の
桜の保全活動と遺跡
について学ぶことで、
身近な資源の価値を
再認識し、誇りを感じ
る機会を創出できた。 

開発工事による発
掘現場や埋蔵物の整
理に追われているた
め、講座や体験教
室を開催するための
人員が不足してい
る。 

 4 後継者の育成 
 
 
 
生涯学習課 
 

伝統文化の後継者育成
や用具の修繕等について
は、補助金等による支
援を行った。 

Ｃ 

補助金等での団体
の支援はできている
が、後継者の育成活動
にはつながっていな
い。 

団体の持続的な活
動につなげるため、
団体の活動や、会員
募集等について、HP
や SNS により周知を
行う必要がある。 
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2-6.青少年育成 

施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

2-6-1.青少
年の健全育
成 

1 街頭パトロー
ルや街頭補導活
動の推進 
 
 
 
 
 
 
少年育成セン
ター 
 

特別補導、薄暮補導、駅
前早朝補導、小学校周辺
パトロール、昼間補導・
夜間補導を計画的に行っ
ている。７地区補導員会
と育成センター職員が連
携を取りながら効果的に
実施している。安全安心
パトロール隊は青色回転
灯装着車で小学生下校時
に校区内をパトロールし
ている。 

Ｂ 

７地区補導員会が
自主的に薄暮補導
等を実施する体制を
築くことができた。ま
た、センター職員は重
点補導箇所を継続的
に巡回できるように
なり、問題行動の抑止
に効果があった。 

７地区補導員会の
自主的な補導活動
は、始まったばかり
で、その意識面で活
動に差が出ている。
安全安心パトロール
隊隊員や補導員の高
齢化が今後、職務の
遂行に大きな障害と
なっている。 

 2 広報キャン
ペーンや補導体
験活動の実施 
 
 
 
 
 
 
 
少年育成セン
ター 
 

７・８月の「夏の青少年
非行・被害防止県民運動」
期間中、１１月の「子ど
も・若者育成支援強調月
間」には、少年を守る会
会員と広報活動や補導活
動を行っている。各ＪＲ
駅前や大規模小売店舗
で、喫煙防止、地域安全
防犯、自転車盗難防止、
万引き防止・特殊詐欺防
止の各種キャンペーンを
精力的に行っている。 

Ｂ 

重点期間の広報・啓
発活動は年中行事と
して定着しつつある。
特にキャンペーンは
直接市民にチラシ
等を配布することで
健全育成活動の意
義を伝えることがで
きた。 

さまざまな広報媒
体がある中で広報車
による啓発活動を１
か月あまりやってい
るが、その効果に疑
問が残る。駅前や大
規模小売店舗での
キャンペーンは有効
であるが、配布物に
工夫がいる。 

 3 環境浄化活動
の実施 
 
 
 
 
 
 
 
少年育成セン
ター 
 

７地区の「少年を守る会
会員」が各地区にある白
ポスト（有害図書・有害
DVD等回収ポスト)を月に
１回巡回し、白ポスト内
の有害図書・有害 DVD
等を回収して処分する。
そして、その種類と数を
報告する。その折に白ポ
ストの状況を報告し、修
繕等維持・管理を行う。 

Ｂ 

継続的に白ポスト
内の有害図書や有害
DVD の回収・記録を行
うことができている。
また、その維持・管理
も適切に行われてい
る。 

有害図書や有害映
像の変遷があり、回
収する媒体が変化し
てきた。特にイン
ターネット環境の進
歩により有害環境の
定義を考え直す必要
がある。また、違反
屋外広告物の撤去や
清掃活動、美化活動
への取組も必要であ
る。 

 4 各学校等との
協働活動や特別
補導の充実 
 
 
 
 
 
 
少年育成セン
ター 
 

三豊市内の中学校、高等
学校、警察との連携のた
め月１回、常駐会を開催
している。市内の少年の
現状や各校の状況を共有
しながら青少年の健全育
成を図っている。小中高
の生徒指導主事の研修会
も年１回開催し、小中高
の指導の連携や課題解決
について話し合ってい
る。 

Ｂ 

学校と警察、育成
センターが定期的に
常駐会を開催するこ
とができ、担当者間の
課題の共有が図れて
いる。薄暮補導でも各
校の教員が参加する
ことで事前の問題行
動回避ができている。 

働き方改革の波が
健全育成の世界にも
浸透しつつある。時
間外の街頭補導や健
全育成活動が縮小し
つつある。関係機関
と学校が連携するこ
とにより、その支援
方法を探る必要があ
る。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

2-6-1.青少
年の健全育
成 

5 相談活動の広
報・啓発活動の
推進 
 
 
 
 
 
 
 
少年育成セン
ター 
 

幼児期・小学校期・中学
校期のリーフレット「み
とよの子育て５つのすす
め」を各保幼小中に配布
している。夏休みには「家
族ふれあい・あいさつ運
動・わたしの夢」をテー
マにした絵画と標語を募
集し、１２月の青少年健
全育成市民会議「表彰式・
講演会」で表彰しカレン
ダーを作成し、関係機関
に配布している。 

Ｂ 

保護者や教員の相
談に対しては広報誌
やリーフレットの効
果があった。青少年健
全育成市民会議「表彰
式・講演会」では多く
の参加者が講演を聞
くことで、健全育成に
対する意識が高まっ
た。 

現在、育成セン
ターでは電話・来所・
訪問の３つの相談方
法がある。最近は、
SNS を使った相談な
どが若い人の間で増
加している。相談活
動の広報・啓発活動
にも SNS の活用が必
要である。 

 6 相談体制の充
実 
 
 
 
 
 
少年育成セン
ター 
 

専門相談員を中心に育
成センター職員全員で相
談活動に当たる。各職員
の専門分野を生かし相談
内容に応じた対応ができ
るよう常に報告・連絡・
相談を確実に行う。また、
学校や関係機関との連
絡・調整・協働を図り、課
題解決に対応する。 

Ｃ 

電話相談で、不登校
気味の児童とのかか
わりから、その保護者
への支援が可能にな
り、再登校に繋がっ
た。また、学校との連
携も図ることができ
児童の負担も軽減で
きた。 

不登校や引きこも
りの相談には、様々
な背景があり育成
センターだけでは対
応が困難である。各
関係機関との連絡・
調整が必要であり、
その課題解決には、
かなりの時間と労力
が必要である。 
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2-7.人権尊重社会 

施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

2-7-1.人権
尊重社会の
形成 
 

1 市民意識に基
づく啓発活動の
推進 
 
人権課 
 

市民意識調査の結果に
基づき、人権・同和問題
講演会のテーマや講師選
定を行い、また、広報み
とよや HP への記事掲載
等を実施した。 

Ｂ 

意識調査の結果に
基づいて、計画的に
テーマを定めた活
動を実施できた。 

増加しているＳＮ
Ｓ等を利用した人権
侵害への対策 

 2 多様な性を認
め合う社会づく
り 
 
 
 
 
 
人権課 
 

2020 年にパートナー
シップ宣誓制度・2022年
にファミリーシップ宣誓
制度をいずれも県内市町
で初めて導入し、当事者
及び当事者団体と協働
し、啓発ポスターやパン
フレットの作成や、講演
会や意見交換会など、精
力的に実施した。 

Ｂ 

法的効力はないが、
パートナーシップ宣
誓制度の導入が当事
者の心の支えになり、
性的マイノリティに
対する市民の理解を
増進することができ
た。 

同性婚が認められ
ない現状では、更な
る行政サービスの拡
大を図っていく。 

 3 人権課題解決
に向けた活動の
促進 
 
 
 
 
人権課 
 

公民館における人権講
演会への支援などを実施
し、また、三豊市企業人
権・同和推進協議会への
加入促進及び講演会・研
修会への参加促進とし
て、入札参加資格審査の
際の発注者加点を実施し
た。 

Ｃ 

限られた予算の中
で可能な限りの支
援を実施しつつも、現
手段では限界を感じ
ている。 

歳出を伴わない手
段による支援の模索 

 4 人権と福祉の
まちづくり 
 
 
 
 
人権課 
 

各地区にある人権と福
祉のまちづくり団体と市
役所関係各課への連絡・
調整を実施。 
また、各隣保館において
地元の高齢世帯への見回
り活動や配食サービスな
どを実施した。 

Ｂ 

各隣保館の主体的
な活動において地域
連携を主軸とした活
動を実施している。 

なし 

2-7-2.人権
教育の推進 

1 人権教育研修
等の開催 
 
 
 
 
 
学校教育課 
人権課 
 

幼稚園や学校で教員経
験のある２名の人権教育
指導員を配置し、就学前
（幼稚園、保育所、こど
も園）を含め、人権教育
の指導・助言を行った。
また、市内７町の公民館
で主に高齢者を対象に人
権に関する講演を行っ
た。 

Ｂ 

年間計画に沿って
人権教育及び啓発を
実施できた。 

人権講演会が講義
形式で行われてお
り、知識伝達しかで
きていない。人権を
自分事として捉えさ
せるために、講演会
の構成を変える必要
がある。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

2-7-2.人権
教育の推進 

2 人権教育の拠
点施設の活用促
進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人権課 
学校教育課 
 

市内５集会所のうち仁
尾浜集会所に会計年度任
用職員の管理人１名を配
置し、主に地域住民を対
象に文化教室（ヨガ、パ
ソコン、手芸の３教室）を
定期的に開催している。
また、前田集会所及び勝
間集会所は隣保館・児童
館に併設されているた
め、隣保館等職員が児童
の居場所として活用した
り、近隣住民が自主活
動を通じた交流の場とし
て活用している。 

Ｃ 

各施設の特徴に合
わせて、有効に利用さ
れている。 

利用の少ない２集
会所の活用を図る必
要がある。 

 3 人権関係団体
の支援と指導者
の育成 
 
 
 
 
人権課 
学校教育課 
 

市内の人権関係団体が
主に小中学校の人権学
習を参観し、学習の内容
や伝え方について授業担
当者と意見交換を行って
いる。また、年４回、学校
の校長や人権同和教育担
当の教員と意見交換を実
施している。 

Ｂ 

年間計画に沿って
学校の人権学習に関
する意見交換を行っ
た。人権関係団体関係
者と教職員が人権教
育に関して共通の認
識や理解をもつこと
で、学校の人権教育の
質を高めることがで
きた。 

特になし 

 4 児童館事業の
推進 
 
 
 
人権課 
学校教育課 
 

児童館は、遊びを通じ
て児童の健全育成に資す
るという基本理念の元、
日々の放課後児童クラブ
活動のほか、硬筆・手芸・
英会話・お話などのクラ
ブや教室活動を実施して
いる。 

Ｃ 

コロナ禍にありな
がらも、感染対策を期
したうえで、一部の行
事は中止にせざるを
得なかったが、ほぼ年
間計画に沿って活動
ができた。 

地域との交流 

2-7-3.活動
拠点の充実 

1 相談事業の推
進 
 
 
人権課 
 

各隣保館において相談
窓口を常時開設してお
り、様々な生活相談を受
ける。また、ハローワー
クと連携した就労相談を
定期的に実施した。 

Ｂ 

地域のコミュニ
ティセンターとして、
地域の実情に応じた
活動を展開できた。 

他課との連携 

 2 地域交流事業
の促進 
 
 
 
人権課 
 

コロナ禍においては、
活動自粛をせざるを得な
かったが、徐々に、感染
対策との調和をとりつつ
活動を活発化することが
できた。 

Ｂ 

コロナ禍において
安易に活動自粛を行
うのでなく、地域との
関係性を切らさない
よう感染対策を施し
つつ、可能な限りの活
動を実施した。 

なし 

 3 拠点施設の適
正管理 
 
 
 
人権課 
 

施設・備品等の適切な
使用に努めるとともに、
修繕についても緊急性の
有無等により優先順位を
つけるなど、限られた予
算の中で有効な施設営繕
に務めた。 

Ｃ 

安全・安心を優先し
つつも、年々老朽化す
る建物全体に対する
営繕については未対
応であった。 

老朽化に対する対
応 
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2-8.男女共同参画社会 

施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

2-8-1.女性
活躍の推進 

1 男女共同参画
に向けた意識改
革の推進 
 
人権課 
 

経営者向け女性活躍推
進セミナーの開催や企業
人権・同和推進協議会の
活動により企業経営者や
人事担当者向けの啓発活
動を実施した。 

Ｂ 

男女共同参画ネッ
トワーク協議会の毎
月開催など精力的に
活動を実施した。 

男性の家事・育児
に関する啓発活動 

 2 家庭・職場・
地域における男
女共同参画の促
進 
 
 
人権課 
 

経営者向け女性活躍推
進セミナーでの啓発活動
の他、広報紙において啓
発を行い、男女共同参画・
性の多様性に関する啓発
活動事業補助金制度の実
施など、環境づくりに取
り組んだ。 

Ｂ 

経営者・人事担当者
など、従業員のワー
ク・ライフ・バランス
に影響を与える立場
の方に参加いただい
てのセミナーを実施
した。 

全体及び男性参加
率の上昇 

 3 政策・方針決
定過程への女性
参画の促進 
 
 
 
 
人権課 
人事課 
 

協力を広く呼びかけ、
各部署における各委員や
協議会等への女性の参
画を促した。また、マネ
ジメント研修等への参
加を通じて意識改革を図
るとともに、計画的に女
性管理職を配置した。 

Ｂ 

成果指標からも、目
標数値に向かって微
増ではあるが、着実に
増加傾向とすること
ができた。また、女性
管理職数の配置によ
り、市の様々な施策へ
の反映ができている
と考える。 

職員の年齢構成や
その他要因等を分析
し、女性職員の配置
数の多寡について検
討していく必要があ
る。 

2-8-2.あら
ゆる暴力の
根絶 

1 ＤＶへの対策
の推進 
 
 
 
 
 
子育て支援課 
人権課 
 

広報紙や HP への記事
掲載による啓発を実施し
た。デート DV 予防のた
め、講演会を検討してい
たがコロナの感染拡大の
影響を受けて実施を見
送った。市内高校より学
校内講演をしたいと要望
があり、講師の紹介をす
る。 

Ｃ 

既存の広報媒体や
県・国で作成したポス
ターの配布等による
啓発となった。学校の
取り組みへの協力は
できた。 

関係課や関係団体
との連携市主催の啓
発活動の実施予定が
課題。 

 2 相談窓口の周
知徹底 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
子育て支援課 
人権課 
 

広報紙やHP、また各施
設へのポスター・チラシ
の掲示など、県の子ども
女性相談センターや法務
局の女性の人権ホットラ
イン等、専門窓口の周
知を実施。子育て支援課
内に１名の子ども家庭相
談員と２名の女性相談員
とを配置。女子トイレの
各個室へ相談窓口のカー
ドを掲示し、子育て支援
課窓口に女性相談セン
ターのリーフレットを置
いて周知。加害者からの
執拗な攻撃を受けない工
夫をしながら周知を継続
する。 

Ｃ 

既存の広報媒体や
県・国で作成したポス
ターの配布等による
啓発と併せて、周知
者を限定し、同性同士
でも他人に見られる
可能性が低く、個人あ
ての周知場所として
有効的周知ができた。 

加害者からの攻
撃を避けながらも情
報を必要としている
市民へ広く周知する
ため、他の手法を探
すことが課題。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

2-8-2.あら
ゆる暴力の
根絶 

3 ハラスメント
のない環境づく
り 
 
人権課 
 

経営者向け女性活躍推
進セミナーの実施や、広
報紙への記事掲載などを
実施した。 

Ｂ 

経営者向け女性活
躍推進セミナーの
アンケート結果から、
参加者の意識改革が
できたこと。 

なし 

 

  



 

71 

（３）基本目標③【健康・福祉・医療】 

子どもが健やかに育ち、生涯笑顔で過ごせるまち 

3-1.子育て 

施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

3-1-1. 出
産・子育て
への支援 

1 子どもを望む
夫婦への支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
子育て支援課 
 

妊娠・出産を希望する
夫婦に対し、一般及び特
定不妊治療費用の一部を
助成している。令和4年4
月から「人工授精」「体外
受精」「顕微授精」は保険
適用となったが、保険適
用の特定不妊治療だけで
なく、保険適用外の治
療を含む混合治療を受け
ている場合も助成の対象
としている。 

Ｂ 

保険適用とならな
い場合だけでなく、保
険適用となっても治
療費は高額であり、子
どもを望む夫婦の経
済的負担を軽減して
いるため。 

制度の存在を知ら
なかったという意見
もあったため、広報
や市ホームページ
等を通じて今後とも
制度周知をしてい
く。 

 2 子育てにかか
る経済的負担の
軽減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保育幼稚園課 
子育て支援課 
健康課 
 

三豊市に住所を有し、
父母又は父母のどちら
かを死亡等により失った
義務教育終了前の児童を
養育する保護者に対し
て、遺児 1 人につき年
額 12 万円を支給するこ
とにより、遺児の健全な
育成を助長するととも
に、福祉の増進を図った。
また、子育て応援サービ
ス券を支給することで、
子育て世帯への経済的支
援を行うとともに 2023
年度より、子ども医療費
助成事業の支給対象を
満 18 歳に達した日以後
の最初の 3 月 31 日まで
の者に拡充した。 

Ｂ 

子育て応援サービ
ス券や遺児年金の支
給により、経済的支
援を実施することで、
子どもの健やかな育
成に寄与することが
できたほか、子どもの
疾病の早期発見、治
療を促進することな
どを目的に、子ども医
療費助成事業の支援
対象を拡充したため。 

子どもを取り巻く
環境が大きく変化す
る中、真に必要な経
済的支援のあり方を
検討する必要があ
る。 

 3 保育体制の強
化・拡大 
 
 
 
 
 
 
 
保育幼稚園課 
 

幼稚園での 3 歳児預か
り保育の全園実施、民間
保育施設の開設、山本・
財田・仁尾地区のこども
園化の実施により、保育
施設の利用充実をはか
る。 
保育士確保について

は、会計年度任用職員の
処遇改善により離職者を
防ぎ、新規採用を促す。 

Ｂ 

幼稚園での3歳児保
育全園実施や民間保
育施設の開設、また 3
地区のこども園化に
より待機児童は解消
されてきた。 
保育士確保につい

ても、会計年度任用職
員の処遇改善により
離職者が減り、保育士
不足も解消してきた。 

年度当初の保育士
確保は出来ている
が、産休代替え等年
度途中の採用は難し
い状態が続いてい
る。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

3-1-1. 出
産・子育て
への支援 

4 子育てホーム
ヘルパー・保健
師訪問の実施 
 
 
 
 
 
 
 
 
子育て支援課 
 

子育てホームヘルプ事
業は妊娠期から利用でき
つわり等で家事ができな
い際も利用を促す。また、
夫婦共に実家が県外等で
支援者がいない家庭には
産後がイメージできるよ
う説明し登録申請を促
す。サービスに繋がりに
くい家庭には保健師が訪
問を重ね養育力の育成と
不安の軽減を図ってい
る。 

Ｂ 

ホームヘルプ事業
利用者が昨年度の 26
件から今年度は 55 件
に増加。登録に来るこ
とができない利用者
にはアドバイザーが
訪問し対応。保健師の
訪問はケースに応じ
て必要な回数行った。 

家事支援で調理を
希望する利用者が増
えているが、調理が
できるヘルパーの登
録が少ない。 

 5 児童の一時預
かりの実施 
 
 
 
 
 
子育て支援課 
 

病気や仕事、育児疲れ、
リフレッシュなどで一時
的に児童の養育が困難に
なったときに、生後57日
から小学校就学前までの
子どもを預かる乳幼児一
時預かりを実施し、保護
の精神的・身体的負担の
軽減を図った。 

Ｂ 

一時預かり事業を
実施することで、保護
者の負担軽減に寄与
することができた。 

土曜日の利用の需
要が大きく、実施場
所を増やす必要があ
る。 

 6 子育て世代包
括支援センター
の開設 
 
 
 
 
 
子育て支援課 
 

子育て世代包括支援
センター「なないろ」は、
子育ての良好な環境の実
現や維持のため、子ども
や家庭に寄り添い悩みや
困り事に関して関係機関
と連携を図りながら支援
していく子育てコーディ
ネーターとして、切れ目
ない支援を行った。 

Ｂ 

妊娠前から子育て
期にわたる様々な時
期で、関係機関と連携
し、相談窓口としての
役割を果たせるよう
になってきた。 

相談窓口としての
「なないろ」の認知
度がまだ低いことか
ら、知名度アップを
図る事業や周知啓発
に取り組んでいきた
い。 

3-1-2.母子
の健康ケア
の推進 

1 小児専門科医
の確保 
 
みとよ市民病院 
健康課 
 

7 月より三豊市立みと
よ市民病院において非常
勤であるが、毎週火曜日
小児科医を招いて小児科
外来を開設している。 

Ｂ 

フルタイムではな
い。 

診察日を増やす。 

 2 母子の健康管
理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
子育て支援課 
 

妊娠の届出の機会に保
健師が全ての妊婦と面談
し妊娠期から必要な支
援を行う。妊産婦健診は
医療機関に委託し市は結
果を活かし予防的なサ
ポートを行った。乳児家
庭全戸訪問については半
数程度を県助産師会に委
託し継続支援が必要な家
庭は保健師が訪問し産後
ケア、ホームヘルプ事業
等の必要な子育て支援
サービスに繋げる。予防
接種は訪問、健診等の機
会に繰り返し接種勧奨を
行う。 

Ａ 

全ての対象に必要
な情報を伝え、リス
クを予見するアセス
メントと健診等が利
用できているかの確
認を行う体制を整え、
事業を予防的に活用
し健康の維持増進に
繋げた。 

母子保健法の改正
により乳幼児健診や
訪問等の母子保健事
業は健康の維持増進
に加えて児童虐待予
防も目的としてい
る。現時点では虐待
件数の減少には至っ
ていない。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

3-1-2.母子
の健康ケア
の推進 

3 出産前後の心
身のフォロー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
子育て支援課 
 

日中家事や育児の援
助を受けられない出産前
後の方に対し、子育て
ホームヘルパーが乳幼児
の見守り・お世話や家事
援助をするホームヘルプ
事業を実施。 
生後 57 日から小学校

就学前までの子どもを預
かる乳幼児一時預かりを
実施し、保護の精神的・
身体的負担の軽減を図っ
た。 

Ｂ 

ホームヘルプ事業
や一時預かり事業の
実施により子育て世
帯への子育て支援を
行うことで、心身的・
経済的支援を実施す
ることができた。 

ホームヘルプ事業
は 18 時までの事業
であるため、時間の
延長を求める声があ
る。 
一時預かり事業は

土曜日の利用の需要
が大きく、実施場
所を増やす必要があ
る。 

 4 産後ケア事業
の充実 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
子育て支援課 
 

妊娠届出時に全ての妊
婦へ、産後に必要な安静
期間の説明や産後ケア事
業等の周知と利用を勧奨
する。妊娠期からのリス
クアセスメントによりサ
ポートが必要な妊婦が必
要な支援に繋がるよう産
科医療機関と連携し退院
後すぐに連絡し産後ケア
事業等の利用に繋げ、保
健師の訪問回数を増やし
ている。 

Ｂ 

4 カ月児健診時の
アンケート項目「産
後、退院してからの 1
カ月程度助産師や保
健師等からの指導・ケ
アは十分に受けるこ
とができたか」の「は
い」が90.2%である。 

妊娠期から産後の
イメージを持てるよ
う、妊娠中期～後期
に面談を行うことは
産後の過ごし方をよ
りイメージできるこ
とから出産前に面談
する機会は必要であ
る。 

3-1-3.地域
ぐるみの子
育て支援 

1 子育て拠点施
設の整備・充実 
【重点】 
 
 
 
 
 
 
子育て支援課 
 

子育て支援拠点施設整
備に向け、機能等検討委
員会を開催し、必要な機
能等の検討を行った。ま
た、子育て世帯の多様な
ニーズに対応できるよ
う、つどいの広場事業の
民間運営委託を進め、子
育て家庭の交流の場を提
供し、子育て相談、情報
提供等を行った、 

Ｂ 

コロナ禍から利用
者数が回復傾向にあ
り、子育て世帯の交流
できる場の確保が広
がっているため。 

子育て支援拠点施
設の整備に向けた具
体的な事業計画等の
策定ができていない
ことが課題である。 

 2 放課後児童ク
ラブの充実 
 
 
 
 
 
 
 
子育て支援課 
 

保護者が労働等により
保育が困難である児童に
対し、放課後・長期休業
期間中等に家庭に変わる
生活の場を提供し、児童
の健全な育成を図る。市
内 18 箇所（委託 10・直
営8）で運営。開設時間は
平日放課後から午後 6 時
まで、学校休業日午前 8
時から午後6時まで。 

Ｂ 

放課後児童支援員
の研修を実施し資質
向上できた。 

開設時間の延長を
希望する声があり、
受入体制の整備が課
題である。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

3-1-3.地域
ぐるみの子
育て支援 

3 ファミリー・
サポート・セン
ターの充実 
 
 
 
 
 
 
子育て支援課 
 

子育て援助をしてほし
い人と子育て援助をした
い人が会員となり、一時
的な子育てを助け合う有
償ボランティア。保育施
設や習い事などの送迎・
冠婚葬祭やリフレッシュ
時の預かりなどでの援
助。令和 4 年度はスキル
アップ講座を 3 回実施。
交流会は2回実施した。 

Ｂ 

スキルアップ講座
では、管理栄養士・助
産師等を講師に迎え
専門的な知識を身に
つける場となったが、
まかせて会員となる
人が減少傾向にある。 

まかせて会員受講
者が少ないため、援
助できる会員が減る
一方である。まかせ
て会員が見つから
ず、依頼を断らなけ
ればならないケース
も出てきているた
め、会員を増やす必
要がある。 

 4 地域による発
達障害児支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
子育て支援課 
 

発達が気になる子の保
護者の相談には､個別相
談や発達支援教室で対応
している。保育所・幼稚
園や小中学校には、巡回
相談を実施して､臨床心
理士の見立てにより､支
援方法を一緒に考えてい
る。発達が気になる子に
ついて、保護者や所属機
関と連携し、医療機関受
診に繋ぐ等の連携を図っ
ている。発達障害等連携
会議で、関係者間の連携
も行っている。 

Ｂ 

保護者からの相談
に対し､個別相談や発
達支援教室を実施す
ることで、保護者の不
安軽減や関わり方の
アドバイスができて
いる。必要なケース
は、医療機関受診につ
なげられている。 

医療機関の受診に
つないでも、その後
の療育の受け入れが
飽和状態で、受け入
れに年齢制限がある
等、療育機関の受け
入れ体制の課題があ
る。個別相談の希望
が多く、相談間隔が
空き過ぎる課題があ
る。 

3-1-4. 家
庭・職場に
おける子育
て環境づく
り 

1 家庭の子育て
力の向上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
子育て支援課 
 

穏やかな子育て環境を
継続するためには安定し
たパートナーシップが必
須であり、産前から産後
の生活について家族で話
し合えるよう、子育てス
タートアップ講座、
MAMATOKO広場、パパママ
教室等開催している。ま
た、産後の生活をイメー
ジし、利用できる支援
サービスの情報を得る等
パパとママのチームで我
が家流の子育てをする体
制づくりを支援してい
る。 

Ｂ 

講座参加者は、産後
の生活を知りイメー
ジすることで、自分に
何ができて何ができ
ないか等父母ともに
考えるきっかけと
なっている。また、積
極的に育児をしてい
る父親の割合（健やか
親子21 ｱﾝｹｰﾄ）につい
て、令和3年度は三豊
市 63.0％（全国平
均 68.4 ％ 、 県 平
均64.7％）、令和4年
度は 71.0％と割合は
上昇している。 

多様な課題を抱え
るハイリスク妊婦の
割合は年々増加して
おり、講座参加者だ
けでなく、全ての妊
婦とパートナーも含
めて、妊娠期から支
援を行うことが課題
である。 

 2 職場環境の整
備 
 
 
 
 
 
人権課 
産業政策課 
 

国やハローワークと連
携し、ホームページ等に
より情報発信を行った。
また、経営者向け女性活
躍推進セミナーの開催や
企業人権・同和推進協議
会の活動により企業経営
者や人事担当者向けの啓
発活動を実施した。 

Ｃ 

各機関との情報交
換はメール等により
出来ていることから
「C」と評価した。経営
者・人事担当者など、
従業員のワーク・ライ
フ・バランスに影響を
与える立場の方に参
加いただいてのセミ
ナーを実施した。 

全体及び男性参加
率の上昇 
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3-2.健康 

施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

3-2-1.疾病
の発症・重
症化予防 

1 予防医療の推
進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康課 
子育て支援課 
 

高齢者肺炎球菌予防接
種の対象者には年度当初
に案内し、未受診者には
はがきで接種勧奨を実施
するとともに、市内の中
学 3 年生に対し、ピロリ
菌の検査を実施。その結
果、陽性であった人に
は、16歳の誕生日以降に
除菌療法の案内を実施。 
また、胃がん・肺がん・

大腸がん・乳がん・子宮
がん検診を医療機関・集
団検診にて実施。加えて、
１２種類の定期予防接種
と１種類の任意予防接種
（おたふくかぜ）を個別
接種の方式で実施。年齢
到達の時期に勧奨を行
い、訪問や健診時に保護
者に対して、予防接種を
することで感染症の予
防を啓発。 

Ｂ 

予防接種での集団
免疫獲得には、9 割の
予防接種率が必要と
言われているが、一部
の予防接種では接種
率が 90%未満のものが
ある。 
中高校生のピロリ

菌抗体検査の受診率
は、目標値を上回った
年度もあるが、最終年
度は下回っている。 

肺炎球菌感染症予
防ワクチンの接種
率、特定健康診査の
受診率が目標値に対
して、相当低い状況
である。全ての予防
接種率が 9 割になる
よう、今後とも予防
接種の接種勧奨を
行っていく。 

 2 生活習慣病対
策の充実 
 
 
 
 
 
健康課 
 

特定健康診査実施後の
特定保健指導を、個別で
指導助言を行っている。
対象者には、各種の教室
に案内し、健康相談にて
継続してフォローしてい
る。 

Ｄ 

特定健康診査の受
診率は、新型コロナウ
イルス感染症の感染
拡大時に落ち込んだ
こともあり、現時点で
は目標値に対して低
い状況である。特定保
健指導対象者も減少
していない。 

新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大
時には、特定健康診
査や特定保健指導の
実施にあたり感染防
止対策を徹底する必
要が生じている。 

 3 重症化対策の
充実 
【重点】 
 
 
 
 
健康課 
 

・健診実施後に、HbA1cの
異常値や治療中断者等に
は全員、受診勧奨を実施 
・慢性腎臓病への進行を
防ぐため、eGFRと尿蛋白
の値により指導が必要な
者を抽出し、受診勧奨や
個別での保健指導・講演
会を実施 

Ｃ 

糖尿病と慢性腎臓
病の疑いがある人へ
受診勧奨を行ったこ
とにより、6 割程度が
受診した。 

特定保健指導対象
者が減少していな
い。特定保健指導の
未受診者や糖尿病・
慢性腎臓病のリスク
のある人に対し、生
活改善を指導する必
要がある。 

3-2-2.正し
い生活習慣
の普及 

1 食生活の改善
促進 
 
 
 
 
 
健康課 
 

食生活改善推進員への
中央研修や、新たな推進
員の養成講座を行い、市
民の健康づくりのための
活動を展開しています。
特定保健指導では個人別
の目標を設定し、継続で
きるよう支援を行ってい
ます。 

Ｃ 

食生活改善推進員
が減少しているため。 

新型コロナウイル
ス感染拡大の影響
で、食生活改善推進
員の活動が制限さ
れ、生活習慣病予防
に関する知識の普及
啓発が推進できてい
ない。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

3-2-2.正し
い生活習慣
の普及 

2 子ども向け栄
養・食事指導の
推進 
 
 
 
 
健康課 
子育て支援課 
 

乳幼児健診時には、保
護者全員と１対１で会話
し、個別の悩みを聞くこ
とで解決策を考え、アド
バイスをしている。離乳
食調理教室は昨年度の調
理実習をほとんど実施で
きなかったが、調理動画
や食べさせ方の動画を見
て学んでもらった。 

Ｂ 

健診では相談を聞
くことができるが、そ
の後のフォローが難
しいため。 

１歳半と３歳児健
診の配布資料のレシ
ピに写真が掲載され
ていた方がよいとの
意見があったので、
配布資料の改善を
図っていく。 

 3 喫煙・飲酒に
関する教育の推
進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康課 
 

・がん検診会場におい
て、肺がん検診問診時に
受動喫煙防止に関する
リーフレットを受診者全
員に個別に配布したうえ
で、説明を行った。 
・母子手帳交付時や乳幼
児健康診査時に喫煙やア
ルコールが及ぼす影響等
周知・指導した。 
・たばこによる健康被害
についての普及啓発のた
めポスターを作成し、市
内医療機関・薬局・一般
企業計 249 施設に掲示を
依頼した。 

Ｃ 

・健診を受診した人に
は、たばこによる健康
被害のリーフレッ
トをほぼ全員に配布
できている。 
・アルコールに関する
周知が十分にできて
いない。 

アルコールによる
健康被害についての
普及啓発が不十分で
ある。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

3-2-3.心と
体の健康づ
くり 

1 体力づくりの
支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康課 
介護保険課 
福祉課 
スポーツ振興課 
 

コロナ禍によるスポー
ツ活動の中止・縮小は
あったが、そのような中
でも感染症策を実施し
て、スポーツ推進委員に
よる運動教室の開催、ス
ポーツ協会によるスポー
ツ大会の開催などによ
り、市民の運動不足を解
消し健康増進に取り組む
ことができた。また、65
歳以上の市内在住者を対
象にした運動教室を開催
し、自発的な体力づく
りを奨励するため、一定
の目標を達成した参加者
には三豊市商品券を進呈
した。また、40歳から74
歳の人々を対象に、生活
習慣病の予防を目的とし
た脂肪とれとれ教室も開
催した。さらに、かがわ
総合リハビリテーション
センターに委託し、障害
のある方々を対象に、楽
しいスポーツ教室が毎月
開催するとともに年に 1
回、障害のある方々を対
象とした卓球大会も開催
され、参加者同士の親
睦を深め、健康増進を
図った。 

Ｃ 

2020年度以降は、コ
ロナ禍によりスポー
ツ協会所属の各団体
による活動の多くが
中止、縮小となったた
め、十分な活動が行え
なかった。また、高齢
者や、障害者などを対
象にした取組は、継続
して実施し、一定の参
加者を維持している
が、国保加入者を対象
にした取り組みにつ
いては、参加者数が伸
びておらず、市民全体
に体力づくりの促進
が図られたとは評価
できないため。 

新型コロナウイル
ス感染予防により高
齢者の閉じこもり傾
向が続き、参加者数
が減少していた。よ
り多くの参加者が得
られる教室など事業
内容の見直しが必要
である。また、新た
な参加者の募り方。
声掛け、周知の仕方
なども検討課題であ
る。コロナ禍による
長期間の活動休止を
余儀なくされたス
ポーツについては、
これまで行われてき
た活動に対するモチ
ベーションの低下が
危惧される。 

 2 健口生活の促
進 
 
健康課 
 

・若年歯周病予防の啓発 
・歯周病検診 
・口腔機能向上支援事業 
・歯科健康相談、歯科健
康教室 

Ｃ 

歯周病検診を受診
している人は、口腔に
関しても意識が高い
ため、目標値をクリア
している。 

対象者全体でみる
と、まだまだ受診
率を上昇させること
が必要である。 

 3 こころの健康
づくり 
 
 
 
 
福祉課 
 

毎月こころの相談、成
年・成人の発達障害に関
する相談会を実施、また
随時専門職（保健師・社
会福祉士）による相談も
実施しており、個々の
ニーズに合わせた支援を
行っている。 

Ｂ 

相談は単発よりも
継続支援になること
が多く、関係機関とも
連携しながら本人・家
族も含めた支援を実
施しているため。 

相談先を持たない
ひきこもりの人への
支援方法。 

 4 自殺対策の推
進 
 
 
 
福祉課 
 

令和 2 年度に自殺予防
対策協議会を設置し、自
殺予防に関する情報交換
や、事業等の協議を行っ
ている。 

Ｂ 

自殺予防対策とし
て相談窓口をまとめ
たリーフレットの作
成、支援者向け研修
会、市民向けにこころ
の健康をテーマとし
た講演会を開催した。 

第２期自殺対策計
画策定に向けて実施
するアンケート調査
の結果を施策に反映
させて、自殺対策の
強化を図る。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

3-2-3.心と
体の健康づ
くり 

5 ひきこもり対
策の推進 
 
 
 
 
 
福祉課 
 

令和 4 年度に三豊市ひ
きこもり支援対策協議
会を設置し関係機関との
情報共有、課題や事業の
検討を行い、支援を行っ
ている。 

Ｂ 

ひきこもり支援
ネットワークマップ
の作成等により相談
窓口の周知を強化、相
談しやすい窓口とし
てさぬき若者サポー
トステーションとの
相談会の開催してい
る。 

長期化したひきこ
もりにより、家族等
支援者がいなくなる
可能性がある人への
支援方法。 
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3-3.児童福祉・地域福祉 

施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

3-3-1.要支
援家庭・児
童の保護 

1 児童相談の実
施 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
子育て支援課 
 

相談専用ダイヤルを設
け、開庁時間帯は直通で
相談員が対応する。相談
者が安心して相談できる
よう来庁（専用個室）や
訪問など相談場所の柔軟
に対応している。また、
相談内容に応じて保健師
や社会福祉士、関係機関
と連携し、個々や地域事
情に応じて母や児に必要
な支援へつなげ、情報提
供をしている。定例月 1
回、西部こどもセンター
職員による来所相談も設
けており、より専門的な
相談を受けられる。 

Ｂ 

すぐに対応できる
窓口があることで、養
育者の子育てに対す
る不安や悩みの軽減、
解消につながるとと
もに予防に効果が期
待できる。 

今後こども家庭
センター設置により
新しい体制に移行す
る。これまでよりさ
らに幅広い分野で、
相談に対応できるよ
うになることについ
て、周知を徹底する
ことが課題。 

 2 児童虐待の予
防と早期発見 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
子育て支援課 
 

母子手帳発行時のアン
ケートや赤ちゃん訪問、
健診等で父母等保護者の
ハイリスク者をスクリー
ニングし、早期から相談
しやすい関係を構築でき
るよう努めている。ハイ
リスク者へは特に既存す
る子育てサービスの利
用を勧め、虐待要因発生
の予防及び保護者の精神
的フォローを行い、早期
発見できる環境整備を
行っている。また、保護
者の疾病等の社会的な事
由や仕事の事由などに
よって家庭での養育が一
時的に困難になった児童
や、緊急一時的に保護を
必要とする母子が児童養
護施設等に短期入所でき
る対応をしている。 

Ｂ 

概ね新規ハイリス
クケースの把握及び
兄弟に虐待既往のあ
る継続ケースへの早
期支援体制のベース
は整っている。 
短期入所により、短

い期間ではあるが、児
童の養育が困難に
なったときの支援に
なっている。 

児童虐待を未然に
防止する子供への関
わり方についてはま
だまだ周知が行き届
いてない。 
短期入所は社会資

源不足により、満床
状態になっているこ
とが多く、希望する
日に利用できない。 

 3 生活困窮妊産
婦への支援 
 
 
 
子育て支援課 
 

経済的な理由により、
入院して出産することが
困難な妊産婦を対象に、
安心して出産できるよ
う、助産施設への措置入
所ができるよう支援を
行っている。 

Ｂ 

近年実績はないが、
支援できる体制は整
えている。 

近年実績がないの
で、対象者がでたと
きに、スムーズに入
所につなげられるか
が課題 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

3-3-1.要支
援家庭・児
童の保護 

4 自立・安定に
向けた支援 
 
 
 
 
 
 
子育て支援課 
 

児童扶養手当の申請者
に対し、母子・父子家庭
自立支援教育訓練給付金
事業や、高等職業訓練促
進給付金事業を広く周知
した。また児童扶養手当
の現況届の際には聞き取
りを行い、相談内容に応
じて関係機関へつない
だ。 

Ｂ 

母子・父子家庭自立
支援教育訓練給付金
事業や、高等職業訓練
促進給付金事業を活
用することで、生活の
負担軽減を図り、就職
支援となる資格取得
促進につなぐことが
できた。 

これまで以上に児
童扶養手当の送付資
料や広報掲載によ
り、事業の周知に努
めることが課題。 

3-3-2.子ど
もの貧困対
策の推進 

1 子どもの居場
所づくり 
 
 
 
 
子育て支援課 
 

こどもの居場所づくり
事業を三豊市社会福祉協
議会に業務委託し、こど
も食堂をはじめこどもの
居場所づくり活動団体の
支援や相談、運営費補
助を行った。 

Ｂ 

コロナ禍により、食
事を提供するこども
食堂の活動が制限さ
れていたが、実施は回
復傾向にあり、また、
配布会等の取り組み
は引き続き実施でき
たため。 

学校や家庭以外の
居場所を必要として
いるこどもに対し
て、身近な場所での
居場所の提供体制を
整えることが課題で
ある。 

 2 遺児年金の支
給 
 
 
 
 
 
 
子育て支援課 
 

三豊市に住所を有し、
父母又は父母のどちら
かを死亡等により失った
義務教育終了前の児童を
養育する保護者に対し
て、遺児 1 人につき年
額 12 万円を支給するこ
とにより、遺児の健全な
育成を助長するととも
に、福祉の増進を図った。 

Ｂ 

父母またはその一
方を死亡等により
失った児童の保護者
に対して経済的支
援を実施することで、
子どもの健やかな育
成に寄与することが
できたため。 

子どもを取り巻く
環境が大きく変化す
る中、真に必要な経
済的支援のあり方を
検討する必要があ
る。 

3-3-3.地域
福祉の推進 

1 民生委員・児
童委員活動の促
進 
 
 
 
福祉課 
 

民生委員・児童委員が
月 1 回、心配事相談を各
支所単位で実施し、さま
ざまな相談を受けた。 

Ｂ 

市民の立場に立っ
て相談を受けること
ができた。 
また、コロナ禍で実

施が困難な時期は電
話による相談に切り
替え、方法等も工夫し
て実施した。 

心配事相談に来る
のをためらっている
人をどう取り込むか
が課題。 

 2 社会福祉協議
会との連携強化 
 
 
 
 
 
 
 
福祉課 
 

地域福祉事業をはじ
め、ファミリー・サポー
ト・センター事業や訪問
介護事業、また生活困窮
者自立支援事業や障害者
福祉サービス事業など子
ども、高齢者、生活困窮
者や障害のある方など地
域住民の誰もが安心して
暮らすことができる福祉
事業を実施している。 

Ｂ 

社会福祉法人とし
て地域に根ざした総
合的な支援体制のも
とで事業が実施され
ている。 

県社協や三豊市か
らの受託事業を多く
実施しているが、法
人運営として補助金
や受託事業に頼らな
い自主財源の確保が
必要 

 3 犯罪・非行か
らの立ち直り支
援 
 
 
 
 
福祉課 
 

地方公共団体、学校教
育機関、三豊地区保護司
会、三豊市更生保護女性
会、BBS会等との連携を推
進し、犯罪予防活動な
どを行っている。 
また、自主研修会を年3

回以上行い、内容の充
実を図っている。 

Ｂ 

更生保護サポート
センターを拠点とし
た活動を推進するこ
とができた。また、社
会貢献活動などを実
施し、その効用を研究
することができた。 

「社会を明るくす
る運動」を実施しな
がら、地域の人々に
より広く認識され、
理解を深めてもらえ
るような啓発が必
要。 
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3-4.高齢者福祉 

施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

3-4-1.在宅
福祉サービ
スの充実 

1 在宅サービス
の充実 
 
 
 
 
 
 
 
 
介護保険課 
 

重度要介護者を在宅で
介護する家族や民生委員
に対し、市が行う在宅
サービスの周知を郵送物
や定例会への参加により
行ってきた。 
特に一人暮らし高齢者

への緊急通報システムの
提供に係る事業を制度改
正し、より地域住民の
ニーズに沿った運用を行
えるようにした。 

Ｂ 

課題であった緊急
通報システムの利用
対象者要件等を改正
し、より多くの方が利
用できるようにした。
また、利用者本位で
サービスを選択でき
るようになり、自身の
生活環境に沿った
サービスが受給でき
るようになった。 

旧町時代から実施
している事業が多
く、現状に即してい
ない制度になってい
るものが残ってい
る。それらに対し積
極的な制度改正を行
い、地域生活を支え
る基盤を構築する要
素の 1 つとすること
が求められる。 

 2 福祉タクシー
利用券の交付 
 
 
 
福祉課 
 

4 月 1 日現在において
三豊市内に住所を有する
満 65 歳以上で運転免許
証を所有していない高齢
者を対象に、福祉タク
シー券（500円×16枚）を
交付するもの 

Ｂ 

令和 3 年度の実績
で、福祉タクシー券の
交付率は、85.2％だっ
たことから大半の対
象者に福祉タクシー
券が行き渡っている。 

令和 3 年度の実績
で、福祉タクシー券
の利用率が、48.2％
と 50％以下だった
ことから福祉タク
シー券の利用促進が
必要 

 3 生活管理指導
員による介護予
防対策の推進 
 
 
 
 
 
 
 
 
介護保険課 
 

在宅での生活が一時的
に困難となる方や、同居
家族より虐待を受けてい
る方に対し、緊急的な措
置として養護老人ホーム
への短期入所等による支
援を行ってきた。また、
自力での生活能力が低い
と認められる方に対し、
管理指導員を派遣し、生
活環境を整理、体調管理
等についての支援を行っ
た。 

Ｂ 

養護老人ホームへ
の短期宿泊に係る事
業について、内部運
用を見直すことに
よって、より多くの方
のセーフティネット
として機能する制度
とすることができた。 

時代が進み、地域
での隣人関係又は親
族間のつながりの希
薄化等新たな課題が
生まれている。これ
らの問題に対し必要
な「公助」を見極め、
新たな制度の創設
等を検討していく必
要がある。 

3-4-2.介護
予防・介護
サービスの
充実 

1 介護サービス
の充実 
 
 
 
 
 
介護保険課 
 

可能な限り住み慣れた
地域において在宅生活を
継続していけるよう需要
に見合うサービス供給量
確保に努めた。 
 その中で、介護施設の
新設及び修繕等につい
て、補助を行い、整備の
促進をした。 

Ａ 

需要の高まりのあ
る看護小規模多機能
型居宅介護施設の新
規開設について支
援を行った。 

介護人材不足によ
る事業所の休止・廃
止が出てきている。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

3-4-2.介護
予防・介護
サービスの
充実 

2 介護予防教室
の実施 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
介護保険課 
 

保健師や社会福祉士、
理学療法士等の専門職員
による運動教室や認知症
予防教室などの介護予防
教室を開催した。前期計
画中に新型コロナウイル
ス感染症が発生、流行拡
大時には教室の開催を中
止することとなった。そ
の際には、自宅でできる
健康体操などの情報発
信を行い、介護予防の普
及啓発に努めた。 

Ｃ 

新型コロナウイル
ス感染症が流行拡大
したことにより、教室
が中止し開催できな
かったため。 

新型コロナウイル
ス感染症拡大したこ
とにより、閉じこも
り傾向にある高齢者
の増大、感染拡大時
の教室の実施体制の
整備が課題。 

 3 介護職員雇用
対策の推進 
 
 
 
介護保険課 
 

介護職員初任者研修を
受講し、当該資格を取得、
市内事業所に就業する熱
意のある者に対し、資格
取得に要する経費の一部
の補助を行い、人材確保
に努めた。 

Ｄ 

制度の周知不足等
もあり、年間 1～4 件
の申請にとどまった
ため。 

香川県の実施する
資格取得支援制度を
含め、本制度のPR不
足が課題である。 

 4 市民主体の介
護予防活動の促
進 
 
 
 
 
 
 
介護保険課 
 

介護予防ボランティア
養成講座や介護予防ボ
ランティアフォローアッ
プ講座を実施。養成講座
修了後に見守り活動やサ
ロン活動など地域での活
動を始めた修了者もい
る。 

Ｃ 

新型コロナウイル
ス感染拡大の影響を
受け、養成講座やフォ
ローアップ講座を開
催することができな
かった年度もあった。
養成講座の受講者は
減少傾向にあるが新
規の介護予防ボラン
ティアとして登録に
つながっている。 

ボランティアの高
齢化のため継続して
の活動が難しくなっ
てきている。活動の
担い手が不足してき
ているが、新規人材
の発掘が難しくなっ
てきている。 

 5 認知症高齢者
に対する支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
介護保険課 
 

認知症サポーター養成
講座を市内の教育機関で
実施する等、認知症の理
解を深めるための取り組
みを行った。今年度は初
めて認知症サポータース
テップアップ講座を実施
しスキルアップや情報共
有の場を提供した。また、
地域団体に協力を得て、
認知症の相談等が身近な
場所でできるようオレン
ジかふぇを運営。市内 6
か所で実施できた。 

Ｂ 

新型コロナウイル
ス感染拡大の影響を
受け、目標通りとはな
らなかったが認知症
サポーター養成講
座を受講した高校生
が認知症デイサービ
ス利用者と産直で野
菜を販売するなど地
域活動につながった。
認知症サポータース
テップアップ講座参
加者の何人かは、認知
症カフェ等の運営ス
タッフとして、活動し
ている。 

オンライン開催な
どの方法も検討し実
施する。認知症サ
ポーター養成講座
は、小・中学校の全
校実施に向け取り組
む。また、認知症サ
ポーター養成講座を
受講した人が、実際
に活動できる支援の
継続や、実際にボ
ランティア活動して
いる人達のスキル
アップや交流会等で
支援を図る。 

3-4-3.生き
がいづくり
と社会参加
の促 

1 高齢者による
地域活動の促進 
 
 
 
福祉課 
 

高齢者福祉の理念に基
づき、健康・友愛・奉仕を
基本に、地域の高齢者が
健康寿命を延ばし、生き
がいを持ち、自立した生
活が送れるよう、健康活
動に取り組んでいる。 

Ｂ 

これまで培った豊
富な知識や経験を活
かして、楽しい活躍の
場づくりを推進し、豊
かな地域づくりを
行っている。 

役員の後継者不足
及び会員の減少によ
り単位クラブの減少
しているため、リー
ダーの育成が必要 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

3-4-3.生き
がいづくり
と社会参加
の促 

2 シルバー人材
センターとの連
携 
 
福祉課 
 

高齢者の希望に応じた
就業の機会を確保し、提
供することで高齢者の福
祉の増進を進めている。 

Ｂ 

高齢者人口が増加
する中で、高齢者の就
業機会を確保してい
る。 

高齢者の就業機会
が多様化し、定年退
職の年齢が延長され
ている中で、シル
バー人材センターの
会員の確保が必要 

3-4-4.高齢
者を見守る
地域づくり 

1 高齢者あん
しん見守りネッ
トワーク事業の
推進 
 
 
介護保険課 
 

高齢者あんしん見守り
ネットワーク推進協定を
通じて行方不明高齢者の
早期発見・保護、認知症
に対する正しい知識の普
及・啓発、高齢者の見守
り・安否確認を行ってい
る。 

Ｂ 

あんしん見守り
ネットワーク推進協
定以外にも包括協定
や部分協定を通じて
高齢者の見守りや普
及啓発の取り組みが
できているため。 

連絡会など定期的
な情報交換の場が設
けられていない。協
定締結先との継続的
なフォローアップが
必要である。 

 2 高齢者訪問活
動等の促進 
 
 
 
福祉課 
 

民生委員・児童委員が、
一人暮らしの高齢者や高
齢者夫婦などを定期的に
訪問し、安否確認をする
とともに相談に応じてい
る。 

Ｂ 

民生委員・児童委員
が定期的に訪問する
ことで顔の見える関
係づくりができてい
る。 

今後、一人暮らし
の高齢者や高齢者夫
婦が増加した場合、
民生委員・児童委員
の負担が増える可能
性がある。 
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3-5.障がい者福祉 

施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

3-5-1.生活
支援の充実 

1 経済的負担の
軽減 
 
 
 
 
 
 
 
福祉課 
 

自立支援医療で対象に
なる方には案内を行い、
自己負担の軽減につなげ
ている。 
福祉年金、特別障害者

手当等は、ともに申請が
あったものの内容を精査
し、認定者に支給する。 

Ｂ 

例年通り、対象者に
ついては医療機関と
連携を図り、案内を行
えている。 
福祉年金や特別障

害者手当等は広報紙
で広く周知し、加えて
介護保険利用者には
介護保険課で手当の
案内の周知を行って
いる。 

あくまで申請によ
り、サービスの提
供を行っているもの
であるから、日頃か
ら他課、他機関との
連携を行い、より広
い周知が必要。 

 2 住まいの環境
整備 
 
 
 
 
 
 
 
 
福祉課 
 

居住生活動作補助用
具を支給し、障害を持っ
た方が快適な日常生活を
営めるようにしていく。 

Ｂ 

住宅改修について
は、支給実績が年間数
件と需要もある。お風
呂等日常的に利用す
る改修を行うことが
多い。 

福祉課の制度とし
ては住宅改修費用と
し て 補 助 金 額
が 200,000 円と少額
である。 
住宅改造助成につ

い て は 、 上
限 666,666 円（補助
対象工事費の 3 分
の2）出るが、県との
協議も必要なため、
実績が少ない。 

 3 生活支援サー
ビスの充実 
 
 
 
福祉課 
 

新型コロナウイルス対
策を実施しながら、利用
者のニーズにこたえるべ
く福祉サービスの安定し
た提供に努めた。 

Ｂ 

障害福祉サービス
事業所の充実を図る
ことにより、障害者が
必要としているサー
ビスを提供し安定し
た生活を確保するこ
とに努めた。 

障害のある人や家
族が必要としている
サービスの確保が課
題である。 

 4 発達障害支援
の充実 
 
 
 
 
 
 
福祉課 
 

三豊市発達障害等支援
連携会議は、代表者会議、
実務者会議、講演会、研
修会等を毎年開催し、「顔
の見えるネットワークづ
くり」に取り組んだ。ま
た地域で開催する自立支
援協議会が中心となり、
関係機関と連携を図り支
援を行った。 

Ｂ 

市内外の地域活動
支援センター及び事
業所と連携を取って
スムーズな支援に努
めた 

なし 

3-5-2.社会
参画の促進 

1 就労の促進 
 
 
福祉課 
 

新型コロナウイルス対
策に努めながら安定した
サービス利用支援を行っ
た。 

Ｂ 

令和2年8月に三豊
市に新しい就労継続
支援施設が開設され、
サービス利用につな
がっている。 

就労意欲の低い人
に対し、自立した生
活ができるよう就労
支援を継続して行
う。 

 2 障がい者優先
調達の推進 
 
 
 
福祉課 
 

就労継続支援 B 型事業
所（２事業所）に、公園清
掃・リサイクル処理保管
サービスを調達した。ま
た、障害者支援施設から
は封筒印刷サービスを調
達した。 

Ｂ 

物品等の調達金額
が前年度の実績を上
回る金額となった。 

現在利用していな
い物品・サービスに
ついて、発注拡大が
できるよう努める。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

3-5-2.社会
参画の促進 

3 地域との交流 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福祉課 
 

ひきこもりがちな方、
心に障害や病気のある
方を対象に、創作活動や
軽体操などのプログラ
ムを行った。参加者同士
の交流を通じて、社会生
活への参画意欲・適応力
の向上を図った。 

Ｂ 

精神デイケアにつ
いて、コロナ前の令和
元年と比較すると、年
間延べ参加人数が
約 50 人減少。新規参
加者も0名と、ここ数
年参加人数は低迷傾
向にある。 

令和4年4月から、
みとよ市民病院に精
神科デイケアが開設
したことや、就労継
続支援事業所等の社
会資源が充実してき
たことが背景にある
と思われる。今年
度 1 年間事業を実施
しながら、今後の開
催について検討して
いく。 
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3-6.生活困窮者支援 

施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

3-6-1.自立
に向けた生
活支援 

1 支援体制の強
化 
 
 
 
 
福祉課 
 

地域住民による見守
り、食材等の提供サービ
ス等、地域において活用
可能なサービスや各種取
り組みについて関係機関
と洗い出し、要支援者へ
の情報提供を行うなどの
支援措置を図った。 

Ｂ 

関係機関との連携
によりアウトリーチ
の実施や必要な支援
措置が行えた。 

近年は相談内容が
就労、債務整理、家
計改善など複雑化し
ており、要支援者の
状況によっては必要
なサービス等が見つ
からない場合があ
る。 

 2 自立に向けた
支援 
 
 
 
 
福祉課 
 

面談やアセスメントを
重ね、要支援者の経済面
だけではなく、日常生活
も含めた問題を把握し、
本人の目指す目標や実現
に向けての支援内容を盛
り込んだプランを個々に
作成した。 

Ｂ 

一人ひとりの課題
に応じ、関係機関と調
整し連携することが
求められるが、コロナ
禍でプラン作成のた
めの調整会議等が十
分に実施できなかっ
た。 

要支援者の現状と
既存のプランが合わ
ない場合があるが、
本人の考えや周囲の
環境等から変更など
の対応が難しいこと
がある。 

 3 安定的な暮ら
しの提供 
 
 
 
 
 
 
福祉課 
 

コロナ禍において、「住
居確保給付金」の相談件
数は増加したが、制度内
容から支給実績は現状維
持であった。なお、コロ
ナ禍や原油価格・物価高
騰の影響で困窮している
人に対して求職活動要件
の緩和措置等が行われ
た。 

Ａ 

求職活動要件の緩
和措置等により利用
し易くなり、相談者は
増加した。 

給付期間中の就労
活動を実施しても増
収等に繋がらず、要
支援者の経済状況が
改善されない場合が
ある。 

 4 扶助費の適正
化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福祉課 
 

要支援者の状況に応じ
て必要な聞き取り、調
査を行い、生活困窮者自
立支援法又は生活保護法
に基づく適切な支援措置
等を実施する。 
レセプトの点検と内容

の精査を行い、頻回・重
複受診のチェックや指
導、生活習慣病予防のた
めの助言・指導を行い、
医療費の抑制・適正化を
図る。 

Ｂ 

コロナ禍において
収入資産調査等の件
数が増加し、書類作成
や郵送請求等でかな
りの時間を要した。 

収入資産調査等は
従来の紙文書での事
務処理方法から現在
は電子媒体での調査
に切替え中のため、
今後は更なる事務の
効率化・迅速化を図
る。 
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3-7.医療 

施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

3-7-1.地域
医療の充実 

1 市立医療機関
の整備 
【重点】 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康課 
みとよ市民病院 
 

西香川病院は、引き続
き三豊・観音寺市医師
会を指定管理者として運
営し、健全な運営が図ら
れている。 
みとよ市民病院は、令

和4年 5月に旧永康病院
から名称変更し新しく建
替を行った。また、地域
に密着した病院として住
民の健康、福祉に貢献し、
安全で良質な医療を受け
られる病院経営に努め
た。 

Ｂ 

・西香川病院は、指定
管理者である三豊・観
音寺市医師会の運営
により、健全な経営が
できている。 
・みとよ市民病院は、
耐震基準を満たして
いない老朽化した永
康病院の建替を実施
することができ、市民
に安心して来院して
もらうことに繋がっ
た。 

・西香川病院につい
ては、老朽化が進ん
でおり、大規模改修
によって、施設の長
寿命化を図る必要が
ある。 
・旧永康病院建物の
解体が課題である。 

 2 医師確保に向
けた取り組み 
【重点】 
 
 
 
みとよ市民病院 
 

・みとよ市民病院は、令
和4年度から3ヵ年事業
として香川大学の寄附講
座を設置し医師の派遣を
実施している。また、周
辺の大学医局等への常勤
医師派遣の要望も行って
いる。 

Ｄ 

・みとよ市民病院は、
周辺大学の医局等へ
働きかけた結果、整形
外科に新しく1名常勤
医師を確保すること
ができた。 

・2024年4月から医
師等の働き方改革制
度が導入され、今以
上に大学医局、民間
病院等からの医師派
遣は厳しいものにな
ることが課題。 

 3 地域内医療機
関との連携 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康課 
 

地域医療構想を踏ま
え、両病院とも回復期・
慢性期に特化した病院と
しての役割が求められて
います。また、精神医療
についても大きな役割を
果たしています。 

Ｂ 

みとよ市民病院は、
二次救急医療機関で
あり、災害医療におけ
る広域救護病院、へき
地医療におけるへき
地医療拠点病院とし
て位置づけられてい
る。また、西香川病院
は、認知症疾患医療
センターとして指定
されている。両病院と
もに地域の医療機関
との連携強化に努め
ている。 

新興感染症拡大時の
公立病院の役割の重
要性を認識した。み
とよ市民病院は、発
熱外来等の機能整備
の強化・連携に努め
ている。 
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3-8.社会保障 

施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

3-8-1.社会
保障制度の
適正運営 

1 健康保険事業
の安定化 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康課 
 

県が開催する研修に参
加し、国保税の収納率向
上に努めた。また、国保
連合会等と連携し診療
データの分析に基づく生
活習慣病予防対策の推進
や健診及び特定保健指導
の受診勧奨を行った。 

Ｂ 

国民健康保険事業
は、収納率も高く推移
し、安定した財政運営
ができている。 

新型コロナの影響
によって、特定健康
診査や特定保健指導
の受診率が低下した
年度もあり、感染対
策に配慮した事業の
実施が必要になっ
た。また、医療機関
と連携し、特定健診
後に行う特定保健指
導の強化体制の構築
も課題である。 

 2 介護保険事業
の健全化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
介護保険課 
 

利用者に対し、使用し
た介護サービスの内容及
び発生した料金を確認す
るための通知を発行する
ことにより、給付費の可
視化を行ってきた。また、
介護サービスの一部につ
いては利用前に申請を求
め、当該申請内容に対し
専門職を含めた複数人で
の確認体制を構築するこ
とにより必要以上の給
付を抑制してきた。また、
要介護認定の適正化に努
め、利用者本人の心身の
状態に見合った認定を
行ってきた。 

Ａ 

介護サービスの給
付費に係る通知は年
に複数回実施するこ
とによって、自身の利
用する介護サービス
の可視化に努めた。ま
た、介護サービスの申
請に係る確認体制に
ついては専門職も含
めたことにより、より
適切な指導を行うこ
とができ、給付費の抑
制につなげることが
できた。 

給付費通知により
給付の可視化を実施
しているが、それに
ついての給付の抑制
効果が見えない。ま
た、支援計画の点
検を実施している
が、なお必要以上の
サービス利用を行っ
ているケースが見ら
れる。 

 3 国民年金制度
の啓発 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市民課 
 

窓口用パンフレットに
電子申請についてなど新
たな内容を追加し、従来
の内容も簡潔な表現に一
新するとともに、広報み
とよに国民年金制度につ
いての記事を掲載するな
どして制度の周知に努め
た。また高松西年金事務
所と連携し、社会保険労
務士による無料年金相
談を開催することで、年
金の種別を問わない相談
の機会を設けた。 

Ｂ 

三豊市における国
民年金保険料の納付
率は、善通寺年金事務
所管内で最も高く、免
除率や口座振替率な
どの各数値も高水準
となっている。また、
窓口相談の際に免除
や障害年金など、制度
について理解しても
らえるよう丁寧に説
明した。 

様々な媒体を用い
て制度の周知を行っ
てきたが、外国人住
民や障害年金を受給
できる可能性がある
方などの制度の周知
が行き届いていない
層に対して、どのよ
うにアプローチして
いくかが課題。 
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（４）基本目標④【暮らし】 

人と自然が守られる定住のまち 

4-1.防災・消防 

施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

4-1-1.地域
防災力の増
強 

1 自主防災組織
の結成促進と支
援 
【重点】 
 
危機管理課 
 

防災講座や広報等で自
主防災組織の必要性と結
成の手順、実働可能な組
織づくりについて、啓発・
支援を行った。 

Ｂ 

コロナ禍で啓発活
動も制限を受けたこ
とにより、自主防災組
織の結成が思うよう
に進まなかったため。 

自主防災組織はあ
るものの、活動がで
きていない組織があ
るので、実働可能な
組織となるよう支
援をしていく必要が
ある。 

 2 防災力を高め
る活動の推進 
 
 
 
 
 
危機管理課 
 

市主催の各種防災訓練
に市民が参加することや
ハザードマップの配布、
防災講座等により市民に
対して防災意識向上の啓
発活動を行った。 

Ａ 

地域の防災力を高
める自助・共助につい
て、防災訓練等を通し
て啓発ができたため。 

近年、大規模な災
害が発生していない
こともあり、市民の
防災意識は地域・個
人によって偏りがあ
る。市全体として防
災意識をより向上さ
せるよう取り組む必
要がある。 

 3 避難行動要支
援者登録制度の
推進 
 
 
 
 
 
 
福祉課 
 

毎年度、登録者へ内容
変更の確認を行い、避難
行動要支援者名簿を更新
し、自治会長や民生委員・
児童委員など避難支援等
関係者へ情報を提供して
いる。 
見守りを兼ねて民生委

員・児童委員による名簿
登録者宅への訪問を行っ
ている。 

Ｂ 

民生委員・児童委員
が名簿登録者宅へ訪
問し、個別支援計画の
作成等を呼びかけ、平
時からの備えの重要
性を周知できた。 

避難支援等関係者
との連携が重要だ
が、現時点では不十
分である。 

4-1-2.災害
への備えと
対応 

1 災害に強い施
設整備 
【重点】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
土地改良課 
建設港湾課 
教育総務課 
 

避難所となっている学
校施設については、児童
生徒の安全安心のため、
施設改修工事や修繕工
事を行った。また、防災
重点ため池等について
は、地元要望に基づき、
国の補助金等を利用し
て、ため池改修等の事
業を実施し、地域の安全
性の確保に努めている。
市管理港湾施設について
は、定期的な点検と計画
的な改良工事など、台風
や高潮などから防護する
施策に努めている。 

Ｂ 

避難所となってい
る学校施設は、既に耐
震化が行われている。
教育環境を整備する
ために校舎棟などか
ら優先的に改修工事
等を実施した。防災重
点ため池については、
県営地域ため池総合
整備事業等によりた
め池改修を進めてい
る。市管理港湾施設に
ついては、近年、台風
や高潮による背後地
の直接被害は発生し
ていない。 

避難所となってい
る学校施設は、体育
館に空調設備を導入
していないため、避
難する時期によって 
は、劣悪な環境とな
る。防災重点ため池
については、数が非
常に多く、工事費の
高騰のため、事業が
予定通りに進まな
い。市管理港湾施設
については、毎年、
台風等の影響を受け
るため、継続的な改
良が必要である。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

4-1-2.災害
への備えと
対応 

2 非常用物資の
備蓄 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
危機管理課 
 

香川県の備蓄マニュア
ルに基づき、避難時に必
要な物資（食料、毛布、生
理用品、紙おむつ）につ
いて、計画的な整備を実
施した。 

Ａ 

避難時に必要な物
資（発災後1日分）に
ついて、市及び県の備
蓄数で目標数を整備
できているため。 

発災後 2 日目以降
は、協定等による流
通備蓄による対応が
必要となるが、協定
締結先の充実と緊急
時連絡体制の構築が
課題である。 
また、備蓄目標に

は含まれていない歯
ブラシ、液体ハミガ
キ、トイレ薬剤につ
いても衛生上の観点
から整備をする必要
がある。 

 3 未耐震住宅へ
の支援 
【重点】 
 
 
 
 
建築住宅課 
 

昭和 56 年 5 月以前に
建築された民間住宅に対
し、耐震診断及び診断の
結果、基準値未満の住宅
に対する耐震改修工事等
への補助を行った。また、
市民の耐震に対する意識
醸成のため、無料相談会
等の啓発に取り組んだ。 

Ｂ 

一定の効果は上
がっているものの、未
耐震の民間住宅がま
だまだ市内に多く存
在するため 

無料相談会等の啓
発効果により改修要
望は増加している。
対応できる財源の確
保が課題となる。 

 4 急傾斜地の崩
壊防止 
 
 
 
建設港湾課 
 

 市民からの申請により
急傾斜地崩壊危険区域内
にある住宅保全のため、
急傾斜地崩壊防止工事を
施 工 し た 。（ 県 補 助
率：50％、市補助率：25％、
地元：25％） 

Ａ 

 急傾斜地崩壊危険
区域内においても事
業実施により安全安
心な居住空間が確保
されている。 

 事業実施のための
市 の 財 政 負 担
が 25％あり大きい
いため財源確保が課
題となる 

4-1-2.災害
への備えと
対応 

5 災害からの復
旧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
農林水産課 
土地改良課 
建設港湾課 
建築住宅課 
都市整備課 
 

大規模地震発災後に、
余震等による建物の倒壊
など、人命に関わる二次
的被害を防止するため、
被災建築物、宅地の応急
危険度判定を行う体制を
整備した。また、都市公
園の倒木被害発生時に
は、利用者の安全確保の
ため早急に対応した。ま
た、災害時において、被
災した農地、農業用施
設を早急にできるよう、
被災者と協議しながら実
施した。異常な自然災害
により被災したインフラ
の復旧に向けて一日も早
く再建できることが重要
なことから、災害調査、
報告を迅速に行い、早期
復旧、予防整備等を推進
する。 

Ｂ 

大規模災害発災時
に備え、体制整備を進
めるとともに、台風等
による被害発生時に
は、関係各所と連携
し、迅速な復旧作業に
取り組むことができ
たため。 

応急危険度判定を
要する大規模災害を
想定した訓練、シ
ミュレーションが困
難であること。土砂
災害を防止するた
め、早急に予防整
備を含めた対策を実
施し、集中豪雨、台
風、地震等の発生時
に市民の生命・財産
等への被害発生を未
然に防止すること。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

4-1-3.消防
体制の充実 

1 消防団の組織
力の強化 
 
 
 
 
 
 
 
 
危機管理課 

活動に従事しやすい環
境整備の向上を目的と
し、条例の改正を行った。
また、訓練については消
防団の独自訓練だけでな
く、専門研修施設が実施
する教育訓練に参加する
ことで、より質の高い消
防活動を展開できる体
制を整えた。 

Ｂ 

消防技術の向上を
目的とした研修等に
ついては、県消防学校
の教育課程に延べ 49
名の団員が参加し、人
材育成を図ることが
できた。また、出動報
酬について、活動現状
に即した支給額に変
更し、その労苦に報い
るよう適正化を図っ
た。 

消防団員の減少に
歯止めをかけ、定数
の団員を確保する取
組が急務。年齢に関
係なく、消防団活動
に時間を割くことが
難しい現状を鑑み、
より活動しやすい環
境を整備すると共
に、新規団員の確保
に努める取組の検討
が必要。 

 2 消防施設の充
実 
【重点】 
 
 
 
 
 
 
 
危機管理課 

消防施設及び設備の現
状を適正に把握し、三豊
市消防団再編計画に基づ
き、消防団活動の拠点と
なる消防屯所や、車両及
び資機材等消防設備を整
備した。 
また、維持修繕を的確

に行うと共に、防火水槽
及び消火栓等の消防水利
の整備確保を行った。 

Ｂ 

消防ポンプ自動車 7
台、小型動力ポンプ付
積載車8台を購入し、
車両の整備推進を
図った。また、既存屯
所の状況を把握し、効
果的な再配置の検討、
維持更新を実施した。
さらに、経年等により
老朽化した消防水利
施設の修繕を行い、水
利確保に努めた。 

消防屯所について
は、今後建て替え時
期を迎える施設が多
く存在しているの
で、限られた財源の
中で、消防力を低下
させないことを主眼
に置いた効率的な施
設配置の検討、更
新を進めていく必要
がある。 

4-1-3.消防
体制の充実 

3 消防署との連
携強化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
危機管理課 
 

火災等の災害現場にお
いて一元化した指揮のも
とに双方が活動できるよ
う、平常時より連携訓
練を実施し、情報の共有
化、及び連携体制の確
認を行った。 Ｃ 

消防団独自訓練に
ついては、コロナ禍に
より集会方式の各種
訓練に制限を受け、大
半の活動は自粛せざ
るを得なかったが、状
況を見ながら消防署
職員に指導者派遣を
依頼し、専門的な指
導を受け実施するこ
とができた。 

今後、予測される
災害に迅速・的確に
対応できるよう、多
種多様な連携訓練の
実施が必要である
が、場所の確保や本
業が多忙で熱意は
あっても訓練に参加
できない団員も多く
存在することから、
効果的かつ参加しや
すい訓練実施につい
て検討が必要。 
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4-2.生活 

施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

4-2-1. 社
会 ・ Ｉ Ｔ
インフラの
整備と適正
管理 

1 市道の整備と
維持管理 
 
 
 
 
 
 
 
建設港湾課 
 

市道の維持管理につい
ては維持パトロールによ
り損傷が軽微なうちに修
繕を講じ予防保全型の維
持修繕を行いコスト圧縮
に繋げる。 
路面性状調査の結果に

基づいた修繕の実施によ
り安全確保に努めた。交
差点、水路転落事故対策
も実施 

Ｂ 

事故防止対策によ
る死亡事故等が減少
している。 
要望に対して現地

確認し必要な箇所の
整備、維持管理を実施
できているが、要望件
数には追い付いてい
ない。 

市民の高齢化や意
識変化などによる善
意の除草などが減少
し道路管理者での対
応件数が増大すると
ともに、物価高騰に
よる維持管理コスト
の増大により道路管
理者を取り巻く課題
は非常に多い。 

 2 市管理河川と
橋梁の維持管理 
 
 
 
 
建設港湾課 
 

河川内の伐採、浚渫、施
設の修繕、改修工事を行
い河川・水門・排水機場
等の機能を保持、改善し
良好な状態に保つ。 
橋梁の修繕計画に基づ

き事業を実施。 

Ｂ 

河川については適
切に管理・整備できて
いる。 
橋梁については物

価高騰による維持管
理コストの増大など
により遅れてきてい
る。 

物価高騰による維
持管理コストの増大
などにより道路管理
者を取り巻く課題は
非常に多い。 

 3 公衆無線ＬＡ
Ｎ環境の充実 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
総務課 
産業政策課 
 

かがわ Wi-Fi スポット
は57か所のままだが、生
涯学習施設の通信環境向
上(生涯学習のＤＸ)とし
て「みとよ未来創造館・
図書館」「市民交流セン
ター」「豊中町図書館」の3
か所に無料 Wi-Fi を設置
した。また、県が実施す
る「かがわWi－Fiアクセ
スポイントの設置に係る
補助金」を市内事業者に
案内し設備導入の促進を
行った。 

Ｃ 

オンライン形式の
生涯学習講座を開催
できるようになり、講
座の幅が広がった。
Wi-Fi を整備すること
により有料の貸館が
増えている一方、設備
導入後の月々の通信
代など運用経費が事
業者の負担となって
おり、コロナ禍以降の
厳しい経営環境の中、
負担が増したことと、
外国人観光客の減少
による利用者の減少
などが要因となり、撤
退する事業者が発生
した。 

現在、外国人観光
客の多くがより利便
性の高いモバイル
Wi－Fi やプリペイ
ド SIM を利用してい
ることや 2023 年に
県の補助金が終了す
る予定であることか
ら、事業者の費用対
効果を鑑み、今後は
積極的な推進は行わ
ない方針である。 

4-2-2.交通
の利便性向
上 

1 コミュニティ
バスの適正運行 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域戦略課 
 

毎年 JR のダイヤの改
正にあわせるとともに、
市民ニーズや利用状況に
応じて路線・ダイヤの改
正を行った。 

Ｃ 

現状の路線・ダイヤ
については定時定路
線により概ね定着化
しているため、市民の
幅広いニーズを細か
く反映した路線・ダイ
ヤに変更することは
困難である。また、年
間利用者数が回復基
調を見せる中、高齢者
等の利用が伸びてい
ない。 

公民館やその他関
係機関等とも連携し
ながら、高齢者等へ
の理解活動及び利用
促進に努めること。
また、予備車両の老
朽化が進行している
ため、計画的な車両
更新を検討する必要
がある。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

4-2-2.交通
の利便性向
上 

2 高齢者の交通
手段の確保 
 
 
 
 
地域戦略課 
 

公共交通空白地域や
ファーストワンマイル、
ラストワンマイルの課題
解決に向けて、コミュニ
ティバスだけではなく、
その地域に合った交通
ネットワークの確保のた
めの実証を行った。 

Ｂ 

実証中の移動サー
ビスに対して利用者
からの高評価を得て
いる部分も多く、公共
交通として根付いた
ことにより高齢者の
移動のきっかけづく
りとなっているため。 

まだ利用されてい
ない方への認知を広
め、利用者増加に繋
げていくこと。 

 3 広域的な交通
政策の展開 
 
 
 
 
地域戦略課 
 

「香川県四国線複線電
化・新幹線導入期成同盟
会」の幹事会員として必
要な活動を実施した。 

Ｂ 

四国新幹線の導入
促進について継続し
た推進が図れている
ため。 

四国新幹線につい
ては、今後も「香川
県四国線複線電化・
新幹線導入期成同盟
会」の幹事会員とし
て相互連携を図り、
導入促進に努めてい
く。 

 4 次世代技術の
導入検討 
 
 
地域戦略課 
 

国の関係部署との意見
交換、先進地視察や技術
保有事業者との協議な
ど、自動運転導入に係る
手法とコストについての
比較検討を行った。 

Ｄ 

検討のみに留まり、
具体的な動きができ
なかったため。 

現実的な導入場所
の検討や地域におけ
る自動運転受容性の
検証など、具体的な
作業から１つ１つ着
実に実施していく。 

4-2-3.住環
境の整備 

1 暮らしやすい
住居の整備促進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建築住宅課 
 

昭和 56 年 5 月以前に
建築された民間住宅に対
し、耐震診断、耐震診断
の結果、基準値未満の住
宅に対する耐震改修工事
等に対する補助を行っ
た。また、市民の耐震に
対する意識醸成のため、
無料相談会等の啓発に取
り組んだ。 
リフォーム補助金

は 2016( 平 成 28)
～2018(平成30)年度に実
施、現在は終了している。 

Ｂ 

一定の効果は上
がっているものの、未
耐震の民間住宅がま
だまだ市内に多く存
在するため 

無料相談会等の啓
発効果により改修要
望は増加している。
対応できる財源の確
保が課題となる。 

 2 市営住宅の整
備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建築住宅課 
 

「三豊市市営住宅長寿
命化計画」の団地別実施
方針（建替え、用途廃止、
維持等）に沿い、これま
でに、仁尾浜団地のリ
フォーム改修、中郷・的
場・前田団地の一部除却・
用途廃止等を実施した。
また、法事団地建替え事
業の令和 7 年度末竣工に
向けて、用地買収・各種
基本設計・実施設計・地
元調整等を計画に沿い進
めている。 

Ｂ 

「三豊市市営住宅
長寿命化計画」の団地
別実施方針（建替え、
用途廃止、維持等）に
沿い計画的なストッ
ク管理を進めること
で、本市の将来需要推
計に沿った目標住宅
管理戸数に近づける
ことができた。 

市内には耐用年
限を経過し老朽化が
進行している市営住
宅が現在も数多く
残っており、今後も
計画的な用途廃止、
建替え等の対策が急
務となっている。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

4-2-4.空き
家対策の推
進 

1 空き家の現状
把握と管理促進 
 
 
 
 
建築住宅課 
 

委託業務により市内の
空家の外観調査を行い、
空家の状態を老朽危険度
でＡ～Ｅの 5 段階に分
類、ＧＩＳデータに集積
する。データは空家相談
や所有者等への適正管理
の通知に使用する。 

Ｂ 

データを利用した
適正管理通知から除
却補助申請につなが
るケースがあったた
め。 

所有者、相続人が
不明な空家が増加し
ている。また、民法
改正に伴い、令和 5
年度から相続放棄に
より管理義務を問え
ないケースが増加し
ている。 

 2 老朽危険空き
家の撤去支援 
 
 
 
 
 
建築住宅課 
 

老朽危険空き家除却支
援事業を軸として、制度
の啓発や相談等、市民へ
の周知を行う。また、空
家対策ガイドブックを作
成し、空家に対する基本
的な考え方や疑問点など
の啓発に努めた。 

Ｂ 

空家対策ガイド
ブックによる啓発効
果、空家等実態調査結
果を基にした空家の
所有者等への適正管
理依頼等により DE
ランクの除却件数の
割合増加につながっ
ているため。 

工事費の上昇や補
助対象外等の自己負
担により除却申請を
躊躇するケースへの
対応。 

 3 空き家の利活
用 
 
 
 
 
 
建築住宅課 
 

空き家の処分の問い合
わせの際、空き家バンク
制度を案内し、また、空
き家バンク登録物件を購
入した方に対して、住環
境の整備を目的にその改
修費用の一部を助成し、
空家の利活用につなげ
た。 

Ｃ 

空き家バンク登録
件数が基準値、前年度
実績を下回っている
ため。 

空き家バンク制
度、空き家バンクリ
フォーム補助等、空
家利活用の促進に向
けた効率的な啓発方
法の確立。 

4-2-5.計画
的な土地利
用とエリア
マネジメン
ト 

1 都市計画区域
の再編 
【重点】 
 
都市整備課 
 

都市計画区域を再編す
るとともに、立地適正化
計画を策定した。 

Ａ 

都市計画区域を見
直すとともに、市第２
次総合計画に沿った
立地適正化計画を策
定したため。 

 

 2 農業振興地域
整備計画の見直
し 
 
 
農林水産課 
 

全体見直し時期（平
成24年、平成30年）に
基礎調査をおこない、そ
の結果を翌年度に策定し
た三豊市農業振興計画に
反映した。 

Ｂ 

市内全域で人・農地
プランを実質化し、地
域農業の中核となる
担い手を明確にし、長
期的な優良農地の確
保に努めた。 

農家の高齢化や人
口減少により余剰農
地が不作付地・遊休
農地が増加傾向にあ
る。 

 3 高瀬庁舎及び
詫間庁舎周辺の
市街地エリアの
開発 
【重点】 
 
 
 
 
都市整備課 
 

詫間庁舎周辺エリア
は、機能を集約した複合
施設の令和７年度中の整
備に向けて、事業を進め
ている。 
本庁舎周辺エリアにつ

いては、グランドデザ
インに基づく子育て支援
拠点の機能及び建設予定
地等の検討を行った。 

Ｃ 

詫間庁舎周辺エリ
アは市民センター詫
間（仮称）及び造船所
跡地の整備に向けて
事業を進めているが、
本庁舎周辺エリアに
ついては検討段階に
留まっており、整備に
は着手できていない
ため。 

本庁舎周辺エリア
における必要機能や
配置、子育て支援拠
点の建設地、整備手
法、財源確保が課題
である。 
財政状況等の変化

により、事業根拠と
なるグランドデザ
インの在り方は再考
する必要がある。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

4-2-6. 離
島・農山村
の振興 

1 域外交流の促
進等による地域
振興 
 
 
 
産業政策課 
 

秋会期に開催される瀬
戸内国際芸術祭 2022 や
６月に開村する粟島芸術
家村事業のサポートや情
報発信、タラオセアン
ジャパンの環境学習の
アンバサダー活動を行っ
た。 

Ｂ 

アンバサダー活
動を行ったことによ
り、2023粟島プロジェ
クトの開催に結び付
いた。 

活動内容に対し、
予算計上がなく、地
域おこし協力隊の活
動が制約されてし
まった。 

 2 医療の確保 
 
 
 
みとよ市民病院 
 

医療機関がない財田町
や粟島・志々島へは、そ
れぞれ診療所を設け、三
豊圏域の医療機関の医師
により必要な医療の提
供を行っている。 

Ｂ 

地域医療機関の支
援を受け、各診療所と
も派遣医師の確保が
できている。 

派遣医師の高齢化
が進んでいる。今後
も安定した運営がで
きるよう、医師確保
の取組が必要であ
る。 

 3 離島航路の確
保 
 
 
地域戦略課 
 

航路事業者の損失額か
ら、国庫補助金を差し引
いた額の１/２相当を県・
市がそれぞれ補助金とし
て支出した。 

Ａ 

唯一の離島航路の
確保のため、財政補
助を行うことで、航路
事業者への支援が実
施できた。 

航路再編の検討及
び、航路運行事業者
の事業継承支援を併
せて行う必要があ
る。 

 4 離島における
介護支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
介護保険課 
 

指定居宅サービス事業
者が離島に居住する要介
護者に対して介護サービ
スを提供した場合に補助
金を交付している。補助
金の額は、次に掲げるも
のの合計額とする。 
(1) 補助対象事業の介護
従事者1人2,000円/日 
(2) 補助対象事業に要す
る船賃相当額 

Ａ 

訪問系のサービス
は事業所からの申請
により補助金を交付
することでサービス
利用ができている。 

島内に事業所がな
いため利用できる
サービスが介護用品
のレンタルや訪問系
のサービスに限られ
ている。デイサービ
ス等通所系のサービ
スは送迎がないた
め、介護度が上がる
と施設へ入所するな
ど島から移住せざ
るを得ない。 

4-2-7. 公
園・緑地の
整備 

1 計画的な公園
管理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
都市整備課 
土地改良課 
 

都市公園、農村公園の
遊具は、毎年保守点検を
実施し、点検結果に基づ
き、計画的に修繕・撤去を
行っている。 
また、農村公園の樹木

については 2 年毎に剪
定・伐採を実施している。 

Ｂ 

定期的に保守点検
や樹木の管理を実施
し、安全に公園を使用
できるよう予算の範
囲内で修繕を行い、修
繕できなかった案件
については、次年度以
降に実施の可否を検
討したため。 

遊具等は定期的に
点検・修繕を行って
いるが、公園内部の
施設において、経年
劣化により遊具以外
の部分でも修繕が必
要な場所が発生して
おり、劣化の進行具
合や緊急を要する際
に、予算確保が難し
い場合がある。 
また、害虫の発生

が近年増加傾向にあ
る。 

 2 地域による公
園管理 
 
 
 
 
 
都市整備課 
土地改良課 
 

指定管理者や地域団体
等と管理委託契約を締結
し、管理体制を構築して
いる。また、地元の関係
者で構成する団体に、公
園の日常点検や軽微な維
持管理を行ってもらうこ
とにより、公園利用者が
不便を感じないようにし
た。 

Ｂ 

受託者や地域の団
体との連絡体制を構
築し、公園の日常の維
持管理を協力して行
うとともに、都度情報
の共有や対応を行い、
倒木等の異常発生時
において、早急な対応
ができたため。 

公園の設備が老朽
化して、修繕に多額
の費用がかかる。樹
木管理についても、
木が大きくなってい
るので、管理に費用
が発生している。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

4-2-8. 墓
地・斎場の
維持管理 

1 市営墓地の適
正な維持管理 
 
 
 
環境衛生課 
 

広報・三豊市HPを利用
し、随時更新をし利用促
進を行った。定期的に設
備の修繕・清掃をし適正
な維持管理を行った。 

Ｂ 

広報等を利用した
墓地困窮者への案
内をすることができ
た。定期的な修繕・清
掃を行い適正な維持
管理ができた。 

墓地使用者で県外
在住者が増加してお
り、お墓の管理がで
きなくなってきてい
る。将来的に無縁仏
の対策を検討する必
要がある。 

 2 火葬場の運
営・管理 
 
環境衛生課 
 

市内２か所の適正な運
営管理を行った。 
火葬手続きのミスや施

設の故障等がないよう業
務に取り組んだ。 

Ｂ 

点検作業の実施、施
設周辺の雑草木の除
去を行い景観の維持
に努めた。 

より周辺環境に配
慮した運営と管理及
び、不測の事故等に
備えた、施設の安定
稼働を推進する。 
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4-3.環境・衛生 

施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

4-3-1. 環
境・景観の
保全 

1 公害防止対策
の推進 
 
 
環境衛生課 
 

騒音・悪臭・水質汚濁・
大気汚染等の公害測定を
実施し、データの蓄積を
行った。 

Ｂ 

定期的に測定を実
施、公害対策の推進を
図り、市民の健康を保
護するとともに、生活
環境を保全すること
ができた。 

悪臭や騒音の苦情
が市民から寄せられ
ており、継続して対
応する必要がある。 

 2 ペットの適正
飼育の促進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
環境衛生課 
 

狂犬病予防法に基づ
き、市内各地域で狂犬病
予防集合の実施。犬の登
録、狂犬病予防注射・注
射済票の交付等の業務を
香川県獣医師会に委託し
て実施。野犬対策として
野犬捕獲箱を貸出・設
置をし、野犬の捕獲を実
施。犬・猫の適正な飼育
に関する啓発と不妊去勢
手術費の補助を実施。 

Ｂ 

野犬対策は香川県
西讃保健福祉事務所
と連携して、野犬捕獲
サークルの設置等に
より野犬対応をした。
また、シルバー人材
センターへ野犬捕獲
箱の運搬業務を 28 回
実施して対応をした。 
犬猫の適正な飼育

管理について、不妊・
去 勢 手 術 費 の 補
助を300件実施した。 

近年、犬・猫の飼育
に関する苦情・近隣
トラブルが増加して
いるため、今後も継
続して取り組む必要
がある。 

 3 環境保全型農
業の促進 
 
 
 
農林水産課 
 

環境保全型農業直接支
払交付金事業を活用し、
環境にやさしい農業の取
組を支援した。 Ｃ 

国の事業である環
境保全型農業直接支
払交付金事業が難解
であり、取組が難しく
新たに参加する組織
がない。 

補助事業の制度を
十分に理解し、環境
にやさしい農業を取
り組もうとする農業
者団体を支援できる
よう広く情報発信を
行う。 

4-3-2.循環
型・省エネ
社会の形成 

1 温室効果ガス
排出量の把握と
削減 
 
 
 
 
 
 
環境衛生課 
 

年 2 回、三豊市エコオ
フィス計画推進員担当者
会の開催し、職員の意識
改革を図った。また、評
価改善チェックシートを
用いた管理を施設ごとで
行い、ソフト及びハード
的取組の点検・評価や処
置・改善についての検
討を促した。 

Ｂ 

2021 年度の温室効
果ガス排出量目標
値15,824t-Co2に対し
て実績値は 16,056t-
Co2 であり、232t-Co2
の削減不足となった。
しかし、コロナ禍によ
り施設の管理運営に
制限がかかる中、前年
度対比 0.4％（58t-
Co2）削減できた。 

コロナ禍により施
設の管理運営に制限
がかったため、ソフ
ト的取組が実行でき
ず十分な削減効果を
得ることができな
かった。 

 2 クリーンエネ
ルギーの活用促
進 
 
 
 
 
 
 
 
環境衛生課 
 

地球温暖化防止及び市
民の環境意識の高揚を図
るため、住宅用太陽光発
電システム・蓄電システ
ム・HEMSの設置者に対し
て補助金を交付した。 

Ｂ 

2019 年度から 2022
年度までの補助金交
付件数は354件あり、
内訳としては太陽光
発電システム214件、
蓄電システム229件、
HEMS96件であった。ま
た、太陽光発電システ
ム の 設 置 に よ
り、1,747.5ｔ-Co2 の
削減効果を得ること
ができた。 

事業者に対しての
啓発活動が実施でき
ていない。また、事
業者向けの創エネ設
備等の導入に係る補
助事業を整備するこ
とが課題である。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

4-3-2.循環
型・省エネ
社会の形成 

3 国内初のごみ
資源化施設の管
理 
 
 
 
 
 
 
環境衛生課 
 

国内初のごみ処理施設
であることから、ごみ処
理が適正に行えているか
事業モニタリングを実
施。全国的にも稀な民設
民営方式であることか
ら、中小企業診断士に委
託して財務内容のモニタ
リングを実施。また、燃
やせるごみのごみ質組成
調査を実施。 

Ｂ 

年間を通して大き
なトラブルもなく、安
定的な施設運営を行
うことができた。 

原油価格高騰等に
伴う光熱費等のコス
トアップが施設運営
に影響を与えないよ
うに対策する必要が
ある。 

 4 環境都市みと
よのＰＲ 
 
 
環境衛生課 
 

「バイオマス資源化
センターみとよ」の行政
視察受入を行い、施設を
含めた三豊市の取り組み
について説明を行った。 

Ｂ 

国内初のごみ資源
化技術の導入など、本
市が取り組む先進的
な環境行政を全国に
発信できた。 

コロナ禍により施
設の視察受入に制限
がかったため、受入
団体の中でキャンセ
ルすることがあっ
た。 

4-3-3. ご
み・し尿の
適正処理 

1 ごみの適正処
理と３Ｒ運動の
促進 
 
 
 
 
 
 
環境衛生課 
 

家庭ごみの１８文別の
啓発に努めた。各支所に
小型家電の回収ボック
スを設置しており、燃や
せないごみの減量と希少
金属等の再資源化の推
進を図った。 
また、市民団体に対して、
リサイクル活動交付金を
交付し、資源回収の支
援を実施した。 

Ｂ 

18 分別を行うこと
により資源の再利用
の促進を図ることが
できた。 

段ボールコンポス
トの無料配付や電気
式生ごみ処理機の補
助は終了したが、引
き続き、生ごみの減
量化については啓発
が必要と考える。 

 2 し尿・浄化槽
汚泥処理体制の
充実 
 
 
 
 
 
環境衛生課 
 

三豊環境保全事業協同
組合と連携して、中讃広
域行政事務組合の瀬戸グ
リーンセンター及びかが
わコンポスト事業所への
し尿・浄化槽汚泥の効率
的な処理に努めた。 

Ｂ 

家庭等から出され
たし尿・浄化槽汚泥に
ついて瀬戸グリーン
センターで適切に処
理することにより、汚
泥をリサイクルし発
酵有機肥料(ハイク
リーンかがわ)として
希望者に有料で還元
できた。 

新型コロナウイル
スの影響による建築
資材等の高騰で住宅
建設が伸び悩み、そ
れに伴い合併処理浄
化槽の設置基数も
減ってきている。 

 3 地区衛生活動
の支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
環境衛生課 
 

自治会の地区衛生委員
が出席する三豊市地区衛
生組織連合会の研修会等
において、ごみの減量化・
ごみの分別等の啓発を実
施した。地区衛生委員の
手引きを作成し、役割の
再認識を行った。また、
三豊市地区衛生組織連合
会に対して、振興助成
金を交付し、各支部の地
区衛生活動の支援を実施
した。 

Ｂ 

各地区衛生委員の
活動により、集積所の
ごみ収集を円滑に行
うことができた。三豊
市地区衛生組織連合
会では、各支部におい
て清掃活動やリサイ
クル活動等を実施し、
環境問題に対する意
識の向上に努めるこ
とができた。 

地区衛生委員は、
定期的に変更がある
ため、継続的に啓発
活動を行う必要があ
る。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

4-3-3. ご
み・し尿の
適正処理 

4 ごみの不法投
棄対策の推進 
 
 
 
 
 
 
環境衛生課 
 

各自治会の地区衛生委
員を中心に、研修会等で
不法投棄に関する啓発を
実施した。また、市民に
対する不法投棄禁止看板
の配付やシルバー人材
センターに不法投棄のパ
トロールを委託し、監視
体制の強化に努めた。 

Ｃ 

不法投棄禁止看板
の設置場所において
は、投棄物は減少し
た。 
不法投棄発生場所

については、早期に回
収することで、その後
に投棄されないよう
な環境づくりに努め
た。 

不法投棄はあとを
絶たない状況であ
る。特に山間部では
粗大ごみの投棄が多
いため、対策の検討
が必要である。 

4-3-4.生活
排水の適正
処理 

1 浄化槽の普及
促進と維持管理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
環境衛生課 
 

補助金制度により、合
併処理浄化槽の設置及び
適正な維持管理の促進を
実施。生活排水による公
共用水域の水質汚濁防
止を図り、環境保全に努
める。 Ｂ 

関係団体との連
帯を深め、啓発活動に
励んだことで、浄化槽
人口普及率と汚水処
理人口率をともに上
昇させることができ
た。しかし前年度との
その差は小さく、伸び
悩みがみられる。 

浄化槽整備人口普
及率は毎年上昇して
いるが、合併浄化槽
の設置基数はここ数
年減少傾向にある。
また汚水処理人口普
及率も年々上昇はし
ているものの、令和
４年度末で 65.92％
であり、依然として
県平均（令和 3 年度
末80.3％）を大きく
下回っている。 

 2 集落排水施設
等の利用促進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
環境衛生課 
 

農業・漁業集落排水施
設等の適正な維持管理を
継続的に実施。施設の老
朽部品の取替及び修繕工
事を行い、機器類の延命
化、ランニングコストの
縮小を図る。 Ｂ 

農業・漁業集落排水
施設の維持管理委託
業者と連携を密にし、
老朽部品の早期発見、
修繕工事等を実施す
ることにより、処理工
程の停止事故を回避
した。 
処理区域内の人口

減少が目立つ中、新規
接続の促進について
は困難な状況となっ
ている。 

処理区域内人口が
著しく低下している
処理地区がある。使
用料収入に対して
ランニングコストが
大幅に超過する施設
については機能改
良を検討する。 
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4-4.移住・定住 

施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

4-4-1. 移
住・定住の
促進と支援 

1 移住相談・移
住後の支援 
 
 
 
 
 
 
 
地域戦略課 
 

地域戦略課内に窓口を
設置し、移住に関するさ
まざまなテーマについて
相談者との対話を通じて
情報提供やアドバイスを
行ってきた。 
また、県東京事務所や

大阪事務所、ふるさと回
帰支援センターと連携
し、相談に応じることが
できた。 

Ｂ 

移住希望者に対し、
個別相談や移住フェ
アなどのイベントを
通して、三豊の魅力を
アピールし、移住の後
押しができた。よりリ
アルな情報を伝える
ことで、ミスマッチの
防止にも繋がったた
め。 

移住者・移住希望
者の相談や手続きの
支援を行うだけでな
く、地域の魅力や情
報発信、交流イベン
トなど、対応範囲を
拡大し、多様なニー
ズに応える体制を整
えることが課題。 

 2 移住・定住情
報の全国発信 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域戦略課 
 

令和 2 年度にポータル
サイトをリニューアル
し、移住に関する情報に
ついて一元的に発信でき
る体制を整えた。 
都市部での移住フェア

は、香川県移住・定住推
進協議会の事業で参加
し、コロナ禍以降はオン
ラインも併用しながら、
三豊をアピールする機
会を創出した。 

Ｂ 

サイトのリニュー
アルにより、以前に比
べ、情報を分かりやす
く整理したため。県移
住・定住推進協議会主
催の移住フェアなど
にも積極的に参加し、
三豊を PR することが
できた。 

全国的に見れば、
三豊市はまだ知名度
が低く、「父母ケ浜」
や「紫雲出山」など
のスポットと市の場
所や名前が一致して
認知されていない。
観光を入り口とした
人々を移住につなげ
る方策が必要。 

 3 広域的な連携
等による移住の
促進 
 
 
地域戦略課 
 

協議会に参加すること
により、香川県全体で全
国に向けてPR（広報）す
ることができている。 
各市町の移住施策を学ぶ
機会にもなっている。 

Ａ 

年 3 回程度の移住
フェアへの参加、雑誌
やWebへの広告出稿は
協議会事業で包括的
に行うことで資金的
にも集客的にも成果
につながっている。 

毎年、負担金に見
合っている効果が出
ているのか検証でき
ていない。 

 4 移住・定住に
関する住まいの
支援 
【重点】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域戦略課 
建築住宅課 
 

空き家バンク、かがわ
住まいネットによる登録
物件の情報発信及び物件
購入者へのリフォーム補
助等を行う。 

Ｂ 

賃貸、売買の契約件
数が基準値を大きく
超えているため、一定
の評価が出来る。ま
た、補助事業によっ
て、移住・定住者の増
加には一定の効果が
見られた。しかし、一
部では移住後すぐに
市外へ転出するケー
スもあった。 

契約件数は増加し
ているが、登録件数
が基準値を下回り、
減少傾向がみられ
る。また、利用者は
賃借希望者が多く、
所有者は売却希望者
が多いため、要望に
齟齬がみられる。移
住したもののすぐに
市外へ転出するケー
スもあり、定住に確
実につながらないの
が課題。移住後の
フォローなど定住に
よりつながるような
支援が必要。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

 5 ＵＩＪターン
保育士の定住支
援 
 
 
 
 
 
 
保育幼稚園課 
 

保育士等の確保と市内
への定住を促進するた
め、市外から市内の保育
施設等へ就労を目的とし
て市内へ転入する際の移
住にかかる費用を補助す
る。 

Ｃ 

2015(平成 27)年度
から2020(令和2)年度
まで補助事業を実施
し、年間 1～2 件の申
請があった。会計年度
任用職員の処遇改善
等により年度当初の
保育士不足が解消し
たため、2021(令和 3)
年度に事業を中止し
た。 

補助金を受給した
職員が、就労1・2年
の間に、出産や病気
等で退職されるケー
スが何件かあった。 
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4-5.安全・安心 

施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

4-5-1.交通
安全対策の
推進 

1 交通安全施設
の設置 
 
 
 
 
 
総務課 
建設港湾課 
 

自治会からの申請によ
り交通事故発生の恐れが
ある箇所へのガードレー
ル等交通安全施設を設置
する。 
あわせて、用水路等へ

の道路からの転落事故防
止、通学路等の危険個所
に対しても歩道等交通安
全施設を設置する。 

Ｂ 

現地確認のうえ、必
要な対策を実施でき
ている。歩道など期間
がかかるものも順次
進めている。 

用地取得などの地
元協力、工事費の確
保など課題は多い 

 2 交通安全意識
の啓発 
 
 
 
 
 
 
 
 
総務課 
 

三豊警察署や各関係団
体と連携し、保育所・幼
稚園・小中学校における
交通安全教室や、市民
等を対象とした交通
キャンペーンを実施し
た。また、道路交通法の
改正に伴う自転車の安全
利用に関して、チラシの
配布や講話の実施、広報
紙への掲載により啓発を
行った。 

Ｂ 

交通安全教室や
キャンペーンの実施
により、交通安全意識
の高揚が図られた。ま
た、道路交通法の改正
に伴う自転車の安全
利用について啓発を
行い、市民に周知する
ことができた。 

学齢期向けの交通
安全教室と比べて、
高齢者や保護者世代
向けの教室や啓発の
機会が少ないことが
課題。 

 3 運転免許証自
主返納者への支
援 
 
 
福祉課 
 

4 月 1 日現在において
三豊市内に住所を有する
満 65 歳以上で運転免許
証を所有していない高齢
者を対象に、福祉タク
シー券（500円×16枚）を
交付するもの 

Ｂ 

令和 3 年度の実績
で、福祉タクシー券の
交付率は、85.2％だっ
たことから大半の対
象者に福祉タクシー
券が行き渡っている。 

令和 3 年度の実績
で、福祉タクシー券
の利用率が、48.2％
と 50％以下だった
ことから福祉タク
シー券の利用促進が
必要 

 4 交通指導員の
確保と育成 
 
 
 
総務課 
 

関係機関からの推薦に
より、交通指導員を選出
して任命した。また、基
本的な交通事故概況や交
通立哨の方法に関する研
修会や班長会を実施し
た。 

Ｂ 

全小学校区におい
て常に交通指導員が
配置され、児童・生徒
の登下校時の保護や
誘導活動、交通安全教
室での指導が継続的
に実施できた。 

研修会や班長会の
実施と併せて、交通
指導員で意見交換が
できる場を定期的に
設けることが課題。 

 5 通学路の安全
確保 
 
 
 
 
 
総務課 
 

交通安全プログラムに
基づいて、小学校単位で
年に１校を選定し、通学
路における危険個所を点
検し対策を講じた。令和
３年には、市内全小学校
について、関係機関と連
携して通学路合同点検を
実施した。 

Ｂ 

関係機関と連携し
て通学路を点検し対
策を講じたことで、通
学路の安全確保が図
られた。 

国道１１号線の４
車線化や豊中新設小
学校の開校など、交
通状況や通学路状況
の変化に応じて点
検を実施することが
課題。 

 6 駐輪場・駐車
場の管理 
 
 
管財課 
 

三豊市駐輪場条例等に
基づき、駅駐輪場の清掃
や放置車両への警告・移
送など管理を行ってき
た。 

Ｃ 

定期的な管理を行
うことで、駐輪場周辺
の空間の整理ができ、
通行者や車両走行者
の安全確保に寄与で
きた。 

駐輪場によって
は、学生の留め置き
が多い場所もあり、
乱雑な駐輪や放置自
転車が通行の支障と
なっている。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

4-5-2.防犯
対策の充実 

1 地域における
防犯活動の促進 
 
 
 
 
総務課 
 

関係団体と連携して、
防犯に関するチラシの配
布や新入学児童に対する
防犯ブザー等の防犯グッ
ズの配布を実施した。 

Ｂ 

防犯に関するチラ
シやグッズの配布等
の啓発活動の実施が、
防犯意識の高まりに
繋がった。 

昨今の社会情勢を
受けて市民の防犯に
対する関心はさらに
高まっているもの
の 、 防 犯 教 室 や
キャンペーンの実施
の機会が少ないこと
が課題 

 2 防犯設備の充
実 
 
 
 
 
 
 
 
総務課 
 

自治会からの要望を受
けて設置場所の環境を調
査し、年間10～15本の防
犯灯を新設した。また、
同様に自治会からの要望
に応じて、防犯灯の移設
や古くなった蛍光灯具を
LED灯具に切り替えた。 

Ｂ 

防犯灯の新設・移設
により、夜間の道路に
おける防犯上の不安
が軽減された。また、
市内ほぼ全ての灯具
がLED灯具に切り替え
られ、十分な明るさと
耐用年数をもって作
動している。 

防犯灯の新設要望
が対応可能本数以上
であること、すでに
市内に 4000 灯以上
の防犯灯があること
から、全ての要望を
新設として受け入れ
ることや、これ以上
灯数を増やし、維持
管理することが難し
いことが課題 

 3 関係団体等に
よる啓発活動の
支援 
 
 
 
 
 
福祉課 
 

毎年 7 月に社会を明る
くする運動の出発式を実
施し、三豊市内で街頭
キャンペーン、パレード、
広報車による啓発活動を
実施している。また、機
関紙を発行し、ポスター
の掲示、チラシの配布な
ど広報活動が行ってい
る。 

Ｂ 

防犯予防活動とし
て、学校教育機関と連
携を図り、社会を明る
くする運動の中学生
弁論大会や小学生作
文コンテストを実施
し、児童、生徒への啓
発活動が行われてい
る。 

青少年非行防止運
動や薬物乱用防止
キャンペーンなど保
護司や更生保護女性
会の活動の認知度が
向上する啓発が必要 

4-5-3.消費
者保護の推
進 

1 消費者相談の
充実 
 
 
 
 
 
 
 
 
産業政策課 
 

産業政策課内に「消費
者相談窓口」を設け、消
費者問題に関するさまざ
まなテーマについて相談
者との対話を通じて情報
提供やアドバイスを行っ
てきた。また、県くらし
安全安心課と連携し、実
際に起きた事例から悪質
商法の被害防止や注意喚
起情報をチラシやホーム
ページ等で発信した。 

Ｂ 

市民へ注意喚起や
情報提供を行うこと
で、消費者問題に対す
る意識醸成の後押し
ができた。また、消費
者相談者に対し、個別
相談や西讃消県民
センターを案内でき
たため。 

なし 

 2 消費者啓発・
情報提供の推進 
 
 
 
 
産業政策課 
 

「三豊市消費者友の
会」で、くらしのセミ
ナーを 3 回開催した。県
くらし安全安心課と連携
し市民に対する情報提
供を行った。 

Ｂ 

く ら し の セ ミ
ナーを実際に開催し、
消費者問題の啓発活
動に関与できたため。 

本市の消費者団体
である「三豊市消費
者友の会」は会員の
高齢化が進み、会員
も減少傾向にある。
若い会員の獲得と会
の存続が喫緊の課題
である。 
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施策内容 具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

4-5-4.バリ
アフリー化
の推進 

1 移動の連続性
の確保 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域戦略課 
建設港湾課 
 

三豊市コミュニティバ
ス車両については、バリ
アフリー対応車両と乗降
時のステップ付き車両の
導入が完了した。道路は
バリアフリー化が特に必
要なものについて整備。 

Ｃ 

車両以外に関する
バリアフリー化につ
いて、案件ごとに協
議を実施しつつも、具
体的な実施時期や手
法等への提案にまで
至っていないため。三
豊市の中でバリアフ
リー化が特に必要な
指定を受けている特
定道路は県道宮尾高
瀬線（国道１１号～高
瀬駅の区間）のみで整
備は完了している。 

既存の公共施設に
ついてどこまで対応
するかなど、庁内横
断的に協議できる体
制づくり、関係各部
署間の連携が必要と
なる。すべての道路
にバリアフリー化は
困難である。 

 2 公共施設等の
バリアフリー化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
教育総務課 
建築住宅課 
 

各課から依頼のあった
設計業務実施時に、「バリ
アフリー法」「香川県福祉
のまちづくり条例」等を
参考に、設計内容にバリ
アフリー化を盛り込む。
災害時の避難所等として
利用される学校施設につ
いては、児童生徒の安全
安心のため、施設改修工
事や修繕工事を行った。 

Ｃ 

高齢者や障害者な
ど幅広い市民が使い
やすい施設となるよ
う、設計時の助言を行
い、工事内容として反
映し実現できた。児童
生徒の教育環境を整
備するため、校舎棟な
どから優先的に整備
しており、避難所等と
なっている体育館の
バリアフリー化は実
施していない。 

施設の用途による
が、「香川県福祉のま
ちづくり条例」にお
ける適合証の交付を
受けることのできる
施設整備を目指す。
避難所等として利用
する体育館はバリア
フリー化を実施して
いないため、夜間時
に避難した場合は、
視界が悪く段差によ
り転倒の危険があ
る。 

 3 心のバリアフ
リー化の推進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人権課 
福祉課 
 

啓発の一環として、広
報紙にて、障がい者と人
権として、記事掲載を実
施した。既存の広報媒
体を利用しての啓発にと
どまった。小学校の生徒
に、手話、聴覚障害につ
いて理解を深めていただ
けるよう、出前講座を
行った。 
視覚に障害のある人の

親睦、ICT等の知識の向上
のため「みとよ視覚障が
い者支援センターひか
り」を開設し交流会を
行っている。 

Ｃ 

既存の広報媒体を
利用しての啓発にと
どまった。 
広報・啓発活動の活

発化始めることがで
きたので、今後は、関
係者と協議を行いな
がら広めていくこと
が大切。 

広報・啓発活動の
活発化継続的に活
動を行うことによ
り、多くの方に知っ
てもらい参加に繋げ
ていく。 
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（５）基本方針① 市民が可能性を切り開くまちづくり 

1-1.多様な人材による地域活動 

具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

1 自治会・コ
ミュニティ活動
の促進 
 
 
 
 
 
総務課 
 

自治会活動運営交付金他で自
治会活動を支援するとともに、
自治会集会所建設事業費補助金
については集会所の新築、改修
や用地の舗装等の事業に対して
補助を行った。また、自治総合
センターが行う助成事業では、
自治会集会所の新築や自治会活
動の備品の整備に対して補助を
行った。 

Ｂ 

自治会集会所建設事業
費補助金について令和2・3
年度の補助要綱の改正後、
問合せが増加し、より多く
の自治会が活動拠点の整
備を行いやすくなったと
思われる。 

自治会集会所建設事
業費補助金について要
望額が予算に収まら
ず、次年度に持ちこし
となる自治会が発生し
ている。 

2 新しい公共の
担い手の育成 
 
 
 
 
 
 
地域戦略課 
 

まちづくり推進隊事務局を中
心に、市民自らが考え行動する
自主事業と、市からの移譲業
務を行うための活動資金として
包括交付金を交付し、団体によ
る各種事業が実施された。市は
推進隊の活動に対する助言・指
導を適宜実施した。 

Ｃ 

真の地域課題解決に向
けた事業提案と見受けら
れる事業数が少ないこと
や、PDCAサイクルを回すこ
とによる事業内容の改善
効果が発揮できていない
ため。 

交付金額が年々減少
する中で、地域にとっ
て真に必要な事業が企
画提案できているか、
また、自主事業の PDCA
サイクルを回し、見直
しを図りながら事業推
進ができているかなど
の指導チェック体制を
整えること。 

3 意欲ある地域
外人材の受け入
れ 
 
 
 
 
 
 
地域戦略課 
 

地域おこし協力隊について、
これまで8名を採用し、既に5名
退任(任期途中の自己都合退
職を除く)しているが、県外就職
の 1 名を除いては、市内で起業
した者が 2 名、当市の地域プロ
ジェクトマネージャーとして勤
務する者が１名、教育センター
長として勤務するものが1名と、
８割の隊員が市内に定住し、各
分野で活躍を続けている。 

Ｂ 

協力隊としての活動期
間中から退任後の進路に
ついて希望を聞き取り、起
業に向けた支援など、市内
定住に向けた取組を行い、
高い定住率に繋げること
ができた。また、起業以外
にも、各隊員が様々なかた
ちで地域の課題解決に取
り組んでいるため。 

当市の協力隊募集に
ついては、制度利用開
始以降、継続的に行っ
ているが、募集・受入を
行う部課は限定的であ
る。 
また、今後も幅広い

年齢層・分野の隊員を
採用するため、受入後
の生活・活動環境への
配慮が必要である。 

4 多文化共生社
会の構築 
 
 
 
 
 
 
 
人権課 
 

外国人住民・日本人住民双方
に多文化共生に関するアンケー
トを実施し、生活していく上で
の課題を抽出。それに対応する
ため、外国人のための生活ガイ
ドブックを作成し発行した。 
また、日本語教室に委託し、外

国人住民への日本語指導のみな
らず生活相談や孤立しがちな外
国人住民の居場所づくりとして
交流の場を提供した。 

Ｂ 

多文化共生については、
あまり前例ない事業であ
り、手探りで進めている状
況であるが、ある程度の実
績や方向性を持てた。 

他課・他団体との連
携 
日本語教育指導者の

育成 
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具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

5 活躍する市民
への応援 
【重点】 
 
 
 
 
 
 
 
 
秘書課 
教育総務課 
 

表彰式を実施し、分野を問わ
ず世界一や日本一になるなど輝
かしい活躍をした人に三豊市特
別表彰を贈った。また、市民のス
ポーツ及び文化活動の向上と振
興に寄与し、本市の知名度及び
イメージの向上に貢献すると見
込まれる、スポーツ大会及び文
化大会の全国大会へ出場した市
民に対し激励金を交付した。 

Ａ 

特別表彰を実施し、栄
誉を称えることにより、市
民意識の高揚を図り、さら
なる飛躍が期待できる。ま
た、全国大会出場の経済的
な負担を軽減し、さらなる
競技力の向上及び文化・芸
術意識の高揚につなげた。
加えて、スポーツ、文化活
動の振興による市民力の
活性化や、本市の知名度向
上に貢献した。 

対 象 者 は 新 聞 や
ニュースなどで探して
いるが、見逃しがない
よう各課とも連携して
進める。これまではコ
ロナ禍により多くの大
会が中止となったが、
令和 4 年度は多くの全
国大会等が開催され申
請数が予想を上回っ
た。今後、予算枠を増額
するか、交付額(減
額)を見直す等検討が
必要となる。 

6 選挙参加の促
進 
 
 
 
 
 
総務課 
 

県選管と連携し、希望のあっ
た高校等へ赴き出前授業を実施
した。生徒に実際の投票箱や記
載台を使って模擬投票しても
らったり、開票作業についても
体験してもらった。 
令和 4 年 8 月の県知事選挙で

は、大型商業施設に期日前投票
所を開設した。 

Ｂ 

啓発授業や実際に投開
票を体験してもらうこと
により、選挙や政治への関
心を高めることができた。 

出前授業の応募数が
少ないので、学校から
の協力を得て実施回を
増やすことが課題 
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（６）基本方針② 効率的で健全な行財政運営 

2-1.行政財産の適正管理 

具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

1 財産の適正管
理 
 
 
 
 
 
 
管財課 
 

公共施設等総合管理計画の改
定、個別施設計画や財産処分等
事務取扱マニュアルの策定を行
い、職員の公有財産についての
意識統一を図り、同計画等に基
づき、再配置を進めた。 
また、公有財産管理審査会を

毎月開催し、公有財産の管理、処
分等に関し、適正な維持管理、有
効活用に努めた。 

Ｂ 

公共施設等総合管理計
画については、令和4年度
に改定し、財産処分マニュ
アルについては令和2年度
に策定し、令和5年度に改
定している。適宜見直しを
行い、実行性のあるものに
している。 

成果指標として建物
の延床面積を掲げてい
るが、その削減につい
ては、条例の廃止や、一
般財源の負担がなく
なったとき、と定めて
いる。固定資産台帳と、
成果指標としての延床
面積に差異がある。 

2 公共施設の再
配置と利活用及
び適正管理 
【重点】 
 
 
 
 
 
 
 
 
管財課 
 

目的を終了した公共施設につ
いては、順次売却、解体を進め
た。また、公共施設等総合管理計
画及び個別施設計画に従い、施
設ごとに再配置を進めた。 

Ａ 

売却等進めることで、そ
の後の維持管理経費や、建
物付きで売却することで、
将来的な解体費用の削減
にも寄与したため。公有財
産管理審査会の開催や、固
定資産台帳の整備等によ
り情報共有を図った。 

公有財産の売払いに
ついて、金融機関等へ
のニーズ調査等実施
し、1者でも多くの入札
参加を促す必要があ
る。用途を同じくする
公共施設は多数存在す
る。また、個々の施設に
おける存続、廃止、集約
化など方針決定を行
い、将来的に維持存続
が可能な公共施設の適
正規模について検討し
ていく必要がある。 

3 法定外公共物
の管理 
 
 
 
 
 
 
 
建設港湾課 
 

土地所有者（代理人：土地家屋
調査士等）からの申請に基づき、
境界確認を行い、必要に応じて
公共用地の寄附及び用途廃止、
売払いの説明を行っている。 
また、道、水路用地等の一時占

用に関しては、適時適正な利用
許可等にかかる申請を行う様に
指導、説明、相談対応を行った。 

Ｂ 

里道や水路の境界立会
については、実際の管理者
である地元水利組合や隣
接地所有者の同意を求め、
適正に履行している。農
道・水路の寄附、用途廃止、
売払いに関しては、今後の
管理上の課題も含めて検
討し、適宜適正な対応措
置を行う様に努めている。 

市内の法定外公共物
用地について、法務局
公図と現況構造物が一
致しない、現況が無断
で個人占用されている
等、境界確認により問
題がある箇所が後から
見つかっている。今後
とも継続してこれら問
題箇所の解消を行って
いく必要がある。 
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2-2.民間活力の活用 

具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

1 民間活力の活
用 
【重点】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域戦略課 
管財課 
 

総合政策アドバイザーを設置
し、現在は計 10 名のアドバイ
ザーを委嘱している。それぞれ
の専門的な立場から、市の政策
的課題にアドバイスをいただく
体制を整えている。指定管理者
制度の導入、開始及び廃止に関
しては、三豊市公有財産管理審
査会において審査した。また、管
理運営状況を中立的な立場で評
価する、指定管理者評価委員
会を設置し、中間評価を行った。 

Ｂ 

AI 人材の育成やデジタ
ルファーストの推進、夜間
中学の運営などに関する
アドバイスをいただき、業
務の遂行に活かすことが
できた。公有財産管理審査
会において、指定管理者制
度に関して審査し、また、
第三者評価委員会におい
て中間評価を行うことで、
より精度の高いものと
なっている。一方、PPP 等
に関しては評価できるよ
うな案件はない状況にあ
る。 

アドバイザーの必要
性に関する基準の明確
化が不十分であるた
め、新しいアドバイ
ザーを活用する際の選
考方法を設定する必要
がある。PPP、PFI や指
定管理については、各
施設の状況に応じて検
討するべきであり、担
当課での判断が重要と
なっている。 
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2-3.財源の確保と適正執行 

具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

1 自主財源の確
保と予算管理 
 
 
 
 
財政経営課 
 

ふるさと納税利用者の増加等
により全国的に規模が拡大して
おり、三豊市においても返礼品
の拡充や掲載サイトの充実等に
より寄附額を増加させてきた。
また、クラウドファンディング
型ふるさと納税も２件実施し
た。 

Ｂ 

ふるさと納税の寄附額
は増加傾向にあり、財源確
保につながっている。  

ふるさと納税を一層
充実させるためにも効
果的な業務の委託方
法を検討する必要があ
る。また、企業版ふるさ
と納税も活用して財源
の確保を図っていく必
要がある。 

2 債権管理 
 
 
 
 
 
 
 
税務課 
 

市税以外の債権管理につい
て、税務課に窓口を設置し、適正
な債権管理が行えるよう、債権
管理条例を制定した。 
また、債権担当課で徴収困難

と判断した債権について、税務
課との共同回収により、回収が
滞っていた債権の一部を回収す
ることができた。 

Ｂ 

市税以外の債権管理に
ついては、統一的な考え方
がなく、適正な債権管理が
できていなかったが、条例
制定により、統一的な考え
方の基、適正に管理するこ
とが可能となったととも
に、回収が滞っていた債権
の一部を回収することが
できたため。 

未納債権の増加防止
に向けて、滞納となっ
た早い段階で、督促状
や催告書の送付等、初
動対応の強化を図って
いくことが課題であ
る。 

3 安全かつ効率
的な公金の管理
運用 
 
 
 
 
 
会計課 
 

毎年度２回の「公金管理委員
会」を開催し、各金融機関の財務
状況を確認するとともに、金融
情勢等について情報共有してき
た。 
その中で、基金運用について

も協議し、国債等の債券38億円
と各金融機関への定期預金によ
り運用しているところである。 

Ｂ 

2016(平成 28)年にいわ
ゆる「マイナス金利政策」
が導入されて以来、金融機
関の預金金利も大幅に低
下しており、資金運用の面
では厳しい局面が続いて
いる。そういった中でも、
債券運用、一括基金の運用
で効果的な資金運用がで
きた。 

低金利の状況が続く
と予想される中、今後
の普通建設事業による
資金需要を踏まえた上
で、金融機関への定期
預金に加え、信用度の
高い国債や地方債での
新たな運用が検討課題
である。 

4 行革集中改革
プランの実施と
進捗管理 
 
 
 
 
財政経営課 
 

令和２年度に「第２次行政改
革大綱」の取組期間が終了し、令
和３年度に「新行政改革大綱」を
策定した。令和４年度より「攻
め」と「守り」の行政改革として
三豊市第２次総合計画の重点事
業を確実に実施していくため取
り組みの進捗管理を行ってい
る。 

Ｂ 

「新行政改革大綱」を策
定し、「集中改革プラン」に
おいて、令和４年の～令和
７年度の計画期間中の削
減効果額を年度後ごとに
示して取り組んでいる。 

決算額により進捗状
況を確認し、執行管
理を行った上で、集中
改革プランを適宜見直
していく必要がある。 
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2-4.情報の公開と管理 

具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

1 情報の開示 
 
 
 
総務課 
 

職員の意識向上を図り、情報
公開を適正に実施した。また、情
報公開請求に迅速に対応するた
めの適正な文書管理を職員一人
ひとりが実践した。  

Ｂ 

情報公開請求に適正に
対応し、公開できた。また、
運用状況を市ホームペー
ジ及び市広報紙で広く公
表することで透明性を確
保できたため。 

若年層職員向けの研
修を実施して、職員の
現場対応力の向上を図
りたい。 

2 個人情報の保
護 
 
 
 
 
 
 
総務課 
 

三豊市個人情報保護条例及び
三豊市情報セキュリティポリ
シーに基づき、様々な情報セ
キュリティ対策を講じた上で、
適正に実施した。なお、個人情報
の保護に関する法律の改正に伴
い、令和 5 年 4 月 1 日からは市
条例等を廃止し、全国共通ルー
ルである当該法のもとで継続し
て適正運用した。 

Ｂ 

オンライン研修や庁内
掲示板等を活用した職員
周知を行い、情報公開事務
の適切な実施に努め、開示
請求にも適正に対応でき
たため。 

若年層職員向けの研
修を実施して、職員の
現場対応力の向上を図
りたい。 

3 広聴広報活動
の充実 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
秘書課 
 

広報紙やホームページなど
で、市政運営に関する情報や市
民に身近な情報を積極的に提
供、公開することで市民との情
報共有を図るとともに、各課が
計画等を策定する際には、パブ
リックコメントを随時実施し
た。 
また、SNSを活用したプッシュ

型情報発信手段として令和 3 年
度に市公式LINEを導入し、令和4
年度には市民が必要な情報、欲
しい情報だけを選んで受け取れ
るセグメント配信サービスを開
始し、効果的、効率的な情報発信
に努めた。加えて、各課において
個別計画作成時等でワーク
ショップ等を適時実施した。 

Ｂ 

ホームページの全面リ
ニューアルを行ったほか、
市公式 LINE の導入を図っ
た。コロナ禍により、実施
が困難であった。 

情報をただ伝えるの
ではなく、伝えたい方
に伝わる効果的、効率
的な情報発信に取り組
む必要がある。 
市民に分かりやすい

ホームページの構築、
広報紙の作成に努める
とともに、市公式 LINE
アカウント登録者数増
へ向けてセグメント配
信カテゴリ分類の精
査・見直し、市民が受け
取りたいと思う情報の
発信に努める。従来の
手法に加えて、新たな
実施方法の検討 

4 文書館の充実 
 
 
 
 
 
 
 
総務課 
 

保存期限が満了した行政文
書を評価選別作業の上、移管を
受け、目録を作成し、職員及び市
民の利用に供した。（統廃合とな
る施設や指定管理となる施設な
どからも歴史公文書の移管を受
け入れた。） 
また、文書館を普及するため、

移管された歴史公文書を利用し
た展示や講座を開催した。 

Ｂ 

毎年、円滑に歴史公文書
の移管を受け入れるとと
もに施設の統廃合や指定
管理となる施設の行政文
書に対応できた。 
また、文書館を普及する

ための企画展や講座を計
画的に開催することがで
きたため。 

電子文書の大幅な増
加により、評価選別作
業に時間を要するよう
になり、目録作成に遅
れが生じている。 
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2-5.安定した行政サービスの提供 

具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

1 事務の効率化
とサービス水準
の向上 
【重点】 
 
財政経営課 
 

利用しやすいサービスの提供
に向け環境整備を行った。RPAは
業務効果や費用に課題があり導
入に至っていない。 Ｃ 

利用しやすいサービス
の提供に向け環境整備を
行っている。RPA は導入で
きる業務がない状況であ
る。 

ＩＣＴの発達は目覚
ましく、適切な活用に
よる効果的で安全な
サービス提供を進めて
いく。 

2 戸籍・住民基
本台帳事務の実
施 
 
 
 
 
市民課 
 

住民異動窓口支援システム
（死亡後の行政手続き）やコン
ビニ交付マルチコピー機を導入
し、窓口の混雑緩和や市民サー
ビス向上を図った。 
戸籍事務の専門的知識及び技

能を習得し、適正かつ迅速な処
理を図るため、毎年各種戸籍事
務職員研修を受講している。 

Ｂ 

住民異動窓口支援シス
テムの本格稼働による死
亡後の行政手続きの省力
化や、証明書発行をコンビ
ニ交付に誘導することで
窓口の混雑緩和や市民の
利便性向上につなげるこ
とができたため。 

住民異動窓口支援シ
ステムを住民異動等に
も活用できる仕組みの
構築や、キャッシュレ
ス時代を見据えた窓口
の手数料等のキャッ
シュレス化に向けた取
り組みが課題である。 

3 マイナンバー
カード取得の促
進 
 
 
市民課 
 

業者委託による申請サポート
の庁舎外窓口の設置や各町・企
業等への出張申請を実施した。
また、休日開庁及び夜間開庁を
実施し、市民がマイナンバー
カードの申請・交付を受けやす
い環境を整えた。 

Ｂ 

マイナポイントの付与
や今後の健康保険証の一
元化の影響もあり、マイ
ナンバーカード交付率
が 2023 年度の目標値をク
リアすることができたた
め。 

病院や高齢者施設、
障害者福祉施設等に入
所している等、自ら申
請できない者への取得
促進が課題である。 
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2-6.行政運営と組織力の強化 

具体的な取組 実施内容 評価 評価理由 積み残し課題 

1 行政組織とし
ての労働環境の
整備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人事課 
 

人事考課制度については、正
規職員だけでなく会計年度任用
職員に適用を拡大した。また、自
己申告制度や昇任／降任制度
等を複合的に活用しつつ、職員
の経験や意欲、能力等を十分に
発揮できるような人事配置を行
うとともに、職場環境の構築を
図った。さらに、令和2年度から
会計年度任用職員制度が導入さ
れた。併せて総務省から示され
た事務処理マニュアルにより、
本市では給与決定や勤務時間の
設定、任用等に関して適正な運
用を行い、会計年度任用職員の
労働環境の整備や待遇改善を実
施した。 

Ｂ 

市役所の組織活性化や
職員のエンゲージメント
向上のため、昇任制度等の
導入を実施した。具体的な
効果検証については、運用
開始後一定の機関を要す
る。また、地方公務員法や
関連法令に基づき、会計年
度任用職員制度を導入し
適正に運用を実施してい
る。 

定年引上げの開始に
より、今後は65歳まで
の勤務継続が基本とな
る。高齢期職員の配属
先や業務内容につい
て、引き続き検討して
いく必要がある。また、
今後会計年度任用職員
への勤勉手当の支給が
可能となる法改正が行
われたことにより、今
後の検討が必要とな
る。 

2 職員の育成 
 
 
人事課 
 

職員の専門的知識の習得や政
策形成能力向上、組織の活性化
等のため、市の単独研修の開
催をはじめ、外部研修の受講に
対し積極的な推進を図った。 

Ｂ 

毎年度、職員研修計画に
基づき、階層別研修をはじ
め各種研修を計画的に実
施した。 

コロナ禍により、対
面・集合形式による研
修の開催数が減少し、
それに伴い職員の受講
数も減少した。 

3 事業の進捗管
理と見直し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域戦略課 
 

毎年、当初予算編成時に合わ
せて、重点事業に関して次年度
の実施計画を策定。出納閉鎖後
に事後評価を行い、効果検証を
している。 
また、各補正予算期には、大き

な計画変更がある事業や年度途
中に立案された事業について、
事前・事中評価によって、計画の
妥当性や総合計画との整合性を
審査している。 

Ａ 

事前評価・事中評価・事
後評価については三豊市
事務事業評価実施要綱に
基づき、適切に運用されて
いる。実施計画について
も、毎年、基本計画に示し
た施策に基づき、具体的な
事業内容を事業費や財源
とともに記載できている。 

実施計画や事務事業
評価は重点事業につい
て作成しているものだ
が、重点事業自体の精
査が必要なものもあ
る。 
担当課においては、

総合計画や実施計画に
基づき政策決定がなさ
れた後財政措置が行わ
れるという認識を持っ
てもらうことが必要で
ある。 
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基本目標 
・方針 

政策 指標名 単位 
基準値 実績（年度） 目標値

(2023) 
担当課 

年度 数値 2019 2020 2021 2022 2023 

基本目標
① 
産業・交
流 

1-1. 
農業・
林業 

1 
ＩＣＴを活用した取り組み
件数 

件 2017 - 2 2 1 0  5 農林水産課 

2 
農地所有適格法人数（年度末
時点） 

法人 2017 26 26 24 27 27  30 農林水産課 

3 新規就農者数 人 2017 18 28 18 22 23  24 農林水産課 

4 認定農業者数（年度末時点） 経営体 2017 258 234 235 243 253  280 農林水産課 

5 
集落営農組織数（年度末時
点） 

組織 2017 17 19 19 20 22  35 農林水産課 

6 
担い手への農用地の利用集
積面積（年度末時点） 

ha 2017 1,031 1,079 1,079 1,115 1,181  1,200 農林水産課 

7 有害鳥獣捕獲数（イノシシ） 頭 2017 1,631 2,176 1,954 2,156 2,603 集 
計 
中 

1,500 農林水産課 

8 
農作物への被害額（イノシ
シ） 

千円 2017 9,097 7,044 3,083 2,913 8,294 7,278 農林水産課 

9 
漁業従事者数（正準組合員
数） 

人 2017 250 213 218 223 199  250 農林水産課 

1-2. 
水産業 

10 
漁獲量（海面漁業＋海面養殖
業） 

ｔ 2017 918 - - - -  920 農林水産課 

1-3. 
観光 

11 観光入込客数（延べ） 千人 2017 1,450 1,951 1,281 1,272 1,631  1,650 産業政策課 

12 宿泊者数（延べ） 千人 2017 18 22 15 19 -  28 産業政策課 

13 外国人宿泊者数（延べ） 人 2017 446 2,615 71 39 -  1,000 産業政策課 

14 
かがわＷｉ－Ｆｉスポット
数 

箇所 2017 71 - 62 57 55  100 
総務課・産
業政策課 
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基本目標 
・方針 

政策 指標名 単位 
基準値 実績（年度） 目標値

(2023) 
担当課 

年度 数値 2019 2020 2021 2022 2023 

基本目標
① 
産業・交
流 

1-4. 
商業・
工業 

15 
商工会の巡回・窓口相談（記
帳）指導件数 

件 2017 8,784 10,800 10,591 10,800 9,168  10,000 産業政策課 

16 
先端設備等導入計画認定に
おける設備投資額 

百万円 2017 - 635 869 518 1,988  1,900 産業政策課 

17 
中小企業等経営改善資金利
子補給金の交付件数 

件 2017 228 218 201 ｍ175 174  250 産業政策課 

18 
産業振興事業補助金の交付
件数 

件 2017 10 13 15 13 21  22 産業政策課 

19 
みとよ創業塾受講者の創業
件数 

件 2017 15 9 10 12 13 集 
計 
中 

20 産業政策課 

20 
商工会における事業承継診
断件数 

件 2017 3 6 5 8 6 6 産業政策課 

21 
ＡＩ活用による課題解決件
数（累計） 

件 2017 - 1 1 1 -  10 地域戦略課 

22 
敷地面積５ha 以上を有する
立地企業数 

社 2017 7 7 8 9 9  9 産業政策課 

23 
インターンシップ支援事業
補助金交付件数 

件 2017 1 1 0 1 1  10 産業政策課 

24 就職説明会参加者数 人 2017 110 113 0 0 156  150 産業政策課 

25 
ハローワークとの連携事業
実施回数 

回 2017 - 1 1 1 1  5 産業政策課 

26 
ポジティブ・アクションに取
り組む企業の割合 

％ 2017 65.8 - - - 78  75 人権課 
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基本目標 
・方針 

政策 指標名 単位 
基準値 実績（年度） 目標値

(2023) 
担当課 

年度 数値 2019 2020 2021 2022 2023 

基本目標
① 
産業・交
流 

1-5. 
交流 

27 観光入込客数（延べ） 千人 2017 1,450 1,951 1,281 1,272 1,631  1,650 産業政策課 

28 宿泊者数（延べ） 千人 2017 18 22 15 19 -  28 産業政策課 

29 ふるさと会交流会参加者数 人 2017 226 190 0 0 0  250 地域戦略課 

基本目標
② 
教育・文
化・人権 

2-1. 
就学前
教育・
保育 

30 
関係機関と連携した特別支
援研修の実施箇所数（実施
率） 

箇所 
（％） 

2017 
16 

(61.5) 
19 22 24 

23 
(100％) 

 
22

（85.0） 
保育幼稚園
課 

 

31 市内公立幼稚園数 箇所 2017 19 18 14 13 12  10 
保育幼稚園
課 

32 市内公立認定こども園数 箇所 2017 - 0 1 2 3 集 
計 
中 

4 
保育幼稚園
課 

33 
幼稚園における洋式トイ
レ化率 

％ 2017 42 71 75 75 75 80 
保育幼稚園
課 

2-2. 
学校教
育 

34 

話し合うテーマを理解し
て、相手の考えを最後ま
で聞き、自分の考えを
しっかり伝えられる児
童・生徒の割合 

％ 2017 33 23 24 26 24  50 学校教育課 

35 
将来の夢や目標を明確に
持っている生徒の割合 

％ 2017 46 44 46 40 36  60 学校教育課 

36 
不登校児童・生徒（年
間30日以上の欠席者）
の割合 

％ 2017 1 1 1 2 2  1 学校教育課 

37 
市内小・中学校における
洋式トイレ化率 

％ 2017 36 55 62 63 63  80 教育総務課 

38 
市内公立小・中学校数
（三豊中学校含む） 

校 2017 27 26 26 26 26  21 教育総務課 
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基本目標 
・方針 

政策 指標名 単位 
基準値 実績（年度） 目標値

(2023) 
担当課 

年度 数値 2019 2020 2021 2022 2023 

基本目標
② 
教育・文
化・人権 

2-3. 
スポー
ツ 

39 スポーツ推進委員数 人 2017 41 42 42 42 40  45 
スポーツ振
興課 

40 
市長杯スポーツ大会の開
催件数 

件 2017 19 18 10 8 14  20 
スポーツ振
興課 

41 
社会体育施設の耐震工事
件数 

件 2017 1 0 1 0 0  1 
スポーツ振
興課 

42 
指定管理者による社会体
育施設の運営件数 

件 2017 2 2 2 2 2  4 
スポーツ振
興課 

2-4. 
生涯学
習 

43 
ＰＴＡ連絡協議会事業開
催回数 

回 2017 19 19 16 17 19  20 生涯学習課 

44 
ＰＴＡ連絡協議会事業参
加者数（延べ） 

人 2017 1,035 1,118 487 30 795  1,000 生涯学習課 

45 
放課後子ども教室平均参
加者数 

人 2017 18 16 11 10 11 集 
計 
中 

20 生涯学習課 

46 
土曜日教育支援体制等構
築事業参加者割合 

％ 2017 21.3 23.3 - - - 25 生涯学習課 

47 公民館講座開催回数 回 2017 215 217 150 1311 204  220 生涯学習課 

48 
公民館講座受講者数（延
べ） 

人 2017 39,307 36,715 20,872 13,294 28,935  40,000 生涯学習課 

49 生涯学習関連施設数 施設 2017 33 33 33 31 30  30 生涯学習課 

50 図書館貸出者数（延べ） 人 2017 72,662 69,476 56,751 62,192 62,128  80,000 生涯学習課 

51 図書館来館者数（延べ） 人 2017 182,597 190,677 119,436 127,171 137,268  200,000 生涯学習課 

2-5. 
郷土歴
史・文
化 

52 文化協会会員数 人 2017 2,965 2,686 2,607 2,236 2,046  3,200 生涯学習課 
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基本目標 
・方針 

政策 指標名 単位 
基準値 実績（年度） 目標値

(2023) 
担当課 

年度 数値 2019 2020 2021 2022 2023 

基本目標
② 
教育・文
化・人権 

2-5. 
郷土歴
史・文
化 

53 文化祭来場者数 人 2017 14,153 13,342 2,040 5,755 8,932  16,000 生涯学習課 

54 マリンウェーブ利用者数 人 2017 86,525 72,584 30,571 42,892 70,991  95,000 生涯学習課 

55 
マーガレットホール利用
回数 

回 2017 190 143 56 145 160  200 生涯学習課 

56 指定文化財件数 件 2017 189 189 190 204 215  193 生涯学習課 

57 
宗吉かわらの里展示館来
館者数 

人 2017 8,202 8,116 6,047 6,957 8,156  9,000 生涯学習課 

58 
詫間町民俗資料館・考古
館来館者数 

人 2017 3,843 3,723 1,864 2,377 2,281  4,000 生涯学習課 

59 
詫間町紫雲出山遺跡館来
館者数 

人 2017 17,702 10,636 10,519 12,598 14,558 集 
計 
中 

19,000 生涯学習課 

2-6. 
青少年
育成 

60 
安心安全パトロール隊登
録者数 

人 2017 414 400 364 361 337 460 生涯学習課 

61 補導員数 人 2017 146 144 144 137 139  150 生涯学習課 

2-7. 
人権尊
重社会 

62 
「基本的人権が守られて
いる」と感じる市民の割
合 

％ 2017 54.5 - - - 58  60 人権課 

63 

「セクシュアル・マイノ
リティ」という言葉を聞
いたことがない市民の割
合 

％ 2017 34 - - - 15  25 人権課 

64 
人権講演会・研修会への
参加者数 

人 2017 3,989 3,146 1,379 1,173 2,004  4,300 人権課 

65 上高野児童館利用者数 人 2017 8,031 5,191 5,249 6,702 6,406  8,400 人権課 
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基本目標 
・方針 

政策 指標名 単位 
基準値 実績（年度） 目標値

(2023) 
担当課 

年度 数値 2019 2020 2021 2022 2023 

基本目標
② 
教育・文
化・人権 

2-7. 
人権尊
重社会 

66 前田児童館利用者数 人 2017 12,126 10,589 8,147 5,580 5,665  12,700 人権課 

67 
人権教育指導員等の研修
会・講演会への参加者数 

人 2017 1,130 725 305 1,612 2,434  1,270 学校教育課 

68 ふれあいプラザ利用者数 人 2017 4,959 4,873 2,060 2,297 3,195  5,200 人権課 

69 
たかせ人権福祉センター
利用者数 

人 2017 6,462 5,181 4,127 3,545 4,717  6,700 人権課 

70 
上高野文化センター利用
者数 

人 2017 16,122 12,710 10,346 7,536 8,593  16,900 人権課 

71 
集会所を拠点とした各種
活動への参加者数 

人 2017 2,669 5,560 929 1,489 2,335  2,800 学校教育課 

2-8. 
男女共
同参画
社会 

72 
ポジティブ・アクション
の取り組みを行う企業の
割合 

％ 2017 65.8 - - 77.6 78 
集 
計 
中 

75 人権課 

73 
法令・条例に基づく審議
会・各種委員会の女性委
員の割合 

％ 2017 23.5 22 22.6 25.8 26 30 人権課 

74 
社会全体で「男女平等で
ある」と感じる市民の割
合 

％ 2017 12 - - - 12  20 人権課 

75 
市役所の女性管理職の割
合 

％ 2017 12.7 13.7 17.3 26 21  15 人権課 

 76 
ＤＶ被害にあっても、
「どこ（誰）にも相談し
なかった」市民の割合 

％ 2017 34 - - - 32  20 人権課 

基本目標
③ 
健康・福
祉・医療 

3-1. 
子育て 

77 
子育て応援サービス券利
用者数 

人 2017 300 343 218 200 259  360 
子育て支援
課 

78 
保育施設待機児童数（４
／１現在） 

人 2017 0 0 0 0 0 0 0 
保育幼稚園
課 
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基本目標 
・方針 

政策 指標名 単位 
基準値 実績（年度） 目標値

(2023) 
担当課 

年度 数値 2019 2020 2021 2022 2023 

基本目標
③ 
健康・福
祉・医療 

3-1. 
子育て 

79 
保育施設待機児童数（10
／１現在） 

人 2017 38 0 0 0 0 集 
計 
中 

0 
保育幼稚園
課 

80 
子育てホームヘルプ事業
利用者登録申請者数 

人 2017 46 27 13 26 41 55 
子育て支援
課 

81 ４か月児健康診査受診率 ％ 2017 98 9 99 99 99 99 99 
子育て支援
課 

82 10か月児健康相談利用率 ％ 2017 99 99 100 98 98  99 
子育て支援
課 

83 
１歳６か月児健康診査受
診率 

％ 2017 99 100 99 100 99  99.5 
子育て支援
課 

84 ３歳児健康診査受診率 ％ 2017 99 99 100 100 99  99 
子育て支援
課 

85 
産後（１か月）ケア満足
度 

％ 2017 88 87 89 93 90  95 
子育て支援
課 

86 つどいの広場実施箇所数 箇所 2017 4 4 4 5 5 

集 
計 
中 

5 
子育て支援
課 

87 
放課後児童クラブの外部
委託クラブ数 

クラブ 2017 9 9 10 10 10 12 
子育て支援
課 

88 放課後児童支援員数 人 2017 41 27 29 28 33 60 
子育て支援
課 

3-2. 
健康 

89 
中高生のピロリ菌抗体検
査の受診率 

％ 2018 88 93 95 94 90  93 健康課 

90 
肺炎球菌感染症予防ワク
チン接種率 

％ 2017 60 36 37 34 31  70 健康課 

91 特定健康診査受診率 ％ 2017 44 48 24 40 
45 

(暫定) 
 60 健康課 

92 
特定保健指導対象者数の
減少率 

％ 2017 21 19 30 - 13  25 健康課 
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基本目標 
・方針 

政策 指標名 単位 
基準値 実績（年度） 目標値

(2023) 
担当課 

年度 数値 2019 2020 2021 2022 2023 

基本目標
③ 
健康・福
祉・医療 

3-2. 
健康 

93 
食生活改善推進員（ヘル
スメイト）の人数 

人 2017 616 595 586 563 523  620 健康課 

94 
食育に関心がある人の割
合 

％ 2017 61.3 - - - -  80 健康課 

95 
運動習慣者の割合（男
性） 

％ 2017 22 - - - -  30 健康課 

96 
運動習慣者の割合（女
性） 

％ 2017 13 - - - -  30 健康課 

97 
睡眠によって休息が十分
にとれていない人の割合 

％ 2017 27 - - - -  15 健康課 

98 
60歳における24歯以上
の自分の歯を有する人の
割合 

％ 2017 51 - - - 91  70 健康課 

99 
50歳における歯間部清掃
用器具を使用している人
の割合 

％ 2017 61 - - - - 集 
計 
中 

70 健康課 

3-3. 
児童福
祉・地
域福祉 

100 
母子家庭等自立支援教育
訓練給付金交付人数 

人 2017 2 3 0 4 3 5 
子育て支援
課 

101 
高等職業訓練促進給付金
交付人数 

人 2017 4 10 8 5 7  5 
子育て支援
課 

3-4. 
高齢者
福祉 

102 
介護予防サポーターの登
録者数（延べ） 

人 2017 320 287 287 297 299  500 介護保険課 

103 
転倒予防教室・認知症予
防教室の参加人数（延
べ） 

人 2017 4,500 4,349 1,647 1,605 2,888  5,000 介護保険課 

104 
介護従事者初任者研修申
請者数 

人 2017 3 1 4 1 3  10 介護保険課 

105 
認知症サポーター養成講
座修了者（延べ） 

人 2017 4,930 5,845 6,684 6,977 7,523  6,800 介護保険課 

106 
サロン（居場所づくり事
業）参加者数 

人 2017 13,887 30,025 15,113 16,424 17,821  16,000 介護保険課 
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基本目標 
・方針 

政策 指標名 単位 
基準値 実績（年度） 目標値

(2023) 
担当課 

年度 数値 2019 2020 2021 2022 2023 

基本目標
③ 
健康・福
祉・医療 

3-4. 
高齢者
福祉 

107 
高齢者あんしん見守り
ネットワーク協定締結団
体数 

団体 2017 5 6 7 9 9  10 介護保険課 

3-5. 
障がい
者福祉 

108 
障がい者就労施設等から
の物品等の調達額 

千円 2017 13,354 9,965 10,117 9,377 11,172  14,100 福祉課 

109 
就労支援サービス利用者
数（月間） 

人 2017 115 137 156 154 157  124 福祉課 

110 
デイケア（さくらの会・
みつより会）参加者数 

人 2017 49 172 172 142 122  75 福祉課 

111 
交流会（カタリ場）参加
者数 

人 2017 50 33 15 11 21  80 福祉課 

3-6. 
生活困
窮者支
援 

112 
生活困窮者自立支援法に
基づく情報提供・相談件
数 

件 2017 35 29 111 221 117  50 福祉課 

113 
生活困窮者自立支援プ
ランの策定件数 

件 2017 18 29 13 4 13 集 
計 
中 

25 福祉課 

3-7. 
医療 

114 市立の医療施設数 箇所 2017 5 5 5 5 5 5 健康課 

115 市立の医療施設の病床数 床 2017 307 307 307 307 272  280 健康課 

基本目標
④ 
暮らし 

4-1. 
防災・
消防 

116 自主防災組織率 ％ 2017 72.7 76 77.5 78.1 78  100 危機管理課 

117 災害時要援護者登録者数 人 2018 921 854 780 1776 1,756  950 福祉課 

118 市内住宅の耐震化率 ％ 2013 61 63 63 83 84  95 建築住宅課 

119 
未整備消防屯所等の整備
率 

％ 2017 61 66 68 69 69  74.7 危機管理課 

4-2. 
生活 

120 
かがわＷｉ-Ｆｉスポッ
ト数 

箇所 2017 71 ― 62 57 55  100 
総務課・ 
産業政策課 
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基本目標 
・方針 

政策 指標名 単位 
基準値 実績（年度） 目標値

(2023) 
担当課 

年度 数値 2019 2020 2021 2022 2023 

基本目標
④ 
暮らし 

4-2. 
生活 

121 コミュニティバス乗客数 千人 2017 286 285 212 222 230  280 交通政策課 

122 市営住宅管理戸数 戸 2017 574 572 566 566 560  455 建築住宅課 

123 老朽危険空き家率 ％ 2016 14 13 11 10 15  10 建築住宅課 

124 空き家バンク登録件数 件 2017 76 55 63 59 49  80 地域戦略課 

125 
離島における介護サービ
ス利用者数（延べ） 

人 2017 400 98 317 236 228  600 介護保険課 

126 離島航路旅客運送人数 人 2017 81,603 80,755 83,134 53,082 83,682  68,000 交通政策課 

127 
市民１人あたりの公園面
積 

㎡ 2017 12 12 13 13 13 集 
計 
中 

13.09 都市整備課 

128 
市営墓地の墓所用地の提
供率 

％ 2017 64 63 62 62 62 67 環境衛生課 

4-3. 
環境・
衛生 

129 公害関係登録事業所数 事業所 2017 81 95 95 101 103  115 環境衛生課 

130 狂犬病予防注射接種率 ％ 2017 73 71 70 71 70  80 環境衛生課 

131 リサイクル率 ％ 2016 36 63 65 66 -  47.5 環境衛生課 

132 
公共施設等からの温室効
果ガス排出量 

ｔ-CO2 2016 20,799 16,141 16,114 16,056 -  14,353 環境衛生課 

133 浄化槽整備人口普及率 ％ 2017 55 59 60 61 62  60 環境衛生課 

134 
農業・漁業集落排水施設
接続率 

％ 2017 81 80 80 76 76  83 環境衛生課 
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基本目標 
・方針 

政策 指標名 単位 
基準値 実績（年度） 目標値

(2023) 
担当課 

年度 数値 2019 2020 2021 2022 2023 

基本目標
④ 
暮らし 

4-4. 
移住・
定住 

135 
移住・定住支援制度の利
用移住世帯数 

世帯 2017 38 60 77 91 55  50 地域戦略課 

136 
空き家バンクの賃貸・売
買契約件数 

件 2017 39 45 60 60 60  50 地域戦略課 

4-5. 
安全・
安心 

137 
交通事故発生件数（人身
事故） 

件 2017 283 220 144 117 81  255 総務課 

138 
70歳以上の運転免許証自
主返納者数 

人 2017 319 538 375 373 383  370 総務課 

139 刑法犯認知件数 件 2017 211 234 201 165 231  200 総務課 

140 防犯灯のＬＥＤ化率 ％ 2017 93 96 99 99 99  100 総務課 

141 消費者相談窓口利用者数 人 2017 6 1 2 5 2 集 
計 
中 

10 産業政策課 

基本方針① 

142 自治会加入世帯率 ％ 2017 81.1 79.3 78 77.9 77.6 82 総務課 

143 
まちづくり推進隊自主事
業における役務提供者数 

人 2017 15,000 9,051 4,726 4,549 10,650  20,000 地域戦略課 

144 
まちづくり推進隊が他団
体と行う連携事業数 

事業 2017 43 49 38 20 20  50 地域戦略課 

基本方針② 

145 
公有財産（建物）の延床
面積 

㎡ 2017 395,745 395,315 382,978 378,804 375,516  370,457 管財課 

146 
ＰＰＰ・ＰＦＩ手法導入
事業数 

事業 2017 - - - - -  2 財政経営課 

147 
指定管理者制度の導入施
設数 

施設 2017 28 28 29 29 29  54 財政経営課 

148 ふるさと納税額 千円 2017 54,608 425,136 764,464 741,563 827,765  300,000 財政経営課 



 

125 

125 

基本目標 
・方針 

政策 指標名 単位 
基準値 実績（年度） 目標値

(2023) 
担当課 

年度 数値 2019 2020 2021 2022 2023 

方針② 

149 
市が交付する補助金・交
付金支給額 

千円 2017 1,646,759 1,787,756 1,641,132 3,138,091 2,712,199  1,371,703 財政経営課 

150 
第２次行革集中改革プ
ランの取り組みによる効
果額 

千円 2017 - 620,968 757,121 - -  3,000,000 財政経営課 

151 
ホームページアクセス件
数（１日平均） 

件 2017 9,061 8,979 9,619 11,636 9,792 集 
計 
中 

14,000 秘書課 

152 文書館入館者数 人 2017 1,382 1,090 1,073 921 855 1,520 
総務課 
（文書館） 

153 
マイナンバーカード交付
率 

％ 2017 9.5 14.61 26.05 39.32 70.64  50 市民課 

154 ＲＰＡ導入業務件数 件 2017 - - - - -  15 財政経営課 
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